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Policy makers lab ジャーナルVol.2発刊に添えて

２０２２年１１月

Policy makers lab代表 福岡　功慶

Policy makers lab(PML)は、世の中を良い方向に変革したいという民

間及び官僚の有志が、互いの知識の共有や政策立案に向けた議論を通じ

て、既存の枠組みにとらわれない政策アイデア集を作るための場として

設立されました。


当初４名で出発したPMLも、会員27名となり、生物多様性ＷＧや医療Ｗ

Ｇなどの個別の活動も始動しています。引き続き、コミュニティの質を

第一としつつ、規模も着実に拡大していきます。


今回、第２期メンバーによる政策案５編及び体制強化の取組を纏めた、

Policy makers lab ジャーナルVol.２を発刊できることを嬉しく思いま

す。


現場の確かな問題意識に根ざし、かつ構造的な課題の解決を志向する。

そんな政策案こそが世の中を動かす。今回も、この理想の下に、現実と

も向き合い、本当に意味のある政策はどんなものなのか、考え抜いた私

たちの歩みを御覧いただければ幸いです。
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植野　剛、医療・ヘルスケア分野ワーキンググループAuthor :



2008年、京都大学医学部医学科卒。医師免許取得後、心臓血管外科医師として、医療を幅広く真摯に学

び、診療、学術・研究、教育に没頭。同時に、病院情報システム・重症管理システムの導入・管理、診療

科データベース構築、クリニカルパス作成・運用、逆紹介の積極的推進による外来業務効率化・患者満足

度向上、病診連携・病病連携の強化等による、臨床業務の効率化、病院の収益率向上にも寄与。そのよう

な中、臨床現場における数々の非効率性や制度上の問題等への課題感が増大。それら課題に対処すべく、

①医療機器・ヘルステック企業で DX を含むソリューションによる直接的な効率改善、②Policy makers 

lab で政策立案・発信による制度面からの改善、という両輪を回し、日本の医療の更なる発展・持続可能

性向上を通じ、医師の本分である「公衆衛生の向上及び増進への寄与」「国民の健康な生活の確保」に取

り組んでいる。

Policy makers lab Managing partner 

植野　剛

PROFILE

1. 医療・ヘルスケア分野ワーキンググループ（WG）形成の経緯


政策立案の「梁山泊」を目指す Policy makers lab (PML) では、これまで、医療・ヘルスケア分野に関す
る政策案も多く挙がり、現場における課題の多さが再認識されつつある。その中で、単に個別的な政策案
の集合に留まらぬよう、当該分野関連政策案の取りまとめや実践に向けたサポート、将来的に想定される
「未来の医療のあるべき姿」のグランドデザインの策定等を視野に、医療・ヘルスケア分野ワーキンググ

ループ（WG）を形成した。

2. メンバー


当 WG は、医師や看護師、臨床工学技士等の医療系資格を有する者や、医療・ヘルスケア関連分野におけ
る実務経験豊富な者など、多種多様なメンバーにより構成されている。

3. 当 WG の目的

PML 事務局及び WG メンバーと協議の上、当 WG の目的としては、①PML内における医療・ヘルスケア分
野の政策案のラインナップの充実（分野全体の政策デザイン）、②医療・ヘルスケア分野の各政策案の実
践に向けた情報提供やサポート（各政策の深化）、の2つの方向性を共に軸とし、活動を行うこととし
た。

4. 当 WG の活動内容

上記の2つの目的を達成すべく、まずはこれまでにPMLメンバーが立案した政策案の分類・マッピングを
行い、整理した。また、各政策の進め方につき、PML事務局との連携のもと、関連省庁・部局を含む各ス
テークホルダーとの情報共有・提言・議論、更には既存もしくは現在進行中の政策についての勉強会の開
催等を通じ、活動を行っている。

5. 当 WG の今後

当  WG としては、政策立案の「梁山泊」を目指すPML内にあって、更に医療・ヘルスケア分野に特化した
言わば「梁山泊内梁山泊」のような存在を目指しており、熱い想いを持った優秀な同志が不可欠である。
医療やヘルスケアの領域において、自らの現場の現状につき課題感を有している方、そしてそれを政策と
いう側面から解決することに興味のある方は、是非PML, そして当WGの門を叩いてみて頂き、共に歩むこ
とができるなら、我々にとってこの上ない喜びである。

要旨

Ueno Go



1

2

3

経緯

メンバー

当 WG の目的

4.2.  各政策案の深化に向けた動き

目次

1 1

0 5

0 5

0 7

4 当 WG の活動内容

4.1.  PML におけるこれまでの医療・ヘルスケア関連政策案の整理

4.1.1.　医療・ヘルスケア分野における課題の大小・多寡の推定

4.1.2.  

4 .1.3.  

4 .1.4.  

PML, また当 WG としての「未来の医療のあるべき姿」のような

グランドデザインのあぶり出し

PML, また当 WG として議論が欠如・不足している領域・項目の
あぶり出し

こ れ ま で 医 療 ・ ヘ ル ス ケ ア 分 野 と 接 点 が な か っ た 方 へ の 医 療 課
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Policy makers lab内における医療・ヘルスケア分野ワー

キンググループの形成について

医療機器 感染症対策

1. 経緯

2. メンバー

05 Policy makers lab 内における医療・ヘルスケア分野ワーキンググループの形成について

　 2021年 5月 、 政 策 立 案 の 「 梁 山 泊 」 を 目 指 すべ く 、 官 民 の 若 手 有 志 が 問 題 意 識 を 共 有 し 、 政 策 案 を 議 論 す る 任
意団体として、福岡 功慶 代表、坂本 雅純 副代表のもと、Polic y  makers  lab (PML)  が設立された。

　 第 1期 （ 2021年 7～ 12月 ） に は 3名 、 第 2期 （ 2022年 1～ 6月 ） に は 5名 と、 医 療 ・ ヘ ル ス ケ ア 分 野 に 関 す る 政
策案の議論も比較的多く、やはり当分野における現場での課題の多さが再認識された。

　 そ の 中 で、 PML の 成 り 立 ち か ら も、 単 に 個 別 的 な 政 策 案 の 集 合 に 留 まって し ま わ な いよ う 、 PML と して の 医
療・ヘルスケア分野関連政策案の取りまとめや各政策案の実践に向けた活動のサポートの必要性、更には後々 
PML と して の 「 未 来 の 医 療 の あ る べ き 姿 」 の よ う な グ ラ ン ド デ ザ イ ン を 描 く こ と 等 も 想 定 さ れ る こ と か ら 、 医
療・ヘルスケア分野ワーキンググループ（WG）を形成することとした。

　2022年9月時点における、医療・ヘルスケア分野 WG のメンバーは表1の通りである。

　 当 WGは 、 医 師 や 看 護 師 、 臨 床 工 学 技 士 等 の 医 療 系 資 格 を 有 す る 者 や、 医 療 ・ ヘ ル ス ケ ア 関 連 分 野 に お け る 経

験 豊 富 な 者 な ど、 多 種 多 様 な メ ン バ ー に より 構 成 さ れてお り、 一 側 面 か らで は な く 、 あ ら ゆ る 角 度 ・ 視 点 か ら の
意見が得られる貴重な場となっている。
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2022年9月時点における、医療・ヘルスケア分野 WG のメンバー表１

Policy makers lab Jour nal,  vol.2

Pol icy makers lab 内における医療・ヘルスケア分野ワーキンググループの形成について

PML 内における role 氏名（敬称略）氏名（敬称略） 背景・略歴

Managing partner

Managing partner

Research fellow

Research fellow

Research fellow

Alumni (salon member)

Alumni (salon member)

Research member

Research member

Research member

植野　剛

野口　昌克

平山　貴一

松川　智彦

宮脇　大

布村　彰宏

丸山　恵実

小澤　茉祐

佐藤　乃理子

中村　健一

医師。13年余の心臓血管外科医師経験を経て、

現在は外資系医療機器・ヘルステック企業に勤務。

博士（生命科学）。

外資系医薬品・医療機器企業マーケティングを経て、


現在は医療機器ベンチャー企業に勤務。

救急医。フィールド医学教室にて、

ブータンでのJICA事業にも関わる。


関心は世代間継承、ソーシャルサポート。

臨床工学技士。病院設備・院内物流企業を経て、

現在は外資系医療機器メーカーに勤務。

循環器内科医。

心臓移植を要する患者の診療・研究に従事。


現在は起業し、働く世代の健康をサポートする。

学習塾で5年間勤務ののち、30歳でIT業界に転身。

現在はDB基盤の構築と運用のプロジェクトに参画中。

ヘルステック系のベンチャー企業に勤務。

調剤薬局のDX推進や経営支援を行う。

看護師、キャリアコンサルタント。

混合病棟勤務を経て、現在は看護系職能団体に勤務、

看護職の生涯学習に携わる。

医師。行政職、マネジメントを経験し、

現在は産業医。檜原村にてキャンプ場を運営中。

医師。7年間外科医として勤務した後に

国立研究機関で16年間、臨床研究、治験の企画、

運営を担う。



3. 当 WG の目的
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WG 形成後、上記メンバーにも改めてヒアリングを行ったところ、大別すると
 分野全体の政策デザイン：PML 内における医療・ヘルスケア分野の政策案のラインナップの充
 各政策の深化：医療・ヘルスケア分野の各政策案の実践に向けた情報提供やサポート


の2つの方向性につき、メンバーが WG に期待していることが判明した（図1）。

　 事 務 局 と も 協 議 の 上 、 医 療 ・ ヘ ル ス ケ ア 分 野  WG と しては 、 上 記 2つ の 方 向 性 を 共 に 目 的 の 軸 と し 、 活 動 を 行
うこととした。

Policy makers lab Jour nal,  vol.2

Pol icy makers lab 内における医療・ヘルスケア分野ワーキンググループの形成について

医療・ヘルスケア WG の目的の2つの方向性図１

医療・Healthcare 分野全体の政策 Design

各


政


策


の


深


化

分野 1

Step 1 Step 1 Step 1 Step 1 Step 1

Step 2 Step 2 Step 2 Step 2 Step 2

Step 3 Step 3 Step 3 Step 3 Step 3

Step 4 Step 4 Step 4 Step 4 Step 4

分野 2 分野 3 分野 4 分野 5 …



4. 当 WG の活動内容

08

　主に前述の当 WG の目的①「PML 内における医療・ヘルスケア分野の政策案のラインナップの充実」に資す
るため、まずはこれまでにメンバーが立案した政策案の分類・マッピングを行った（表2）。なお、政策の分類
については、日本医療政策機構（Health  and Global  Pol icy  Inst i tute:  HGPI）が開設・運営を行っている、
Japan Health  Pol icy  NOW (JHPN)  の ウ ェ ブ サ イ ト を 参 考 に、 我 々 の  WG 内 で 更 な る 改 変 を 加 え た も の と
なっている。

　この政策案マップを今後も継続的に更新していくことにより、PML 内における医療・ヘルスケア分野の政策
案の全体像と分布の可視化が達成され、更に以下のような効果がもたらされるものと考えている。

4.1. PML におけるこれまでの医療・ヘルスケア関連政策案の整理

Policy makers lab Journal,  vol.2

Pol icy makers lab 内における医療・ヘルスケア分野ワーキンググループの形成について
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大分類 項目
第 1 期 第 2 期 第 3 期

2 0 2 1 2 0 2 2

H 2 H 1 H 2

これまでに PML メンバーが立案した政策案の分類・マッピング表２

Policy makers lab Jour nal,  vol.2

医 療 従 事 者 の 働 き 方 改 革
1 )

植 野
医 師 の オ ン コ ー ル 待 機 の 取 り

扱 い の 明 確 化

救 急 医 療 提 供 体 制 の 整 備 等 夜 間 の 救 急 車 有 料 化

（ + 夜 間 は 若 手 医 師 が 現 場 勤 務 ）

地 域 に お け る

医 療 提 供 体 制 の 整 備 等

医 療 保 険 制 度

医 療 施 設 、 病 床 の 類 型

医 療 従 事 者 数

医 療 従 事 者 の 資 質 向 上

民 間 保 険 制 度

介 護 保 険 制 度

薬 局

R e s e a r c h  m e m b e r

R e s e a r c h  m e m b e r

平 山

丸 山

小 澤

高 齢 者 を 支 援 す る 側 の 地 域 包
括 支 援 セ ン タ ー を 支 援 す る プ

ラ ッ ト フ ォ ー ム 形 成

日本の社会保障政策を支える公
的保険外の民間事業化の推進

調 剤 薬 局 が 薬 物 治 療 の ハ ブ と
な る た め の D x 化 推 進 等 に よ る

投 資 戦 略 の 提 言

看 護 職 の キ ャ リ ア 支 援

医療保険制度

医療提供体制

Policy makers lab 内における医療・ヘルスケア分野ワーキンググループの形成について

遠隔医 療 中村

オ ン ラ イ ン 治 験

保 険 者 による予防・

健康づくり の推進

医 療費等 の動向

医 療 機関の経営状況

診療報酬制 度

医 療費適正化計画

医薬費・

経営

新医 薬品

後発医 薬品

一般医 薬品

医 療 機器

医薬品・

医療材料

野 口 松川

医 療 機 器 ス タ ー ト ア ッ プ の 創
出 ・ 医 療 機 器 産 業 の 育 成 促 進

に 向 け た 規 制 緩 和

医 療 機 器 供給の安定化 と 有 事
対応に 向 け た 政 策 提 案

宮脇

医 師 の視点で考え る 健 康
経 営 2 .0

2 )
4 )

5 )

3 )

https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-04.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-04.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-04.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-03.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-03.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-03.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-03.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-05.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-02.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-05.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-05.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-05.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-02.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-02.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-06.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-04.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-04.pdf
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　 PML は 大 前 提 と して、 各 人 そ れ ぞ れ の 現 場 に お け る 課 題 感 に 立 脚 し た 政 策 案 を 立 案 す る こ と を ス タ ー ト 地 点

としている。


　 そ の よ う に 、 PML 側 か ら メ ン バ ー に テ ー マ や 内 容 に つ い て 要 請 ・ 依 頼 を し て 出 来 上 が って き た も の で は な

く、メンバー各人の現場側からの自発的な課題感に立脚した政策案が、医療・ヘルスケア分野の中で今後どのよ

う に 分 布 し て い く の か を WGで 可 視 化 す る こ と に よ り、 各 分 野 に お け る 課 題 の 大 小 ・ 多 寡 を 推 定 で き る よ う に

なってゆく可能性がある。

　 今 後 、 政 策 マ ッ プ を 改 め て 眺 め た 際 、 本 来 であ れ ば 議 論 さ れ る べ き 分 野 ・ 項 目 に お いて、 こ れ ま で  PML 内 で

は 全 く 議 論 が な さ れてき て い な い 、 も し く は 議 論 は さ れて い る も の の グ ラ ン ド デ ザ イ ン を 描 く に は 不 足 して い

る 、 と い う 領 域 ・ 項 目 の 発 見 に つ な げ る 。 ま た 、 そ の 特 定 分 野 ・ 項 目 に 課 題 感 を 有 し 、 政 策 案 の 議 論 ・ 作 成 に

興味を抱いて頂けそうな方に、PML の方から協力・参加をお声掛けする、といったようなことも想定される。

　 こ れ ま で 医 療 ・ ヘ ル ス ケ ア 分 野 との接点 が あ ま り無か っ た メ ン バ ー か ら は 、「そ もそ もそ れ ぞ れ の 政 策 案 が 医

療 ・ ヘ ル ス ケ アと い う 全体像の 中 で ど の よ う な位置付け とな る の か」や「そ れ ぞ れ の 政 策 案間に ど の よ う な相関

関 係 が あ り、 どこ に 協 力 の 可 能 性 が あ る の か 」 、 ま た 「 そ れ ら 政 策 案 が 立 脚 して い る 元 の 課 題 に 対 して、 他 業 種

からの協力・参入の可能性はあるのか」等が分かりにくい、という声があった。


　 こ れ を 受 け、 そ れ ら の 疑問への 回答と して の 側面 、 ま た こ れ ま で 医 療 ・ ヘ ル ス ケ ア 分 野 に 興 味 の 乏 し か っ た メ

ンバーにも医療課題・政策への一種の興味喚起にもなると期待をしている。

　 上 記  4.1.1.  の 推 定 と 並 行 して、 単 に 各 人 の あ る 種 個 別 的 な 政 策 案 の 集 合 に 留 ま らず、 PML ,  ま た 当  WG と し

て の 「 未 来 の 医 療 の あ る べ き 姿 」 の よ う な グ ラ ン ド デ ザ イ ン が あ る 種 自 然 と あ ぶ り 出 さ れ 、 湧 き 上 が る 形 で 形

成できる可能性についても期待をしている。

4.1.1. 医療・ヘルスケア分野における課題の大小・多寡の推定

4.1.3. PML, また当 WG として議論が欠如・不足している領域・項目のあぶり出し

4.1.4. これまで医療・ヘルスケア分野と接点がなかった方への医療課題・政策への興味喚起

4.1.2. PML, また当 WG としての「未来の医療のあるべき姿」のようなグランドデザインのあ
ぶり出し
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　 次 に、 前 述 の 当  WG の 目 的 ②「 医 療 ・ ヘ ル ス ケ ア 分 野 の 各 政 策 案 の 実 践 に 向 け た 情 報 提 供 や サ ポ ー ト 」 に 資

するため、以下のような取組を開始・実行している。

4.2. 各政策案の深化に向けた動き

　 PML  に お け る  Research  member  と して の 活 動 は 、 自 ら の 現 場 に お け る 課 題 感 に 根 差 し た 政 策 案 を 、 議 論

を経て練り上げ、政策紙としてまとめる、というところまでとなる。


　しかし、せっかく政策紙にまでまとめ上げたものを、更にそこから実践・実現に向けて動かし始めたい、とい

うニーズは確実にある。


　その中で、当然政策案毎に、今後どのようなステークホルダー（担当省庁・部局も含めて）との対話・調整が

必 要 とな って 来 る かは 異 な る た め 、 そ の 支 援 の 方 法 も 含 め 、 PML  事 務 局 と 密 に 連 携 し 、 議 論 を 重 ね た 上 で、 そ

の結果を各政策案の立案者にフィードバックしている。

　 上 記 事 務 局 との 連 携 を 経 た 、 各 政 策 案 に 望 ま し い と 思 われ る 進 め 方 に つ いて、 立 案 者 へ の フィ ー ド バ ッ ク の み

に 留 ま らず、 各 ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ 関 連 省 庁 ・ 部 局 との 情 報 共 有 ・ 提 言 ・ 議 論 を 実 際 に 行 う 所 ま で、 WG と して

伴走を行っている。

4.2.1. 各政策案の実現に向けた動き

4.2.1.1. 各政策案の進め方についての事務局との連携

4.2.1.2. 各ステークホルダー・関連省庁・部局との情報共有・提言・議論

　 前 項 の 、 各 政 策 案 の 実 現 に 向 け た 個 別 的 な 動 き の み な らず、 PML  外 で 実 際 に 過 去 に 実 現 し た 、 も し く は 現 在

進行中の政策・政策案についても、参考になる知見を共有することを目的として勉強会を行っている。

4.2.2. 政策勉強会
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　以上、当 WG の形成の経緯・メンバー構成・目的・活動内容について述べてきたが、今後についても少し触れ

ておきたい。


　まず、当 WG としては、政策立案の「梁山泊」を目指す PML 内にあって、更に医療・ヘルスケア分野に特化

した言わば「梁山泊内梁山泊」のような存在を目指している。「梁山泊」にも「梁山泊内梁山泊」にも、当然熱

い想いを持った優秀な同志が不可欠である。医療やヘルスケアの領域において、自らの現場の現状について課題

感を有している方、そしてそれを政策という側面から解決してみたい、あるいは解決できるのかどうかを知りた

い・学びたい、という方は、是非 PML,  そして我々医療・ヘルスケア分野 WG の門を叩いてみて頂きたい。


　まずは、一歩を踏み出してみるところから「やってみる」ということを大切にして頂き、共に歩むことができ

るなら、我々にとってこの上ない喜びである。

Policy makers lab Journal,  vol.2

Pol icy makers lab 内における医療・ヘルスケア分野ワーキンググループの形成について



参考文献

13

1)	 植 野 剛 . 医 師 の オ ン コ ー ル 待 機 の 取 り 扱 い の 明 確 化 . Pol ic y  makers  lab Journal .  2022;  1 :  

42-62. 

2) 	 野 口 昌 克 . 医 療 機 器 ス タ ー ト ア ッ プ の 創 出 ・ 医 療 機 器 産 業 の 育 成 促 進 に 向 け た 規 制 緩 和 . Pol ic y  

makers  lab Journal .  2022;  1 :  63-88. 

3) 	 平 山 貴 一 . 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 持 続 的 な 成 長 戦 略 　 支 援 側 を 支 援 す る プ ラ ッ ト フ ォ ーム 形 成 . 

Pol ic y  makers  lab Journal .  2022;  2 :  34-50. 

4) 	 松 川 智 彦 . 医 療 機 器 供 給 の 安 定 化 と 有 事 対 応 に 向 け た 政 策 提 案 . Pol ic y  makers  lab Journal .  

2022;  2 :  15-33. 

5) 	 宮脇大 .  医師の視点で考える健康経営2.0.  Pol ic y  makers  lab Journal .  2022 ;  2 :  51 -64 .

Policy makers lab Journal,  vol.2

Pol icy makers lab 内における医療・ヘルスケア分野ワーキンググループの形成について

https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-04.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-04.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-05.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-05.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-03.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-03.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-02.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-02.pdf
https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-04.pdf


POL ICY

MAKERS L A B



POLICY
MAKERS

L A B

医療機器供給の安定化と有事対応に向けた政策提案

松川 智彦Author :



2008年、北里大学医療衛生学部卒。臨床工学技士免許取得後、医療系設備メーカーにて注射薬管理部門シ

ステムの開発と運用、および注射薬自動払出装置の開発・運用・保守を担当し、国内初の「医薬品自動判

別・使用期限ロット読取機能」の実装に尽力。SPD院内物流、医療ガス配管設備関連の開発マーケティン

グ、手術室およびICUにおける空調開発支援などを歴任した後、現在は外資系医療機器メーカーの公共政

策部門にて政府への政策提案、業界団体活動を通じた標準化と業界の諸問題対応に寄与している。


新型コロナウイルス感染拡大の影響がGlobalに広がっていく中で発生した諸問題への対応で一企業どころ

か国レベルでも対応できない課題がある現実に直面し、より良い政策の実現に向けて提言力向上を図り、

国民の健康の維持に資する政策提言ができるよう取り組みを行っている。

松川 智彦
Policy makers lab　Research fellow

Matsukawa Tomohiko

PROFILE

　2019年に中国で発生した新型コロナウイルスによる感染症は世界的大流行となった。


　この感染拡大を受け、日本でも医療現場においては個人用防護具や人工呼吸器など多種多様な医療機器

の不足が発生した。


　これは国内で製造されている割合が低い医療機器の開発および供給の遅滞、世界的なサプライチェーン

停滞による部品調達の困難化、感染者数が急激に増加した諸外国との調達競争に巻き込まれたことが原因

となった。


　この課題において大きく3つのポイントとなるのが「調達力」「備蓄力」「緊急時生産力」という３側面

であり、これらのポイントを増強することが政策として有効である。


　まずは、広く感染症の対処に役立つ医療機器を明確に定義することが必要となるため、新分類である

「特定感染症対策医療機器」の新設と指定を行う。


　その中で「感染症対策基本品」、「感染症重症化対策品」、「疾患別感染症重症化対策品」に細分され

たカテゴリーに従い、段階的備蓄を行う。


　「備蓄力」は国が管理する「備蓄センター」の立ち上げ、「緊急時生産力」は緊急事態宣言の発令など

をトリガとして稼働させられる「BCP製造所」という新種別製造所の登録を可能とさせることで増強を図

る。


　このように海外で既に製造を行っているところからの「調達力」や有事に備えた「備蓄力」、「国産

化」のキーワードで大きく取り沙汰された「緊急時生産力」による対応をバランスよく強化することが、

必要となる医療機器の確保を安定化させ、国民の健康の維持に資するものと考える。
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　これを受け政府（経済産業省）は、国内大手企業への協力要請を行ったり、独立行政法人医薬品医療機器総合
機 構 （ Pharmaceuticals  and Medical  De vices  Agenc y： PMDA） に よる 承 認 審 査 に お いて 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル
ス 感 染 症 へ 使 用 が 考 え ら れ る 製 品 の 優 先 審 査 を 行 い 審 査 期 間 の 短 縮 を 図 る  （ 表 １ ） な ど 国 産 人 工 呼 吸 器 の 生 産
に 向 け た 体 制 を 構 築 すべ く 尽 力 し た り と 取 組 を 進 め た が  、 一 部 の メ ー カ ー が 部 品 供 給 を 表 明 す る 程 度 に 留 ま
り、当時実際に生産を開始するメーカーはなかった。

医療機器供給の安定化と有事対応に向けた政策提案

医療機器 感染症対策

1. 背景・課題

18 医療機器供給の安定化と有事対応に向けた政策提案

　 2019年 に 中 国 で 発 生 し た 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に よる 感 染 症 は 2020年 に 世 界 的 大 流 行 （ パ ン デ ミ ッ ク ） とな っ
た。 

　 2020年 1月 16日 に 厚 生 労 働 省 の 報 道 発 表 資 料 に て 1例 目 の 国 内 感 染 例 が 報 告 さ れ た  が 、 中 国 在 住 も し く は 渡
航 歴 の あ る 人 物 、 一部 そ の 濃 厚 接 触 者 と い う こ とで 小 さ く 報 道 さ れ る程 度 にと どまって い た。 しか し 横 浜 港 に 寄
港 し た クル ーズ 船 内 で の 集 団 感 染 が 2月 5日 に 発 表   さ れ る と 一 気 に 報 道 が 過 熱 し 、 そ の 動 向 が 注 目 さ れ る の と 同
時に感染者数の増加も手伝い感染対策などが大きく取り沙汰されることとなった。 

　 政 府 は 3月 13日 に 「 新 型 イ ンフ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 」 を 一 部 改 正 し 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を 同 法
の 指 定 感 染 症 に 位 置 付 け る こ と と し た 。 そ の 上 で 同 法 に 基 づ き、 4月 7日 に 感 染 者 数 の 多 い 大 都 市 で あ る 東 京 、
神 奈 川 、 埼 玉 、 千 葉 、 大 阪 、 兵 庫 、 福 岡 の 7都 府 県 に 緊 急 事 態 宣 言 を 発 出 し 、 4月 16日 にそ の 対 象 を 全 国 に 拡 大
した。

　 ま た 同 時 期 に 医 療 現 場 に お いて 個 人 用 防 護 具 （ Personal  Protect ive  Equipment： PPE） を は じ め と し た 各
種 医 療 機 器 な ど の 不 足 も 叫 ば れ る よ う に な り、 4月 6日 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 本 部 に て 安 倍 晋 三 内 閣
総理大臣（当時）が病 床 数を2万 8千から5万まで 増 やすことおよび人工呼吸器については1万 5千 台の確 保と更な
る増産を行うことについて言及   するに至る。 
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　これには医療機器特有の事情があり、治験や承認の期間が必要となり通常の機械製品より開発から発売までに

時間がかかることや、そもそも直接的に人命に関わる製品であるためリスクが極めて高いことが異業種参入の障

壁になった。

　また、今回の世界的な感染拡大は医療機器という最終製品だけでない問題についても示唆を与えた。 


　サ プ ラ イ チ ェ ーン 停 滞により材 料 調 達が難 し くなる事象も発生 し、これは材 料によってほ ぼ 輸入頼りというも

のが多く存在することが表面化した。 


　具 体的なサ プ ラ イ チ ェ ーンの障害としては、輸入相 手 国でロ ックダ ウ ンが宣 言 され工 場の操業が停 止 したこと

により生 産 自 体が停 止 してしまった例や、船 便 /航 空 便の減 便で運 送 費 用の高騰と運 送時間の延 長が発生 したこ

とにより最終製品の組み立てが停滞した例がある。 


　材 料 調 達のサ プ ラ イ チ ェ ーン 構 築としては海 外からの調 達については複 数の国から調 達 するなど 冗 長 化 を 図っ

ている企業は多いが、あくまで各国の情勢により起こる供給力低下を相補する目的であり、今回の感染拡大のよ

うに全世界同時に供給力が低下することへの対策とならないことが判明した。 


　特に医療機器は国 際 標 準 化機構 (Internat ional  Organizat ion for  Standardizat ion： ISO)などにより医療

向けとして規格化されたコネクタ以外使用できない部品も含まれるため、他の機械製品に使用する予定の材料を

国内の医療機器向け在庫として流用するなどの対策をとることが難しい。 


　この問 題 への対 策 を 国 産 化によって解 決 を 図 ろ うとした場 合、樹 脂や金 属のコ ネクタ 1個、ネ ジ 1本まで全て

国産化が必要となる。 

1.3 部品調達の困難性

一般名 承認日販売名 製造販売業者

汎用人工呼吸器 2020年4月24日

2020年5月1日

2020年5月12日

2020年6月12日

2020年6月19日

2020年9月14日

2020年9月14日

2021年1月8日

2021年7月1日

NKV-550シリーズ人工呼吸器 日本光電工業株式会社

成人用人工呼吸器 アコマ人工呼吸器ART-21EX アコマ医科工業株式会社

二相式気道陽圧ユニット E30 システム 株式会社フィリップス・ジャパン

汎用人工呼吸器 Evita Vシリーズ ドレーゲルジャパン株式会社

成人用人工呼吸器 トリロジー EVOシリーズ 株式会社フィリップス・ジャパン

新生児・小児用人工呼吸器 Babylog VNシリーズ ドレーゲルジャパン株式会社

成人用人工呼吸器 ピューリタンベネット 550 コヴィディエンジャパン株式会社

汎用人工呼吸器 ベンチレータ PB980シリーズ コヴィディエンジャパン株式会社

成人用人工呼吸器 elisa ベンチレータ 300/500 アイ・エム・アイ株式会社

新型コロナウイルス対応のために迅速承認された人工呼吸器表１
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　人工呼吸器については新型コロナウイルス対策の一環で厚生労働省および経済産業省が確保に奔走し、メー

カーへの調達要請が行われたが、既に感染者数が激増し各種医療機器の確保に奔走していた欧米諸国などとの奪

い合いに巻き込まれることとなった。


　特に感染拡大以降、各国が在庫のある場所からかき集めるという方針を取り、通常では発注されることがない

大使館からの購入発注が多数行われるなど医療機関と医療機器産業だけでは収まらない確保合戦が激化している

状況であった。


　日本の医療機器産業において国産化比率の少なさや、機器種別による国産化比率の大幅な違い等が課題として

挙げられていたものの、この騒動において人工呼吸器の国産製品がなく輸入による調達以外はほぼ不可能という

状況が広く国民の耳目に触れ、国産化を求める機運が高まった。


　国内での生産による確保ができないとなれば対応としては海外からの購入も選択肢として出てくる。しかし前

述のとおり既に多くの感染者がおり、重症者、死亡者数も激増していた海外諸国は確保に奔走していたため、日

本はその後塵を拝することなった。


　また、表１のような人工呼吸器を製造している企業は即ちグローバルに製品を製造販売する企業であり、全世

界で需要の急増する製品を、特に重症者数/死亡者数の多くなかった日本が多数確保するのは難しい状況でも

あった。

　これらの状況を受け、一般社団法人医療機器産業連合会（医機連）は2020年11月16日の「革新的医薬品・医
療機器・再生医療等製品創出のための官民対話」において「国内生産供給体制等の確保－日本の医療機器産業と
しての貢 献 － 」と題し、以下のような内容でその「 仕 組 みや体 制を幅広く議 論する場の設 定 」を要求してい
る。


　 ⁃  備蓄を含めた生産を計画的に行う一方、一定数を定常的に海外の医療協力に活用するなど、平常時から緊急
事態発生まで供給可能な仕組みの構築 

　 ⁃  緊急事態時に必要な医療機器のサプライチェーン強靭化に向け、生産拠点の多元化や既存設備の増強および
輸送手段の確保体制の整備 

　 ⁃  緊急事態時の増産要請に対し、異業種産業の迅速な協力を得られる体制整備 

　 ⁃  緊急事態時の増産が円滑に進むよう買い取り保証等の環境整備の継続 

　さらに、医機連は現在も「企業によるサプライチェーン強靭化だけでなく、必要不可欠な医療機器について
は、国としての備蓄を真剣に考えるべきだと思います。」と有事に向けた備蓄について強く示唆している。

7

8

1.4 外国との調達競争

1.5 医療機器産業界の反応
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　また、医療機器の確保について国産化による増産などを実行した場合には国際関係での問題も発生しうる。

　 アメ リ カ は 2020年 11月 に 大 統 領 令 （ Executive  Order： EO） 13944  を 根 拠 と し て 世 界 貿 易 機 関 （ World 
Trade Organizat ion： WTO） の 政 府 調 達 協 定 （ Agreement  on Government  Procurement： GPA） の 医 薬
品 医 療 機 器 リ ス ト か ら 感 染 症 に 対 応 す る 医 薬 品 や 医 療 機 器 を 含 ん だ 削 除 項 目 を 表 明 し た （ こ の 声 明 は 各 国 の 批
判により後に撤回された   ）。

　 こ れ は 国 産 化 に よる 増 産 に 対 してもそ の すべてを 国 内 で 消 費 す る こ と に つ いて 国 際 的 な 批 判 にさ ら さ れ る リ ス
クがあることを示唆している。

9

1 0

　 こ の 提 言 に お い て 解 決 し た い の は 今 回 の 感 染 拡 大 で 発 生 し た よ う な 、 患 者 急 増 に よ る 需 要 急 増 、 サ プ ラ イ
チ ェ ーン 破 綻 な ど に よる 供 給 急 減 に 見 舞 われても、 必 要 とな る 医 療 機 器 の 確 保 を 安 定 化 さ せ 国 民 の 健 康 の 維 持 を
図ることである。

1.6 増産が可能となった場合の国際協調に関する問題

1.7 解決すべき課題
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　まずは、広く感染症の対処に役立つ医療機器を明確に定義することが必要となる。その上で、この課題におい

て大きく3つのポイントとなるのが「調達力」「備蓄力」「緊急時生産力」という３側面であり、これらのポイ

ントを増強することが政策として有効である。


　これらは運用によっては感染拡大だけでなく、震災や水害といった自然災害による製造所等の機能停止などに

も対応できるものになる可能性があるが、今回は考慮しない。

　３つのポイントについて言及する前に、感染症拡大の中において必要となる医療機器について整理したい。


　昨今では、今回の新型コロナウイルス感染症や以前東南アジア地域で感染拡大し日本への影響が懸念された

SARSなど、呼吸器疾患が取り沙汰されることが多かった。


　しかし、歴史上感染拡大を引き起こした感染症は呼吸器疾患にとどまらず、コレラや赤痢のような消化器症状

を呈する感染症などもあり、対応に必要となる医療機器はこれらの疾患ごとに異なることが考えられる。


　そこで各種感染拡大への対策を取りやすくするため、「特定感染症対策医療機器」の分類を新設し、感染症

対策のために使用が想定される各種医療機器について適切に本分類に指定していくことを提案する。


　運用に関しては既存の「特定保守管理医療機器」などの分類が参考になる。


　なお、この「特定感染症対策医療機器」は分類内でさらに3カテゴリーに区分することを考える。

　感染症医療においてまず重要となるのはスタンダードプリコーションである。

　医療従事者が院内で感染症患者への対応を行うにあたりマスクや防護服が多く使用され、今回の感染拡大に
おいてはその供給不足も取り沙汰された。

　これらPPE製品と呼ばれる製品群は感染症医療の基本であり、呼吸器感染症、消化器感染症などどのような感
染症にも使用が想定され、感染拡大初期の比較的軽症者の多いフェーズから使用されることが考えられる物品を
指定する。（表２） 

　想定される物品例は、消毒液、防護服、手袋、マスク、ゴーグルなどである。

　アルコールをはじめとする消毒液やマスク等の医療機関で使う以外に一般用として流通する製品も多く、取り
合いが発生する可能性があるため医療機関へ限定して供給することを規定する。

　想定備蓄量の計算には現在の病院・医院数や職種別の医療従事者数などを基に1年間に使用される量の算出を
行っている。

2.1 感染症関連の医療機器の定義付け（「特定感染症対策医療機器」の新設と指
定）について

2.1.1 カテゴリーA（感染症対策基本品）
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想定備蓄量品目

55万箱消毒液（アルコール）

250万枚ガウン

9億枚マスク

9億セットフェイスシールド

18億枚手袋

250万枚処置用エプロン

カテゴリーAで想定される製品と備蓄量表２

　感染症患者のうち、重症者が増えると使用すべき医療機器の種類は増加することが考えられる。

　これら感染症が重症化した場合に使用される医療機器のうち、感染症の種類によらず使用されることが考えら
れる物品を指定する。

　 ま た 、 国 民 へ の 大 規 模 な 感 染 拡 大 を 防 止 す る た め の 大 規 模 ワ ク チ ン 接 種 な ど に 使 用 が 想 定 さ れ る 物 品 も こ の
カテゴリーにて指定する。（表３）

　想定される物品例は、生体情報モニタの本体およびその消耗品、ワクチン用シリンジなどである。

　 生 体 情 報 モ ニ タ は 、 モ ニ タ リ ン グ が 必 要 な 重 症 患 者 の 増 加 に より、 需 要 が 増 加 す る と 考 え ら れ る た め 指 定 すべ
きと考える。

　 ま た 、 感 染 者 数 が 増 え 、 緊 急 で 国 民 に ワ ク チ ン 接 種 が 必 要 に な っ た 時 の た め に シ リ ン ジ の 備 蓄 が 期 待 さ れ る
が 、 ワ ク チ ン 接 種 は 1回 目 と 2回 目 で 期 間 が 開 く こ と が 想 定 さ れ る た め 備 蓄 量 を 抑 えても 差 し 支 え な い と 考 え 、
このカテゴリーとした。

　想定備蓄量の計算には現在の集中治療室 (Intensive  Care  Unit：ICU)病床数などを基に算出を行っている。

　 ま た 主 な 企 業 と して 既 存 製 品 を 持 つ 製 造 販 売 業 者 か ら 緊 急 生 産 力 の 増 強 に 対 して の 協 力 が 想 定 さ れ る 企 業 を 挙
げている。

2.1.2 カテゴリーB（感染症重症化対策品）
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主な企業

主な企業

想定備蓄量

想定備蓄量

品目

品目

本体：1500台

消耗品：（本体 x 50）セット

本体：2000台

消耗品：（本体 x 2）セット

1億本

本体：100台

消耗品：（本体 x 6）セット

本体：100台

消耗品：（本体 x 90）セット

内資：日本光電、フクダ電子

外資：フィリップス

内資：日本光電、フクダ電子

外資：フィリップス、ドレーゲル、メドトロニック

内資：テルモ、JMS、ニプロ

外資：ベクトン・ディッキンソン

内資：テルモ、泉工医科

外資：リヴァノバ

内資：日機装、ニプロ

外資：バクスター

生体情報モニタ

人工呼吸器

シリンジ

ECMO

人工透析器

カテゴリーBで想定される製品と備蓄量、主な企業

カテゴリーCで想定される製品と備蓄量、主な企業

表３

表４

　カテゴリーBと同じく重症化した場合に使用される医療機器のうち、感染症の特性により使用量が増加すると
考えられる物品を指定する。

　 ま た 、 国 民 へ の 大 規 模 な 感 染 拡 大 を 防 止 す る た め の 鑑 別 な ど に 使 用 さ れ る と 想 定 さ れ る 物 品 も こ の カ テ ゴ
リーにて指定する。（表４）

　想定される物品は人工呼吸器、ECMO、人工透析装置などの本体およびその消耗品、感染　拡大している疾患
の鑑別に使用する検査用装置および検査用試薬などである。

　呼吸器関連疾患で使用することが想定される物品例は、人工呼吸器やECMOなどである。

　さらに、敗血症に対する血漿交換などにも使用される人工透析器も対象となる。これは慢性透析患者に使用さ
れる人工透析器の転用により、透析患者への治療遅延が発生することも防ぐことができると考えられる。

2.1.3 カテゴリーC（疾患別感染症重症化対策品）
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　現在、医療機器製造販売業者には安定供給義務が課されている。


　 こ れ は 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 保 険 局 長 連 名 通 知 「 医 療 機 器 の 保 険 適 用 等 に 関 す る 取 扱 い に つ いて 」   に お いて 規

定 さ れてお り、 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 」 に お いて 医 療 機 器 の 安

定供給に言及する記載はなく、法律上の義務ではない。


　 し か し 、 通 知 上 で 安 定 供 給 に 関 す る 報 告 が さ れて い な い 場 合 に 課 さ れ る ペ ナ ル ティ の 存 在 に より 実 質 義 務 化 さ

れている。


　 こ の ペ ナ ル ティ に つ いては 2020年 の 同 名 通 知 か ら 追 加 さ れて い る 。 そ れ ま で は 医 療 機 器 の 安 定 供 給 と 報 告 に

関する要求の記載はあったが、ペナルティは存在しなかった。


　通知によれば医療機器の供給について製造販売業者に対して下記の通り要求をしている。

1 1

　 こ の ③に あ る 「 保 険 適 用 の 手 続 を 保 留 す る 」 を 行 使 さ れ る と 製 造 販 売 業 者 は 保 険 適 用 で き な い 状 態 の 製 品 を

発 売 し な け れ ば な ら な い 状 況 とな る の で 市 場 に お いて 非 常 に 不 利 とな って し ま う た め 、 より 安 定 供 給 の 重 要 性 が

増したと考えられる。


　 し か し そ の 一 方 で、 製 造 販 売 業 者 が 供 給 を 安 定 的 に 行 う 際 に 確 保 してお く べ き 範 囲 に つ いて の 基 準 は 示 さ れて

いない。そのため安定供給に 支障が生じたとされる基準もなく、これは製造販売業者により報告を行う基準の考

え方がばらついている。


　今 回の新 型 コ ロ ナウ イルスに よる感 染 拡 大 は重 症 患者数の増加 に より 発生 し た各 種医 療 機 器 の 使用量が急 増し

た 「 需 要 急 増 」 の 状 況 と、 ロ ッ クダ ウ ン に よる 工 場 操 業 停 止 か ら くる 製 品 製 造 停 止 /遅 延 、 サ プ ラ イ チ ェ ーン 停

滞 に よる 医 療 機 器 お よ び そ の 製 造 部 品 の 供 給 停 止 /遅 延 と い う 「 供 給 急 減 」 の 両 面 か ら 安 定 供 給 を 妨 げ ら れ た 状

態を引き起こした。


　 今 ま で 製 造 販 売 業 者 ご との 問 題 と して 起 き て い た 「 安 定 供 給 が 困 難 な 事 態 」 が すべて の 製 造 販 売 業 者 に て 発 生

するという状況となった。

①  製 造 販 売 業 者 は 、 そ の 販 売 等 を 行 う 医 療 機 器 が 保 険 適 用 とな っ た 場 合 は 、 特 に や む を 得 な い 正 当 な 理 由 が あ

る 場 合 を 除 き、 保 険 適 用 後 遅 滞 な く 、 販 売 等 を 行 い 、 当 該 医 療 機 器 の 医 療 機 関 へ の 供 給 を 開 始 す る と と も に、 安

定して供給するものとする。

②  保 険 適 用 さ れ た 医 療 機 器 に つ いて、 安 定 供 給 が 困 難 な 事 態 に至る お そ れ が あ る 場 合 に は 、別に 定 め る 方 法 に

より遅滞なく報告するものとする。

③  特 に や む を 得 な い 正 当 な 理 由 が な く 、①及 び②の 規 定 が履行 さ れ な か っ た 場 合又は さ れ な い と判断さ れ る 場

合には、その改善が確認できるまでの間、当該製造販売業者から提出された全ての保険適用希望書に係る医療機

器について、保険適用の手続を保留することができる。

④  ②の 報 告 が な さ れ た 医 療 機 器 に つ いて、 当 該 医 療 機 器 の 機能区分に属す る他の 医 療 機 器 も含め て流通 実 態 が

な い こ と が明ら か とな っ た 場 合 に は 、直近に予定 して い る診療 報酬改定 の 際 に、 当 該 機能区分を廃止 す る旨を中

医協総会に報告し、その次の改定の際に材料価格基準から削除する。

2.1.4 厚生労働省が主張する安定供給義務との整理
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ここで改めて安定供給義務の基準を設定することで、製造販売業者は供給台数に関する見通しが立てやすくな

る。ここからより具体的な推計を基にした情報が得られることとなり、それを逸脱するような事態が発生した場

合に対応できるような備蓄力および生産力の向上を議論すべきと考える。


　具体的には過去5年の平均出荷数の８０％～１２０％など安定供給義務の責任幅を設定し、需要急増や供給低

減という企業努力では対応しきれない事態が発生した場合にピークカットの考え方で備蓄や緊急時生産力増強

による対応を行うことを提案する。（図５）

安定供給義務範囲と需要供給変化に対する考え方図５

　「調達力増強」については海外にて生産された医療機器の調達を行うことを目的とするが、これは政府の外交

力の向上などが関わってくると考えられる。


　2021年7月に菅義偉内閣総理大臣（当時）がワクチン調達についてアメリカのファイザーCEOと面談をして直

接対話を行った前 例    も 踏 まえ、今 後は首 脳クラスと海 外の広 範な医 薬 品 ・ 医 療 機 器企業との関係 構 築を強化す

るなど、国家間のやりとりだけでなく対企業としての策を講じる必要がある。


　また、既に海外で発売されているが日本にて取り扱いのない製品を緊急承認することによる調達対象の拡大も

この項目に含まれると考える。


　部 品調 達の困 難化については、生産拠 点の多 元化 も供給途 絶による生産力低下を抑えることも対象 法であると

考える。例えば 経 済産業省が実 施している「 海 外 サ プ ラ イ チ ェーン 多 元 化 支 援事業」は災 害 等による供給途 絶に

対応するため、製品・部素材の海外生産拠点の複線化等、サプライチェーン強靭化に向けた設備導入を支援する

ことを趣旨とした政策である。これにより国内製造を維持するための部品供給を確保することが考えられる。た

だし全 世 界的なサ プ ラ イ チ ェーンの麻 痺に対する解 決 策としては不 十 分であり、今 後は製品 ・ 部 品のそれぞれに

おいて国内製造と海外製造のバランスを取った供給体制が取れるよう政策が打ち出されることを期待したい。

1 2

2.2 調達力増強について

安定供給

義務範囲

需要急増
着色部を備蓄などから供給する 要調整部分

急減した供給量

供給急減
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　先述の「革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品創出のための官民対話」でも医機連のみならず米国医療機

器 ・ IVD工 業 会 （ AMDD） お よ び 欧 州 ビ ジ ネ ス 協 会 （ EBC） か ら も 備 蓄 に つ いて の 言 及    が あ り、 現 在 も 備 蓄 に

ついての検討が続いているが、具体的な案は出ていない。


　 備 蓄 を 考 える 上 で、 備 蓄 物 品 や そ の 量 だ け で な く 、 保 管 す る 場 所 や そ の 配 送 に つ いても 考 慮 し な け れ ば な ら な

い。


　 ま た 、 備 蓄 の み で 感 染 拡 大 に 対 応 し よ う とす る と 膨 大 な 量 の 医 療 機 器 お よ び そ れ を 保 管 す る 場 所 が 必 要 とな る

ため、備蓄については生産力増強との兼ね合いも必要となる。

1 3

　特定感染症対策医療機器を備蓄するにあたり、備蓄センターを設置する必要がある。


　 セン ター の 設置 に 当 た っては 備 蓄 の み な らず 実際 の 配 送 業 務 も 考 慮 し た 検 討 が 必 要 とな る 。 そ こ で 医 療 機 器 卸

売業 の倉庫などを借り 上げてセンターとす る形か、 あ る い は そ の近く にセンターを建設し 、 医 療 機 器卸売業 の 配

送 網 お よ び 配 送 の ノ ウ ハ ウ を 活 用 で き る よ う に す る こ と が 運 用 開 始 に 向 け た 検 討 時 間 の 短 縮 に つ な が る と 考 え

る。


　 備 蓄 セ ン タ ー は 北 海 道 ・ 東 北 ・ 関 東 ・ 中 部 ・ 近 畿 ・ 中 国 ・ 四 国 ・ 九 州 の 各 地 方 に 1か 所 で 計 8か 所 を 想 定 し 、

一般的な医療機器卸売業の配送センターの建設費用1か所20億円として、160億円を推計している。


　センター建設後は指定事業者に よる運営を行うこと が想定され 、 そ の 対象とな る事業者は 医 療 機 器卸売業者、

運輸・倉庫業者（表６）が考えられる。


　 さ ら に 備 蓄 すべ き 医 療 機 器 は 国 が 指 定 し 、 製 造 販 売 業 者 に よる 入 札 とす る 。 ま た 、 備 蓄 中 の 製 品 の 定 期 的 な メ

ン テ ナ ン ス は 納 入 し た 製 造 販 売 業 者 が 行 い 、 耐 用 期 間 を 考 慮 し た 製 品 の 入 れ 替 え も 入 札 を 行 う こ と で 実 現 す

る。


　 消 耗 品 関 連 は 滅 菌 期 限 に よる 入 れ 替 えサ イクル を 決 定 してお く こ と と し 、 期 限 が 来 る 前 に 流 通 に 乗 せ て 消 費 す

ることを想定する。

2.3 備蓄力増強について

2.3.1 備蓄力増強についての考え方

2.3.1 備蓄センターについて

運輸・倉庫業医療機器卸売業

日本通運シップヘルスケアホールディングス

セイノーホールディングスヤマシタヘルスケアホールディングス

ヤマトホールディングスほくやく・竹山ホールディングス

SGホールディングスメディアスホールディングス

日立物流オルバヘルスケアホールディングス

主な医療機器卸売業者、運輸・倉庫業者表６
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　 感 染 拡 大 が 広 が っ た 場 合 、 前 項 で カ テ ゴ リ ー ご と に 整 理 さ れ た 備 蓄 と 生 産 力 増 強 を 整 理 す るマ ト リ ッ クス に お
いて緊急時生産力増強体制に分類された機器の生産力向上を緊急時生産力増強とし、緊急事態宣言などと連動し
た事業継続計画（Business  Continuity  Plan：BCP）の実施のため「BCP製造所」の登録を提案したい。

　現在の医療機器承認・認証の制度において、その申請書に製造所等の記載が必要となる。

　 そ の 登 録 種 別 に つ いては 医 療 機 器 で は 「 設 計 」 、 「 主 た る 組 立 てそ の 他 の 主 た る 製 造 工 程 」 、 「 滅 菌 」 、 「 国
内 に お け る 最 終 製 品 の 保 管 」 の 4種 類 、 検 査 に 使 用 す る 体 外 診 断 用 医 薬 品 で は 「 設 計 」 、 「 反 応 に 関 与 す る 成 分
の最終容器への充填工程」、「国内における最終製品の保管」の3種類がある。

　 こ の 中 で 緊 急 時 生 産 力 向 上 に 係 る 種 別 と しては 「 主 た る 組 立 て 」 （ 体 外 診 断 用 医 薬 品 で は 「 反 応 に 関 与 す る 成
分 の 最 終 容 器 へ の 充 填 工 程 」 ） 、 「 滅 菌 」 お よ び 「 国 内 に お け る 最 終 製 品 の 保 管 」 が 対 象 と な る と 考 え ら れ
る。

　 「 主 た る 組 立 て 」 に つ いて は 品 目 ご と に 少 な く と も １ 箇 所 の 主 た る 組 立 て を 行 う 製 造 所 を 特 定 す る 必 要 が あ
り、 「 少 な く と も １ 箇 所 」 と い う 文 言 か ら 複 数 の 登 録 も 不 可 能 で は な い 状 況 であ る が、 こ れ らすべて に 品 質 マ ネ
ジ メ ン ト シ ス テム （ Quality  Management  System： QMS） へ の 適 合 な ど が 求 め ら れ る た め 多 く を 登 録 して い
る企業は少ない。

　 こ こ に BCP製 造 所 と して 登 録 を 行 える 枠 を 設 け、 緊 急 事 態 宣 言 の 発 令 な ど を ト リ ガ ー と して 製 造 所 と して 稼 働
させられる施設を確保することを目的とするのが「BCP製造所」である。

　 緊 急 時 生 産 力 増 強 を 目 的 と し た BCP製 造 所 の 登 録 に つ い て は 薬 事 承 認 /認 証 の 申 請 時 に 登 録 を 行 う こ と と す
る。

　また通常時 は 別 製 品 を 製 造 して い る 製 造 所 で も 登 録 可 能 と し 、需要 の変化に 対 応 して の 増 産 を 可 能 に す る こ と
で追加のQMS適合に係る諸経費などを最低限に抑えて登録を促進する。

　 さ ら に BCP製 造 所 と し て 機 能 す る 際 の QMS適 合 に つ い て は ア メ リ カ の 緊 急 使 用 許 可 （ Emergency Use  
Author ization：EUA）制度などを参考にして整備するなどの検討が必要となる。

　具体 的 に は カ テ ゴ リ ー Bの 製 品 に つ いては こ の BCP製 造 所 を1か 所 、 カ テ ゴ リ ー Cの 製 品 に つ いては2か 所 登 録
できる よ う に して 緊 急 時 生 産 力 増 強 を担う こ と が 考 え ら れ る が、 こ れ ら の 対策に つ いては基本的 に 企 業 の持ち出
し に より維持さ れ る こ と が期待さ れ る た め想定 さ れ る 登 録 企 業 と しては既に 医 療 機 器 製 造販売業 を持って い る 企
業、中でも比較的大手になると考えられる。

2.4 緊急時生産力増強について

2.4.1 緊急時生産力増強についての考え方

2.4.2 BCP製造所登録について
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　ここで先述の「特定感染症対策医療機器」におけるカテゴリー分けを使用して考えると、あまねく感染症に使

用することが考えられるカテゴリーA製品は常時備蓄、重症化した場合にその症状によらず使用することが考え

られるカテゴリーB製品は常時備蓄と緊急時生産力増強、対応する感染症が限られてくるカテゴリーC製品につ

いては緊急時生産力増強をメインとするなど、カテゴリーによって備蓄力と緊急時生産力についてマトリックス

整理された段階的備蓄を提案したい。（図７）


　有事に際しては、各製造販売業者に対し増産や輸入拡大などの協力を仰ぐ一方で、足元の備蓄力増強と緊急時

生産力増強を図るための対応はカテゴリーに分けて期間等を設定することが有益であると考えられる。

　カテゴリーAは国内で既に備蓄が行われている米や石油のように設定した一定期間分を備蓄し、医療機関の要
請により配送を行う。本件は概ね1年間で使用されると想定した使用量を常時備蓄する。

　カテゴリーBはカテゴリーAよりも短く設定された期間、本件では概ね半年間で使用されると想定した使用量
を備蓄することに加え、BCP製造所を登録できるなど生産力増強に資する対策を同時に行う。

　カテゴリーCはパンデミック初期に必要と考えらえる最低限の備蓄もしくは生産力増強までのブリッジとして
機能すべき備蓄を行うことに加え、カテゴリーBと同様にBCP製造所を登録できるなど直接的な生産力増強、さ
らに迅速審査優先権を付与するなどの新製品のリリースや当該製品での新規開発などが加速される施策が考えら
れる。 

2.4.3 備蓄力増強と緊急時生産力増強のマトリクス

備蓄力増強と緊急時生産力増強のマトリクス図７

備蓄による供給

（1年分）カテゴリーA

カテゴリーB

カテゴリーC

備蓄による供給

（6ヶ月分）

備蓄による供給

（生産力増強までの繋ぎ）

増産・輸入拡大
生産力増強

生産力増強

企業協力
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3. 今後の方向性
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　ここまでの施策に対して具体的な計画を進めていく上では備蓄センターの設置場所、備蓄品目および備蓄量が
まず議論となるため、これらに関する審議会を設定して有識者により決定することが考えられる。

　 審 議 会 の 担 当 部 局 と しては 、 あ く ま で 例 示 と して で は あ る が、 官 邸 の 健 康 ・ 医 療 戦 略 推 進 本 部 、 厚 生 労 働 省 の
健康局 結核感染症課、経済産業省の商務情報政策局 ヘルスケア産業課などが挙げられる。

　 こ れ ら 審 議 会 で の 議 論 を 基 に 実 施 計 画 の 策 定 や 法 整 備 等 の 制 度 実 現 で 3年 程 度 、 実 施 計 画 に 基 づ い た 運 用 整 備
は2年程度として5年程度での運用開始を想定している。

　 ま た 緊 急 承 認 や 緊 急 増 産 な ど 今 ま で 制 度 に な か っ た も の を 作 る に あ た っては 承 認 /認 証 に 係 る 基 準 とそ こ で 引
用 し て い る 日 本 産 業 規 格 （ Japanese Industr ia l  Standards： JIS） お よ び ISO規 格 や 、 QMS省 令 な ど の 整 理
が 必 要 と な る 。 こ の 整 理 に つ い て は 国 際 的 な 相 互 承 認 や 簡 略 審 査 に つ い て 国 際 医 療 機 器 規 制 当 局 フ ォ ー ラ ム
（ Internat ional  Medical  De vice  Regulators  Forum： IMDRF） や  国 際 医 療 機 器 規 制 整 合 会 議 （ Global  
Harmonizat ion Working Party： GHWP） の よ う な 国 際 的 な 規 制 検 討 の 枠 組 み を 利 用 し た 協 調 な ど の 検 討 も
視野に入れて考えるべきである。

　 さ ら に 国 産 化 しても 全 て 国 内 で 消 費 す る こ と が 国 際 的 な 批 判 とな る リ ス ク に つ いては 運 用 開 始 を 想 定 す る 5年
以 内 に WTOな ど の 関 係 機 関 に 対 し て 有 事 の 国 際 調 達 に 関 す る 取 り 決 め な ど を 提 案 し て お く 必 要 が あ る と 考 え
る。
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4. 結語
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　新型コロナウイルスの感染拡大により世界中を直撃した医療機器の安定供給が困難な事態への対応は、海外で

既に製造を行っているところからの「調達力」や有事に備えた「備蓄力」、国産化のキーワードで大きく取り沙

汰された「緊急時生産力」による対応をバランスよく強化することが、必要となる医療機器の確保を安定化さ

せ、国民の健康の維持に資するものと考える。
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地域包括支援センターの持続的な成長戦略　


支援側を支援するプラットフォーム形成

医療機器 感染症対策

1. 背景課題

37

　 介 護 需 要 は 今 後 も 拡 大 し 、 求 め ら れ る 介 護 の 在 り 方 も 多 様 化 が 見 込 ま れ る 。 高 齢 者 は 、 消 費 と い う 面 で は

「消費者見守りネットワーク」が構築され 、健康という面では「地域包括ケアシステム」が構築され見守られて

い る 。 ど ち ら に 対 しても、 行 政 に 近 い 立 場 と して、 3職 種 配 置 さ れ 、 中 学 校 区 単 位 で 直 接 的 、 間 接 的 に も 困 り ご

とを受け入れ 、対応しているのが地域包括支援センターと民生委員である。その中でも、厚生労働白書に記載さ

れて い る よ う に、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー は 全 世 代 型 の 共 生 社 会 へ 移 行 の 際 に、 中 心 的 な 役 割 を 果 た す こ と とな っ

て い る   。 高 齢 者 を 対 象 と して い る 今 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 抱 えて い る 課 題 を 全 世 代 型 に 移 行 さ せ な い 取 り

組みが必要である。

2

※地域包括支援センターとは

1.1 高齢化社会

2025年（3年後）団塊の世代が75歳以上となる 


75歳以上の高齢者が人口の18.1%（5.5人に1人）


高齢者のみの世帯が4分の１


高齢者の4人に1人は認知症または予備軍


自身や家族が介護が必要になったとき、自宅での介護を希望70%


高齢者のみの世帯が高齢者のいる世帯の20% 1

2006年改正介 護保険法施行 に より、 地 域 包 括 ケ アシ ス テム の拠点と して、市町村に設置 さ れ た 。市町村
が設置主体とな り、 社 会福祉士、保健師、主任介 護 支 援専門員 の３職 種 のチーム アプローチに よ り住民

の 健 康 の保持及び生活の安定の た め に 必 要 な 援助を 行 う こ と に より、保健・医療の向上及び福祉の増進
を包括的に支援することを目的とした施設と規定されている。 (認知症plus地域共生社会　p37)
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　 職 員 自 身 は 高 齢 者 に 寄 り 添 い た い 、 地 域 と 顔 を み える 関 係 づ く り を し た い と 入 職 しても、 日 々 の 業 務 に 追 われ

て い る 状 況 に あ る 。 寄 り 添 い た い と 思 って 環 境 づ く り を し よ う と して い る 人 た ち が 増 え 続 け る 業 務 負 担 に より、

個人に寄り添う余裕ができず、環境構築できないことは、高齢者を取り巻く地域が得られる利益を受けられない

損益となっている。


地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 抱 えて い る 課 題 と して、 事 務 作 業 と 困 難 事 例 の 対 応 と 大 き く 2つ あ る 。 運 営 課 題 の 対 応

として以下が挙げられている。


「①	ケアプラン作成の負担軽減の工夫」 「②外部委託の推進」


「②	介護予防支援等専任職員（介護支援専門員等）の配置」 「④業務分担等の工夫」


「⑤事務職員の配置」「⑥基幹型、機能強化型、ブランチ、サブセンター等による支援」


老 人 保 健 健 康 推 進 等 事 業 の 中 で 実 際 に 調 査 さ れ   、 そ こ か ら 今 後 セ ン タ ー 内 の 業 務 量 の 負 担 を 減 らす 環 境 が 改 善

したとしても、抱えている困難事例を対応するセンター自体の困難さはあまり議論されていない。

3

1.2 地域包括支援センターの現状

共通的支援基盤構築：地域に，総合的，重層的なサービスネットワークを構築すること

総 合 相 談 支 援 ・ 権 利 擁 護 ： 高 齢 者 の 相 談 を 総 合 的 に 受 け 止 め る と と も に， 訪 問 して 実 態 を 把 握

し，必要なサービスに繫ぐこと。虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること 

包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 ： 高 齢 者 に 対 し ， 包 括 的 か つ 継 続 的 な サ ー ビ ス が 供 給 さ れ

るよう，地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること 

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト ： 介 護 予 防 事 業 ， 新 た な 予 防 給 付 が 効 果 的 か つ 効 率 的 に 提 供 さ れ る よ

う，適切なケアマネジメントを行うこと

1

2

3

4

４つの基本機能 

※困難事例とは

困 難 事 例 と は 、 「 介 護 支 援 専 門 員 が 困 難 を 感 じ る こ と が 多 い 事 例 」 と い う 意 味 で 用 い ら れて い る 。 厚 生

労 働 省 通 知 の 中 で は 「 支 援 困 難 ケ ース 」 と い う 表 現 が 用 い ら れて い る 。 困 難 事 例 と い う 介 護 保 険 制 度 の

み で は 対 応 で き な い ケ ース の 増 加 が、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 創 設 の 背 景 に 存 在 し た との 指 摘 も   あ り、 地

域包括支援センターが役割を負っている。

3
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想定備蓄量

抱え込まざるを得ない現状図１

　ケースワークの現場では，生活課題が複合的に存在し，法律で定められた対応では対処しきれないために，現

場の地域包括支援センター職員の“機転”によって解決される場面も少なくない。そのため，「困難事例の対応」

は ， 簡 単 に マ ニ ュアル 化 で き な い ， 常 に “例 外 対 応 ”とな ら ざ る を 得 な い   。 大 田 区 の 「 み ま ー も  」 や ブ ラ ン チ、

サ ブ セ ン タ ー が、 早 期 発 見 、 そ して 機 能 強 化 型 に つ いて 名 張 市   が、 困 難 を 抱 え た セ ン タ ー を サ ポ ー ト す る 仕 組

みをとっているが、現状、他地域ですぐに構築することは難しい。

5 6

7

1.2.1 困難事例への課題

1.2.2 困難事例における関係部署の声

①	地域包括支援センター

事例集が文字ば かりで読む気にならない。検索可能や見やすいものがあれば。


そもそも地域資源が地域ごとに違うから、他地域の事例は参考になるのか


全国共通の社会制度の活用例を知りたい 


他人に弱みを見せずに隠す住人も。本人の希望なしにサービスに繋げられない。 


困ったら、以前の先輩や月1回の専門職会議の休憩中に相談している。 

ネット

ワ ー ク

ネット

ワ ー ク

ネット

ワ ー ク

生活動線での見守り ワンストップ対応

困難事例の抱え込み

要）業務改善より手付かずの

困難事例への対応

負荷：電話対応、事務、

介護予防支援

・事務（事務員採用）

・作業効率（業務見直し、AI）

・軽/中重度割合指導

・委託連携加算

連携したい

アウトリーチしたい

見通しの立たない

グレーゾーンを

受け入れない

予防支援の単価が

安く他の事業所が

やりたがらない

ひどくなる前に発見し

対応できれば

虐待：プライバシー度が

高い

地域包括支援センター

対応先に振り分け

ケース
総合相談窓口

専門的助言

例：みまーも

センター内

事業所へ
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②	区役所　健康福祉課

③	府庁　高齢支援課

④	在宅介護支援センター協議会

事例集が文字ばかりで読み込めない


健康福祉課は、コロナ対応で健康づくりまで対応できない


地域ケア会議の内容が上がってこず、ニーズがわからない。


センターの三専門職が求められる各個別力が対応力を決めている

個別事例も知りたいが、上がってこない


市町村に任せている


お金のかからない、研修サービスは提供している

事例集は配布している


対応力は事例を知っているほど上がる


Yahoo知恵袋のようなセンターを支援する相談チャットを開きたい


協議会に入会しないセンターも、市町村のグループには属し繋がりたい


事例を行政に伝える機会がない。個別ケースではなく、まとめるように言われる

　センターの専門職代表として自分の経験から、そして先輩に相談して解決を図っているが、行政に相談したと

しても、個別ケースを相談されてもと対応なく、義務もないため個別事例は報告しない。地域資源が異なる地域

の事例は参考にできるのか懐疑的なセンター側は、読みにくい事例集は参考にしてはいないが、社会制度をその

他のセンターがどのように活用しているのか参考にしたいと思っている。


行政側は個別事例を知りたくもあるが、センターから報告されない。センター内で対応していることがベストな

のか疑問を持っている。
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2.	あるべき姿
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　健康寿命を延ばすよう、認知症やフレイルを早期発見し、介護予防支援につなげる努力がされている。平均寿

命が上昇し、健康寿命が上昇しても、その差は大きく縮まってはいない。年齢を経るにつれて、認知症を含め、

疾病に罹患するのは自然なことである。健康寿命が尽きても、手段として医療や介護を利用しながら、どのよう

に生きるか。健康寿命を延ばすことも大切だが、一般的に健康でないという状態であっても、健康であったとし

ても、生きてきたまま生活できる世の中をどのように作っていくか、本人の意向に寄り添いながら見つけていく

ことが重要になってくる。サポートする側が意向を話せる関係を築くこと、想いは何か聞く側の余裕を持つこ

と、意向を実際に実現する手立てをもつことが必要になる。そのため、今回はサポートする側に視点をあてる。





　サポートする側のあるべき未来として、地域の話を聴いて、地域に寄り添っていきたいという想いで働かれて

いるサポートする方々が離職したいと思うまで疲弊することなく、やりがいを持って働けることである。


　地域をサポートするセンター側が個別サポートしやすいように気軽に相談できる環境をつくり、相談された個

別事例を全体の経験値として集約して他のセンターでも参考に支援の質を底上げするとともに、行政の政策立案

や社会課題解決につなげる。1ケース1ケース真剣に向き合っているセンターのケーススタディを無駄にせず活用

できるものに変換できるような仕組みを作る。



　今回は、本人の意向に寄り添いながら環境構築に取り組まれている方々、特に地域包括支援センターを政策で

応援できないか思索する。
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3. 対応の方向性
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　 医 療 に お いては 、 困 難 ケ ース に 対 して、 ガ イ ド ラ イ ン 参 照 、 先 輩 に 聞 き な が ら も、 先 輩 が 文 献 検 索 を 行 って い

る 背 中 を 見 て い る 。 レ ビ ュ ー が な け れ ば 、 ケ ース レ ポ ー ト を 参 照 して い る 。 そ の 伝 統 が セ ン タ ー に は な いよ う に

感 じ る 。 厚 労 省 の 方 に も、 「 ケ ース ス タ ディ を 無 駄 に して い る 現 実 が あ る 」 と い う の は 、 DX推 進 に お いても 重

要なテーマとご助言いただいた。そのため、まずは検索しやすく、見やすい事例集のプロトタイプを作りたいと

考えている。



　全国で報告されている既存の事例集を集約し、検索しやすい状態に する。類似例は抽象化し、引用しやすい形

に変換する。


　 困 難 事 例 に は 、 個 人 的 要 因 、 社 会 的 要 因 、 不 適 切 な 対 応 に よる も の と 3つ の 発 生 要 因 が あ る と と も に、 特 に 多

い と 思 われ る 困 難 事 例 は ， 「 本 人 や 家 族 に 精 神 障 害 や 知 的 障 害 が あ る 」 62.8％ ， 「 収 入 が 少 な く 生 活 に 支 障 が

あ る な ど の 経 済 的 困 難 」 46.5％ ， 「 虐 待 」 42.4％ と 集 約 で きる   。 個 別 事 例 で は あ る が、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

が 同 じ よ う に 困 難 事 例 と 感 じ る 共 通 項 が み ら れ 、 参 考 に で きる と 考 える 。 次 にそ れ ぞ れ 地 域 ケ ア 会 議 で 議 題 に 上

がった困難事例を、要因別に登録し、掲載する。

7

　 全 国 地 域 包 括 ・ 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 協 議 会    が す で に 組 織 さ れて い る が、 相 談 機 関 と して 機 能 して い な い 。

京 都 府 内 で は セ ン タ ー の 半 数 が す で に 会 員 とな ってお り、 協 議 会 側 も 相 談 機 能 の 追 加 を 目 指 してお り、 横 の つ な

がりで相談できるコミュニティ形成を目指す。


相談したい内容をコミュニティ内に共有し、以前に対応した経験値をもつセンターがコメントする。

次に経験値の共有に向けて、手段として相談先を確保し、その実装方法、懸念点、資金運営について述べる。

3.1 経験値の共有

3.2 相談先

参考事例

参考事例

認知症ナレッジライブラリー　※特定できないようプライバシーが保たれる

オンライン市役所　※困難事例の関連部署のみが利用可能

ミラサポplus　※経産省が運営
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簡単なサービスの流れを以下に示す。

　今回のプラットフォームの懸念点としては、個人情報の流出、回答内容の質の担保、ユーザーの使いやすさが

挙 げ ら れ る 。 そ れ ぞ れ 、 対 策 と して、 個 人 情 報 に 関 して は 、 特 定 で き る 個 人 情 報 を 掲 載 し な い 、 ロ グ の 一 時 保

存 、 質 の 担 保 に 関 しては 、 回 答 へ の 評 価 、 イ ン セ ン ティ ブ を 検 討 す る 。 ま た 、 使 い や す さ に つ いては 、 利 用 アン

ケート、それを元に繰り返しアップデートすることを考える。

対応策懸念点

・得てできる個人情報を掲載しない

・ログの一時保存

・解答への評価

・インセンティブ

・利用アンケート

・アップデート

個人情報の流出

回答内容の質

使いにくい

懸念点 / 対応策図２

　 行 政 側 と しては 、 ナ レ ッ ジ ラ イ ブ ラ リ ー 様 の 蓄 積 と Ｑ ＆ Ａ の 蓄 積 を 可 視 化 す る こ とで、 より 政 策 に 結 び 付 け る

機 運 を 高 め る こ と が で きる 。 そ して、 より 匿 名 化 し 、 社 会 課 題 と して、 民 間 企 業 の シ ーズ に 結 び 付 け、 現 在 、 未

来 の イ ンフ ォ ー マ ル な サ ー ビ ス に つ な げ る こ と が で き る 。 ま た 、 評 価 と して、 困 難 事 例 の 出 現 頻 度 を 算 出 し 、

ニーズ対応に必要な人的資源の配置基準を科学的に算出することにも活用できる    。
1 3

困難事例から検索ワードを打ち込む

個別ケースの集約による地域課題の可視化することができ、それをもとに

合致するケーススタディと社会制度の利用方法を得る

それをもとに政策立案へむかう

参考になった度合いを評価

追加で質問あれば、相談内容を打ち込みフィードバックしあう

以上を踏まえ、地域ケア会議で話し合ったケースを投稿する

1

1

2

2

3

4

5

3.3 サービスの流れ

3.4 懸念点

地域包括支援センター側

行政側
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4. 実装に向けて
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　 現 在 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 支 援 して い る の が、 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 協 議 会 であ る 。 そ の 協 議 会 側 に とっ

ても、 サ ポ ー ト を 行 える こ とで 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 入 会 継 続 、 新 規 入 会 を 期 待 して い る 。 そ の た め 、 既 存 の

在宅介護支援センター協議会がプラットフォーム運営に適していると考える。

主体として、全国地域包括・在宅介護支援センター協議会が行う。

調達方法について以下が考えられる。　

既存の事例集を検索しやすい形で提示するHPを作成する

モ デ ル 都 市 を 設 定 し 、 個 の 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 既 存 の SNSに てま ず は ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 す

る。


選択：同都道府県の2市町村を選択。できればクラスターランダム化比較試験を実施

困りごとを共有した際に、このグループが機能するのか検証する。


検討中：相談インセンティブや回答インセンティブ

相談された困りごとの事例集を追記する。


目標：初月3件、次月10件、初年100件、全国展開で5000か所×6回×1/5＝6000件 

よりプライベートな情報を省いた事例を社会課題として提示する。

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、 行 政 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 反 映 さ せ る 。 運 営 す る 中 で、 既 存 の プ ラ ッ ト

フォームに課題が見られれば、プラットフォーム作成を検討する。

利用しやすいものであれば、全国展開を図る

休職中の看護師、介護福祉士をケースレポート作成に登用する

政令指定都市、都道府県に調査事業として提案し、調査委託費を運営資金とする。

1

2

3

4

6

5

7

8

4.1 運営

4.2 段取り

4.3 資金

調査事業としての調査委託費
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SIBと い う 、 イ ギ リ ス で は じ まっ た 官 民 連 携 に よる 社 会 課 題 解 決 の ス キ ーム が あ り、 地 方 自 治 体 が 抱 えて い

る 社 会 課 題 を 民 間 に 事 業 を 委 託 す る 際 に 活 用 す る 成 果 連 動 型 民 間 委 託 契 約 方 式 に 投 資 を 組 み 合 わ せ た も の で

ある。イギリスでは、孤独の軽減を指標としたSIBを行っており、その評価方法を引用する  。

実装に向けた研究として科研費を申請して取得する。

運営が軌道に乗れば、センター協議会の組合費にて運営を自走する。

調査事業としての調査委託費

科研費

協議会組合費

マイルストーン図3

① 調査事業委託

● 予算規模

▶ ︎初年度：580万円

◯ HP・人件費：40万円 x 12ヶ月

◯ システム作成：100万円

② 企業の協賛金

③ 協議会参加費

モデル：京都市

主体として、全国地域包括・在宅介護支援センター協議会が行う。

HP作成費用、既存の事例集を吟味して掲載する人件費の補助

初期に事例を報告する地域包括支援センターへのインセンティブ支給の補助

相談に回答した事業所へのインセンティブ支給の補助

その後、協議会もしくは組織化した組合の年会費から回答した事業所へ支給する 

1

2

3

4

プラットフォームの使用者である、地域包括支援センター職員のプラットフォームの使用時、とともに、勤務環

境の変化について聴取する。具体的には以下で評価する。

HPの閲覧数、利用による満足度


相談回数、相談のしやすさ、サポート回答の満足度


センター職員ソーシャルサポート、離職希望の割合 

4.4 評価
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5. 今後の展開

6. まとめ
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　このプラットフォームを利用した情報提供・共有、人材交流につなげていく。さらに、事例の活用としては、

政 策 の ほ か に、 大 学 で の 研 究 、 そ して、 社 会 の ニ ーズ を ビ ジ ネ ス へ 展 開 す る こ と も 視 野 に 入 れて い る 。 次 の 展 開

の 出 発 点 とな り、 行 政 に 近 い 立 場 で 個 別 介 入 、 地 域 マ ネ ジ メ ン ト で きる 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 再 認 識 す る きっ

か け に も な り、 魅 力 を 感 じ た 人 材 が 集 ま る 可 能 性 も 秘 め て い る と 考 える 。 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー がより 地 域 だ け

で な く 、 国 の ニ ーズ 集 積 、 実 践 の 拠 点 とな り、 さ ら に は 高 齢 社 会 先 進 国 であ る 日 本 の ニ ーズ や 実 践 の 発 信 は 世 界

にとっても重要になっていくであろう。

　悩み事 をワンス ト ッ プ で対応す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー はシステム上、 重 要 な位置に あ る が、 集 まってくる悩

み事 が困難事 例 であ ればあ る ほど、彼ら は抱え込まざる を得な い状況に な って い る 。対応策 においても、彼ら の

気力や経験則で成り立っている部分が大きく、今後、全世代型に拡大したときに継続できるのか心配される。そ

のため、支援する側の地域包括支援センターが苦慮する困難事例へお互いが協力し、集約することで個をベース

とした社会変革可能なプラットフォーム形成を、実証、継続、拡充できるように、全国地域包括・在宅介護支援

セ ン タ ー協議会 が主体とな り、産官学 が連携して 実装して い く 。 そ して、 こ の 実装を他地 域 で 共 有 し 、 さ ら に は

国を越えて共有していくことが次世代につながるシステムだと考える目指す。
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ある地域包括支援センター

ある区の健康福祉課

ある地域包括在宅介護支援センター協議会

　介護予防支援に時間が多く割かれるが、地域課題につながる機会でもあり、ワンストップは楽しさも

ある。


　今は虐待事例が増えていたり、短期間で成果を上げられないグレーゾーンの方を行政が引き継いでく

れず、センターが抱えてしまっている。


　認知症で客観的には生活が困っていそうだが、本人は「サービスは必要ない」と嫌悪的で、一歩踏み

込めない。


　社会福祉士が欠員している。募集をかけても応募がない。事務員を雇うことにした。


　本当は、地域づくりがしたい。それが地域包括支援センターの醍醐味だと考えている。そのために地

域と顔見知りになり、地域を耕す時間が欲しい。

 	専 門 家 運 営会議を行い、センターと顔の見える関 係は作っている。高 齢 者虐待の緊 急 性の判 断など、
課内で検討している。

 	地域ケ ア会議の内 容はセンターから区 へ上がってこない。市と直 接センターがつながっている。区が
区 内の課題をみつけ、解 決 策を示して市に報 告している。  （例： 単 身 高 齢 者のフレイ ルに対して、早
期発見、適切に対応する） 

 	健 康福祉課が担っており、予防と感 染症対応が同 じ課である。コ ロ ナ 対 策、虐待、緊 急 対応の優 先 度
から落ち、すぐに成果が表れない健康づくりに手が回せない。

 	地域包括支援センターの専 門 職の対応力がそのままセンターの対応力になっている。知り合いに聞く
のも早くていいが、使えるものがあれば、見落としがないよう一度調べて底上げを図ってほしい。

　現場から、人員不足、困難事例の対応、ヤングケアラーの問題が挙がっている。

 	行政に困難事例を伝えようとしても、一個一個言われても纏めていってよと、伝える機会がない。

 	会員用 ホーム ページがあるが、そこに相 談ができるチ ャットを作りたいが、予算がない。地域包括支
援センターは横でつながりたいと思っているが、会員になるメリットを提供できていない。
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みまーも代表　澤登さん

みまーも副代表　町さん

元老健局総務課の方

 	 	1セ ン タ ー あ た り 500件 /月 の 相 談 が 寄 せ ら れ 、 目 の 前 の 相 談 業 務 に も 忙 殺 さ れて い る が、 窓 口 ま で 届

か な い 困 り ご と が 多 く あ る こ と に 危 機 感 を 持 っ た 。 事 務 局 は 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 担 って い る が、 運

営 は 協 賛 企 業 が 行 って い る 。 月 1回 の 定 例 会 で、 企 業 と ミ ー ティ ン グ す る と と も に、 住 民 に む け て 講 演

を 行 って い る 。 不 動 産 業 者 か ら あ い さ つ 回 り を 行 い 、 あ と は 口 コ ミ で 協 賛 企 業 が 広 が っ た 。 セ ン タ ー 職

員 自 身 も、 地 域 参 加 す る こ とで 達 成 感 を 持 つ こ と が で き、 さ ら に セ ン タ ー を 運 営 す る 法 人 の 理 解 が あ

り、地域参加が人事評価につながっている。

 	薬 局 を 運 営 してお り、 地 域 に ア ウ ト リ ー チ し た い と 思 って い た と こ ろ 、 澤 登 さ ん と 知 り 合 って、 地 域

包 括 支 援 セ ン タ ー か ら 地 域 活動 を勉 強す る た め みま ー も に 参 加した 。薬局 で認 知 症 が疑 われ る方を セ ン

タ ー に 繋 げ る こ と が で き た 。 ま た 、 講 演 す る こ とで、 薬 局 で 服 薬 指 導 して い た こ と が、 実 際 に は 患 者 さ

ん に 理 解 さ れて い な か っ た こ と が わ か り、 日 常 業 務 の 振 り 返 り が で き て い る 。 さ ら に、 他 の 薬 局 や 配 食

サービ ス 会社とお 互 い の 強 み を生かして連 携 が取れ る よ う に な っ た 。 健 康 において 薬 だ け で は な く 食事

が 大 事 だ と 感 じ 、 週 1回 地 域 の ご 婦 人 方 と 管 理 栄 養 士 で レ ス ト ラ ン を 運 営 す る よ う に な っ た 。 役 割 を

持 っ た 住 民 が 、 自 分 の 体 の 異 変 に 気 付 き、 病 院 受 診 で き た 事 例 が あ る 。 一 方 で 薬 局 が あ る 地 域 で も み

ま ー も を 立 ち 上 げ た が、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 運 営 に 入 って い な い か ら な の か、 コ アメ ン バ ー 数 社 し

か 残 って い な い 。 収 益 は 得 て い な い が、 理 念 に 共 鳴 してく れ る 人 が いて、 ま た 、 社 会 的 意 義 を 感 じ る こ

とで継続できている。

 	内容的には、ご指摘の通りだと感じます。 

 	た だ、 困難事 例 の蓄積の み を 前面に出す と、「既に や って い る」、「知識だ け で は対応で き な い」と

いった外部の意見がストッパーになりそう。 

 	個人 的 に は 、①自治体 の庁内連 携 、②支 援 者間の 連 携 、③地 域 と の 連 携 と い っ た 分野横断的 か つ 包 括

的な体制整備があってこそ、知識や経験の集積が活かせると考えている。 

 	ま た 、 地 域性に よる差が 大 き い こ と か ら全国一律のマニュアル化は難し い も の の 、 支 援 に 困難さ を抱
える 事 例 に つ いて の 分析や 分類に基づく対応手法（制度、独自 事 業 、 民間サービ ス 、 地 域 活動等）やそ
の必要性に関する議論が「地域の実情に応じて行える」ための準備が最も重要だと思う。 

 	な お 、「ケース ス タディ を無駄に して い る現実 が あ る」と い う の は 、DX推進に お いても重要な テ ーマ
で も あ る 。  運 営 母 体 に つ いては 、 厚 生 労働省 の 「 地 域 包 括 ケ ア 見える 化シ ス テム」 を 活 用 す る 手 も あ

るかと思うが、改修費用と効果をうまく天秤にかけなけれならない。現実的には、全国包括協がいいの

かもしれないが、財源的には非常に厳しいと思われる。 
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健康経営、予防医療、循環器疾患、生活習慣病、国民の健康寿命の延伸

Keyword

1. 背景

2000年代後半より日本にも健康経営の概念が導入され、日本再興戦略・未来投資戦略に位置づけられた

「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みとして、政府が主導的に健康経営を進めた。健康経営1.0と称
された現在までの取り組みは一定の成果を収め、新たなステップへと進もうとしている。現在の公的医療

保険制度がカバーしきれない生活習慣病予防に関して、健康経営には大きな役割を果たすことが期待され
ている。



2. 健康経営における課題とあるべき姿

健康経営施策において、生活習慣病予防を行う場合には、科学的根拠のある施策を行い、施策実行後の効

果検証を行い、次のより良い施策へつなげていくサイクルをまわすことが理想的である。科学的根拠や効

果検証がなければ、施策に効果を求めることは難しく、施策の改善に取り組めず、継続性のない単なる健

康経営パフォーマンスに陥ってしまう。そのため、科学的根拠のある施策を行うための産業医や保健師の

主体的な参加や、その後の効果検証を行うノウハウの充実が課題となっている。



3. 課題解決の方向性

健康経営のBest practiceとして、具体的施策を単に提示するだけでなく、その背景にある施策決定の根拠
の提示や施策決定までのプロセス、リソースのかけかた、その後の効果検証、そして次の施策の検討への

提案 と い っ た 、 一連 の 継続性 の あ る 効 果 的 な 健 康 経 営 実 践 を 提示 す る こ と が 重 要 であ り、 そ の Best 

practiceを国がモデル事業として推進、最終的にはガイドライン化することが重要と考えられる。
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健康経営 予防医療

1. 背景

54 医師の視点で考える健康経営2.0

　 日 本 は 、 社 会 の 高 齢 化 率 が 急 速 に 高 ま り、 社 会 保 障 費 の 拡 大 が 財 政 を 圧 迫 す る 要 因 とな る と と も に、 労 働 力 の

減 少 に 伴 う 経 済 活 動 の 停 滞 が 懸 念 さ れ る 。 社 会 保 障 給 付 費 は 医 療 給 付 費 ・ 介 護 給 付 費 と も に 年 々 増 加 し 、 2025

年 度 に は 医 療 給 付 費 は 約 54兆 円 、 介 護 給 付 費 は 約 20兆 円 に 達 す る と 見 込 ま れ る  。 現 在 、 医 科 診 療 費 の 3分 の 1以

上 が 生 活 習 慣 病 関 連 で あ り  、 予 防 医 療 の 重 要 性 は 科 学 的 に も 明 ら か で あ る 。 現 在 、 日 本 の 平 均 寿 命 は 世 界 一 で

あ る が、 平 均 寿 命 と 健 康 寿 命 の 差 は 約 10年 （ 男 性 9.02年 、 女 性 12.49年 ） と さ れてお り  、 健 康 寿 命 を 延 伸 さ せ

る こ と が 重 要 であ る 。 経 済 産 業 省 は 、 次 世 代 ヘ ル ス ケ ア 産 業 の 創 出 に 向 け た コ ン セ プ ト と して、 公 的 保 険 外 の 予

防 ・ 健 康 管 理 サ ー ビ ス の 活 用 を 通 じ て、 生 活 習 慣 の 改 善 や 受 診 勧 奨 等 を 促 す こ と に より、 国 民 の 健 康 寿 命 の 延 伸

と新産業の創出を同時に達成し、あるべき医療費・介護費の実現につなげることを提示している 。

　健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することとされている。企業理念に

基づき、 従 業 員 等 へ の 健 康 投資を 行 う こ と は 、 従 業 員 の 活 力 向 上 や 生 産 性 の 向 上 等 の 組織の 活 性 化 を も た ら し 、

結 果 的 に 業 績 向 上 や 企 業 価 値 向 上 に つ な が る と 期 待 さ れ る 。 一 方 、 社 会 に 対 しても、 国 民 の QOLの 向 上 や あ る

べ き 国 民 医 療 費 の 実 現 な ど の 効 果 が あ る と 期 待 さ れ る 。 そ の た め 、 健 康 経 営 は 、 日 本 再 興 戦 略 、 未 来 投 資 戦 略

に 位 置 づ け ら れ 、 国 民 の 健 康 寿 命 の 延 伸 に 関 す る 取 り 組 み の 一 つ と して、 取 り 上 げ ら れて い る  。 健 康 経 営 実 践

に お いて、 企 業 は 従 業 員 の 健 康 を 「 投 資 」 の 対 象 と み な してお り、 健 康 経 営 の 概 念 が 導 入 さ れ る 以 前 は 、 従 業 員

の 健 康 を 管 理 し な くては な ら な い 「 コ ス ト」 と み な して い た点 と 大 きく異な る 。 す な わち、 健 康 経営 と は 、従 業

員を企業 経営に不可欠な資源、人的資本 と して と らえ、従業員の 健 康維持増進に つ な が る具体的施策を 実行して

いくことが重要である。

1.1 健康経営に関する概略

1.1.1 健康経営の背景

1.1.2 健康経営の概要
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　健康経営の概念は 、 米 国 の 臨 床心理学者 Robert  H.  Rosen氏が 1992年に出版し た「 The Hea lthy  

Company」の中で、Hea lth  and  Product iv ity  Management、つまり従業員の健康と労働生産性を同時にマ

ネジメ ントする考え方を提唱し た の が始まりとされている  。日本では 、 2006年に設立されたNPO法人健康経営

研究会による啓発活動にて、健康経営という言葉が用いられるようになった。2011年に経済産業省内にヘルス

ケア産業課が新設、 2012年に日本政策投資銀行がDBJ健康経営格付融資を開始し た。2013年に内閣府の日本再

興戦略において健康寿命の延伸が策定、 2014年には日本再興戦略の改訂版において健康経営という言葉が、健

康への投資という文脈で語られており、経済産業省が主体となり、健康経営に係る各種顕彰制度を通じて、健康

経営に積極的に取り組む優良企業を「見える化」し 、社会的な評価を受けることができる環境を整備し た。

2014年度から上 場企業を対象に「健康経営銘柄」を選定、 2016年度からは「健康経営優良法人認定制度」を推

進し 、大規模法人部門の 上位層には「ホワイト500」、中小規模法人部門の 上位層には「ブライト500」の冠を

付加している。健康経営度調査の回答数の増加、健康経営優良法人の申請数、認定数ともに年々増加しているこ

と  などからも、健康経営の概念、取り組みが日本企業に浸透していることは明らかである。経済産業省が示す

健康経営推進のロードマップ   では 、健康経営1.0、健康経営2 .0、健康経営3.0と未来に向け た方向性を示して

いる。健康経営1.0の目標であった健康経営の概念の浸透、取り組み企業数の一定程度の拡大は達成された。健

康経営2 .0では 上 場企業の取り組み強化および中小企業の裾の拡大が目標と設定されている。現在の健康経営の

課題として、健康経営施策に関するノウハウ不足・人材不足、健康施策の効果が不明瞭であること、プライバ

シーへの配慮の3つの項目が挙げられている   。これらの課題を解決することが求められており、健康経営の効

果検証結果の開示、効果分析の深化、健康経営に関する共通評価軸の策定を進めていく方針である   。

　 米 国では 、1960年代に労働災 害 件数が増加し 、従業員の 怪 我などの 予 防 、 職 場環境の 安 全性向上を目的とし

た 安 全性向上プログラム が 実施されるようになった   。1970年代には労働安 全 衛生法（Occupat iona l  Sa fety  

and  Hea lth  Act  o f  1970） が制定され、 国 民的健康政策「Hea lthy  Peop le」を打 ち出し た   。1980年代に
は 、高 騰する従業員の医 療 費 負 担 が企業経営の根 幹を揺るがすまでに深刻化し たことをうけ、多くの企業が従業

員の健康増進に取り組むようになった。1992年には Robert  H.  Rosen氏が「The Hea lthy  Company」を出

版、1996年にAmerican  Co l lege o f  Occupat iona l  and  Env i ronmenta l  Med ic ine (ACOEM )が主催する社
員の健康、 安 全 、 職 場環境に配慮し た優良健康経営表彰制度であるCorporate Hea lth  Ach ievement  Award  

(CHAA)が始まった   。CHAAは主催 が 医 療 系 の学術 団体であることは日本との 比 較 の 上では大きな特 徴である。
その後慢性疾患患者の重症化を予防するプログラムが誕生し  、2010年代以降には、健康経営の主軸は、従業員

の 医 療 費 削 減 だ けでなく、従業員の 満足感 や健康意 識 の向上 、優秀な人材獲 得などの 要 素 が強まった。2011年

にはJohnson  &  Johnsonが 世 界 250社、 約11万4000人に健康教 育プログラムを提供 し 、投資に対するリ ター
ンを試 算 、健康投資1ドルに対して約3ドルの投資 リ ターン の成果につながったことを示し 、従業員の健康維 持
促進プログラムを広める先 導的役 割を果た し た   。2013年にはCHAA企業群とS&P500との13年後における株 価

の パ フ ォーマ ンス比 較 の結果、CHAA企業群 が S&P500と比 較 し 約1.8倍に上 昇 し たとの 報 告を出し た   。2017
年には ACOEMは 、 安 全 衛生や健康に配慮している企業は 株 価 が 高い、つまり企業価 値 が 高いと判 断 し 、投資 家

1.1.3 日本の健康経営の歴史と現状

1.1.4 米国の健康経営の歴史と現状
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向 け に 株 式 市 場 に お け る 投 資 信 託 であ る 健 康 安 全 指 数 （ Integrated Health  and Safety  Index） を 作 成 し た 。
近 年 、 多 く の 米 国 企 業 が 健 康 経 営 に 置 いて 注 力 す る 領 域 は 、 従 業 員 個 人 を 対 象 に し た 先 進 の デ ジ タ ル ヘ ル ス ソ
リ ュ ーシ ョ ン の 導 入 と 活 用 であ る 。 COVID-19に よる パ ン デ ミ ッ ク を 契 機 に、 メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 へ の 需 要 が 一
層 高 ま り、 従 業 員 の ス ト レ ス の 低 減 に つ な が る 瞑 想 や マ イ ン ド フ ル ネ ス の ア プ リ 市 場 は 急 激 に 伸 び て い る   。 健
康 プ ロ グ ラム に お いては 、 パ ー ソ ナ ラ イズ さ れ た プ ロ グ ラム を ウ ェ ア ラ ブ ル デ バ イス と 併 用 し 実 践 、 健 康 へ の 取
り 組 み の フ ィ ー ド バ ッ ク が 1日 単 位 で 得 ら れ る こ とで、 健 康 意 識 の 高 ま り が 一 層 認 め ら れて い る   。 多 く の 企 業
は こ れ ら デ ジタ ル ヘ ル ス ソ リ ュ ーシ ョ ン を 活 用 し 、 個 人 の ヘ ル ス デ ー タ を 蓄 積 、 リ アル タ イム に 従 業 員 の 健 康 状
態 を 把 握 、 適 切 な ヘ ル ス ケ ア を 施 す 施 策 を 提 供 す る な ど、 継 続 的 に 健 康 経 営 を 発 展 さ せ て い る 。 こ の よ う に、 米
国 で は 人 材 戦 略 と 企 業 戦 略 の 融 合 が 一 層 進 んで お り、 従 業 員 の 健 康 状 態 や 幸 福 感 を 向 上 さ せ る 健 康 増 進 施 策 が 企
業の最優先事項として位置づけられている。

　私は循環器内科医師であるため、循環器病を例に挙げて説明する。脳出血・脳梗塞といった脳血管疾患と心筋
梗塞・狭心症といった虚血性心疾患を含む循環器疾患は、日本の主要な死因の一つであるが、これらは単に 死亡
を引き 起 こす の み で は な く 、 急 性 期 治 療 や そ の 後 の 後 遺症治 療 の た め に、 個 人 的 に も 社 会 的 も 負 担 は 増 大 して い
る 。 脳 卒 中 は 寝 た き り の 主 要 な 要 因 の 一 つ で あ り、 虚 血 性 心 疾 患 発 症 後 の 心 不 全 は 、 現 在 心 不 全 パ ン デ ミ ッ ク
と称されるほど有病者が増大し、その人の生活の質（QOL :  Qual ity  o f  L i fe）を低下させる原因となっている。

　脳の病 気 、心 臓 の病 気 と、 全 く 違うもの の よ う に 感 じら れ る か も し れ な い が、 こ の脳血管疾患と虚 血 性 心 疾患

は 、 動 脈 硬 化 を伴う血管の病 気 であ り、循環器疾患であ る 。 過 去 の疫 学 追 跡 調 査 等 か ら 、 動 脈 硬 化に伴う循環器

疾 患 発 症 の 危 険 因 子 は 、 高 血 圧 、 脂 質 異 常 症 、 耐 糖 能 異 常 、 喫 煙 、 大 量 飲 酒 と さ れ 、 こ れ ら へ の 対 策 が 重 要 で
あ る と考 えら れ た 。 実 際、 国民 皆 保 険 に よる医療の 提 供 、 健 診 等を通 じて の早 期発見 ・ 早 期 治 療 に より 国 民へ の
高 血 圧 治 療 が 浸 透 し 、 そ の 結 果脳 卒 中 の 発 症 予 防 に も 貢 献 し た と 考 え ら れて い る 。 現 在 、 メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド
ロ ーム に 着 目 し た 特 定 健 診 お よ び 特 定 保 健 指 導 等 の 施 策 を 継 続 して 行 って い る も の の 、 未 だ、 高 血 圧 、 脂 質 異 常
症、耐糖能異常への対策は不十分である  。

　 血 圧 が 高 く と も、 中 性 脂 肪値やLDLコ レ ス テ ロ ー ル値が 高 く と も、 血 糖値が 高 く と も、 多 く の 場 合 は 無症状 で
あり、 特に本人が 困 るということはない。適切な運動 、食事とい った、 正しい 予防行動 をとらなけれ ば、 将来 、
生 活 習 慣 病 を 発 症 し 、 重 篤 な 循 環器 疾 患 を 発 症 す る リ ス ク とな る が 、 本 人 は そ の 時 点 で は 困 って い な い の で あ
る 。 多 く の 人 は 、 リ ス ク が あ る と 知 って い た と しても、 予 防 行 動 を と る 意 思 決 定 や 実 際 の 行 動 を 行 う 段 階 に は 到
達しない。予防医療においては、この行動変容の難しさが最も大きな課題である。

　 一 方 、 す で に 生 活 習 慣 病 を 発症してお り、 適 切 な 生 活 習 慣 病 の 改 善 に 加 えて 薬 物 治 療 が 必 要 な 人 に 対 しても 課
題がある。健康診断の結果から生活習慣病がす でに発症していることが予想される医療機関未受診の方、あるい
は 一 度医療 機 関 を 受 診 し た と しても、 そ の 後 継 続 して い な い 方 も 多 く 、 潜 在 的 な 未 治 療 の 高 血 圧患者 は 1400万
人 い る と の 推 定 結 果 も あ る   。 無 症 状 の 場 合 が 多 く 、 将 来 重 篤 な 循 環器 疾 患 を 発 症 す る リ ス ク が あ っ た と し て
も、 現 時 点 で は 困 って い な い た め 、 医 療 機 関 へ の 受 診 あ る い は 受 診 継 続 が 難 し い 場 合 は 多 い の で あ る 。 医 療 機

1.2 医師からみた健康経営に関連した健康課題

1.2.1 概略
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関・医療者側も、その人が受診して初めて介入ができるのであり、受診をされない方への対策をとることは難し
い。

　図1のようなペーシェントジャーニーが存在する。つまり、健康な状態から、血圧が高め、コレステロールが
高め、血糖値が高めといった、生活習慣予備軍となり、生活習慣の改善等がなければ生活習慣病を発症し、そし
て、重篤な循環器疾患を発症する。国の施策として、生活習慣病予備軍の方には、予防医療の提供が特定保健指
導（一部医療保険による指導）という形でカバーされ、生活習慣病発症後の方には、医療の提供が医療保険によ
り手厚くカバーされる。しかしながら、特定保健指導が必要であるものの指導を受けていない方、医療機関へ受
診し医療が必要であるものの受診されていない方に対しては、国の施策は届いておらず、一つの課題と考えられ
る。

　次に、予防医療および医療の提供の場について検討する。特定保健指導実施者は、医師、保健師、管理栄養士
等であるが、その実施母体は多くの場合、民間の事業者である。医療提供母体に関してはそのカバーする範囲が
大きく、適正かつ効率的に医療を提供する必要があるため、大病院と地域の診療所では役割が異なる。循環器
領域の急性疾患は大病院で治療を行い、急性期を過ぎれば、生活習慣病のリスク管理等は地域の診療所で行う
といった、病診連携が推進されている。私は大病院および地域の診療所での勤務経験があり、産業医として大企
業や中小企業の従業員の健康課題にも取り組んでいる。そこで感じた健康経営に関連した課題について述べてい
く。

ペーシェントジャーニー図１
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　診療所の医師は、かかり つけ医として生活習慣病のリスク管理を行うことは多い。日々の血圧を確認し、血糖

値や体重・体脂肪率の推移を確認し、適切な生活習慣への是正、薬の内服により重篤な循環器疾患発症リスクを

管 理 す る 。 患 者 さ ん が 思 う 「 薬 を 飲 んで、 治 っ た 」 と い う 状 況 は 、 高 血 圧 症 、 脂 質 異 常 症 、 糖 尿 病 に お いては 、

医 師 と しては 「 薬 を 飲 んで、 リ ス ク が 管 理 さ れて い る 」 と い う 状 況 であ る 。 当 然 、 「 治 っ た 」 と 思 う の で 「 治 っ

た 」 の で、 通 院 し な く な る 方 も 多 い 。 一 度 通 院 が 途 切 れ た 方 に 対 して、 再 度 受 診 して い た だ く の は 、 本 人 も 困 っ

ていない状況でもあり、難しいのが現状である。働く世代の生活習慣病患者においては、仕事も忙しく、通院そ

のものが負担になる場合も多い。多くの診療所が営業している平日の午前・午後の時間帯は、当然勤務時間と重

なるため、症状がない、困っていない生活習慣病の受診のために有給を消化するのには抵抗がある方も多く、受

診が遠のく一因となる。


　次に、健康診断等で指摘を受けたため診療所を受診した場合に、薬による治療（いわゆる医療）までは必要な

く、適切な運動や食事の改善で本来リスクが管理できる方は、初回の受診時に薬が必要ないレベルなので、適切

な運動と食事に気をつけましょうと伝えられるだけの場合も多い。受診された方も、その後、具体的どうすれば

いいのかわからず、結果、薬が必要ないレベルなので自分は大丈夫と思い、適切な予防医療行為である適切な運

動 や 食 事 に 取 り 組 む タ イ ミ ン グ を 逸 して し ま う。 現 実 的 に、 現 行 の 日 本 の 医 療 シ ス テム に お いて、 予 防 医 療 に 対

する保険点数は極めて低い。予防医療はそもそも医療の範囲外と考えられるシステムであるため、本来予防医療

を 担える 可能 性 のあ る 診療 所に は 予防 の イン セン ティ ブが 全く 働 かな い 。そ のた め 、予 防 医療 として の 適切 な運

動 や 食 事 改 善 と い っ た 介 入 が 可 能 な タ イ ミ ン グ が あ っ た と しても、 具 体 的 な 予 防 医 療 行 為 を 行 う ケ ース は ま れで

ある。

1.2.3 地域の診療所の医師としての視点

　循環器疾患における急性疾患で大病院受診となる場合、多くは救急搬送、救急外来において患者さんと接する

ことになるが、一刻を争う場合が多く、落ち着いて話を聞く時間はない。診断を行うために、治療中の病気、既

往 歴 や 喫 煙 歴 、 健 康 診 断 で 指 摘 を う け た 内 容 な ど を 速 や か に 聴 取 す る 。 当 然 、 な に か し ら の リ ス ク が あ る 方 が

循 環器 疾 患を 発症 す る場 合 が多 い。 「 健康 診 断で、 血 圧高 い と 何 年も 前か ら言 われてい ます 」 や「 糖 尿の けが あ

る と 言 われて い ま す 」 、 あ る い は 「 コ レ ス テ ロ ー ル が 高 く 、 食 事 を ち ゃ ん と し た ほ う が い い と 言 われて い ま す 」

といった言葉を耳に することは日常茶飯事である。診断の過程で、す でに治療を必要とする高血圧、糖尿病、脂

質異常症と判明することが多く、健康診断で「血圧が高めである」「糖尿病予備群」「食事療法の必要な脂質異

常症」と指摘された段階で、適切な予防医療への取り組みがなされていれば、そもそも致死的な循環器疾患、発

症後のQOLを低下させる循環器疾患の発症予防できたのに、と残念な気持ちになることは多い。


　ペーシェントジャーニーのどこかのタイミングで対策が打てた可能性がある、予防可能だったのではと考えら

れ る 循 環 器 疾 患 が 、 結 果 的 に 発 症 して し まっ た の は 、 極 め て 残 念 で あ る 。 大 病 院 に 勤 務 す る 医 師 の 責 務 と して

は、発症した循環器疾患に対する治療技術向上に大きなウェイトが占めるが、その一方で予防医療の重要性をど

の医師も痛感している。しかしながら、自分たちはその発症した循環器疾患を治療することが求められる場所に

いるため、予防医療に対して積極的かつ具体的な行動を起こすことは難しいのが実情である。

1.2.2 大病院の医師としての視点
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　産業医は、産業医学に基づいて産業保健の理念や労働衛生に関する専門知識により、労働者の心身の健康を保

持 増 進 す る こ と が 任 務 であ る 。 産 業 員 の 配 置 に つ いては そ の 事 業 所 の 規 模 に より 法 律 に より 規 定 さ れて い る 。 産

業医が、生活習慣病予備軍に対する健康施策に取り組む場合には、産業保健師や、会社の従業員の担当者らとと

も に 健 康 施 策 を 行 わ な け れ ば 、 効 果 的 な 施 策 の 実 践 は 難 し い 。 さ ら に は 、 事 業 所 の 規 模 に 応 じ て 必 ず し も 産 業

医 は 専 属 で も な く 、 月 に 1回 し か 企 業 に 足 を 運 ば な い ケ ース も 多 く 、 そ の よ う な 場 合 に、 従 業 員 の 予 防 医 療 等 に

関する健康施策を行うのは現実的には不可能に近い。


　私自身が大企業において健康施策を行う場合、施策立案を行い、実際に実行に移すまでには、企業の担当者の

了解、予算確定等など様々ステップが必要であり、民間企業における意思決定から実行までの実情等を知ること

も 重 要 と 感 じ る 。 ま た 、 病 院 や 診 療 所 の 勤 務 医 は 多 く の 患 者 を 担 当 して い た と しても、 実 際 は 一 人 ひと り へ の 医

療の提供である。それに比較して産業医における健康施策の提供対象は、その担当事業所の大半となることも多

く、数百人に対する施策を検討・実行する必要がある。一人では当然不可能である。


　つまり、従業員への予防医療といった健康施策を行うにはマンパワーや予算を必要とし、現実的には一部の大

企 業 の み が 取 り 組 め て い る 状 況 と 考 え ら れ る 。 健 康 経 営 を 実 践 す る に は 、 産 業 医 や 産 業 保 健 師 と い っ た 医 療 の

専 門 家 、 経 営 者 、 従 業 員 、 こ の 3者 が と も に 共 通 の 目 標 に 向 か って 健 康 施 策 に 取 り 組 む こ と が 重 要 か つ 必 須 であ

る 。 医 療 の 専 門 家 だ け が、 張 り 切 って 予 防 医 療 に 取 り 組 もう と しても、 健 康 の 押 し 付 け の よ う な 形 に な る 場 合 が

多 い 。 健 康 意 識 の 高 い 従 業 員 だ け が 張 り 切 っても、 科 学 的 な エ ビ デ ンス の 乏 し い 施 策 し か 行 え ず、 従 業 員 の 健 康

に 必 ず し もつ な が らず、 パ フ ォ ー マ ンス に 終 わ る 場 合 も あ る 。 当 然 、 経 営 者 に 健 康 経 営 へ の 理 解 が 乏 し け れ ば 、

マンパワーや予算などのリソースの投入が不十分となり、十分な健康施策には取り組むことはできない。


　このように、多くの従業員への健康施策を実行するには、産業医だけでは当然不可能である。本来、産業医は

健康施策を実行するリーダーの一人として、健康経営を実践することが期待されるものの、現実的には、人的資

本や予算を要することから、大企業の一部のみだけが可能となっていると考えられる。

1.2.4 産業医としての視点
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2. 健康経営における課題とあるべき姿

2.1 理想的な健康づくりと健康経営

2.2	理想的な健康経営施策とその課題

　生活習慣病における予防医療が極めて重要であることは周知の通りである。公的医療保険制度においては、健

康診断・特定健診がその一役を担う。しかしながら、健康診断における有所見者の二次健診実施率および特定健

診の特定保健指導実施率は低水準である。国の施策により、事業者は労働者に対する二次健診実施率および特定

保健指導実施率向上を促しているものの、実施率の改善には課題が多い。また本来受診が必要な方への受診勧奨

などにも課題が多い。これらは、行動変容を促す取り組みであり、ソーシャルマーケティングの積極的な活用な

ど、行動変容を科学的に効果的な施策で解決へ導くことは重要だと感じる。また、一方で全てを公的な取り組み

によって、予防医療や生活習慣病患者の受診勧奨を実践することは難しい。上記に述べたように、大病院におい

ては予防医療や生活習慣病患者の管理は現実的に期待された医療における役割ではなく、地域の診療所において

も予防医療へのインセンティブが低く、そもそもそ保険医療機関として受診されない対象者にアプローチするす

べを持たない。このように、大病院や地域の診療所では予防医療の実践や生活習慣病患者の受診勧奨は現状でき

ておらず、今後も難しいように感じる。


　理想は、国民一人ひとりが、自身の健康状態に責任を持ち、健康維持・増進に努めることであるが、認知バイ

アスにより健康投資などのやるべきことが後回しになることは多い。そこで、政府が主導的に「健康経営」を進

め、企業が個人の健康に投資をし、健康保持増進を促すことは、一定の合理性があり、現在の公的医療保険制度

ではカバーしきれていない、生活習慣病における予防医療の実践は、国民の健康増進に寄与するものと考えられ

る。

　理想的な健康づくり、予防医療の実践や生活習慣病患者の受診勧奨において、公的医療保険制度がカバーしき

れない範囲を、企業が健康経営という概念に基づいてカバーすることは非常に重要な方向性である。その際に重

要となってくるのは、産業医といった企業と関わる医療の専門家の存在である。


　私が産業医として、健康経営施策に関わる中で感じたこととして、企業が健康経営における予防医療の実践に

ついては、産業医へのアドバイスを求めることが多いが、アドバイスだけでは決してうまくはいかない。予防医

療の施策は、本来科学的根拠に基づいた施策が求められ、企業の従業員がそれを行うにはハードルが高く、形

骸化した健康経営施策をするにとどまる場合が多い。結果として、企業は継続性のある効果的な施策を従業員に

提供できず、従業員も健康経営による効果を実感できない。産業医や産業保健師といった専門性をもつ人々が主

体的に、かつ企業の人々とともに、健康経営の施策立案、実践に関わる必要があるが、それには、企業の側にも

予算をはじめとしたリソースの投入が必要となる。先に述べたとおり、月に一度しか企業に足を運ぶことがない

産業医には、健康経営の施策立案や実践は不可能である。しかしながら、企業も予算やリソースを投入するに

は、健康経営実践により従業員のワーク・エンゲイジメントの向上といった投資効果を数値的に判断できる健康

経営施策の効果検証を必要とする。健康経営の概念である、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的

に実践するには、根拠が必要なのは当然であり、その根拠として科学的根拠に基づいた健康経営施策の実践およ
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びその効果検証が重要である。


　 理 想 的 な 健 康 経 営 施 策 に つ いて、 何 か し ら の 健 康 経 営 施 策 を 行 う 場 合 、 行 う 前 に は 数 値 的 な 目 標 設 定 を 行 う 、

施 策 後 に 効 果 検 証 を 行 う こ と が 必 要 であ る 。 そ の う えで、 次 に 行 う 健 康 経 営 施 策 に つ いて 検 討 す る 。 こ の PDCA

サ イクル を ま わ す こ と は 極 め て 基 本 的 であ り、 重 要 であ る 。 特 に 生 活 習 慣 予 防 に つ いては 個 人 の 行 動 変 容 を よ い

方 向 へ 変 える 取 り 組 み も 多 く 、 行 動 変 容 の 難 し さ は 周 知 の 通 り で あ る 。 1つ の 優 れ た 健 康 経 営 施 策 は 万 能 的 に、

すべて の 人 に 効 果 的 であ る こ と は 少 な く 、 同 一 の 目 的 を 持 っ た 施 策 であ っても、 で きる だ け 種 類 の 多 い 施 策 を 実

践し、より多くの人に効果があるものに することが望ましいと考えられる。企業の業種、従業員の年齢分布や性

別 分 布 な ど 、 当 然 多 種 多 様 で あ る た め 、 ど こ か の Best  pract iceが 自 社 に お い て も Best  pract iceと は 限 ら な

い 。 で きる 限 り 健 康 施 策 を 行 う 場 合 に は 、 そ の 効 果 検 証 を 行 い 、 より よ い 方 向 へ 進 む こ と が 重 要 であ る と 考 え ら

れる。
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3. 課題解決の方向性（Best practiceの推進とガイドライン化）

　 健 康 経 営 施 策 に お いては 、 企 業 の 置 か れて い る 状 況 は 様 々 であ る た め 特 定 の 具 体 的 施 策 が 最 善 と い う こ と は 難
し い 。 し か し な が ら 、 健 康 経 営 施 策 を 行 う 上 で、 科 学 的 根 拠 に 基 づ い た 施 策 を 行 う こ と、 施 策 実 践 に よる 効 果 検
証 を 行 う こ と は 、 健 康 経 営 を 経 営 的 視 点 で と ら える 根 拠 とな る 事 実 と して 非 常 に 基 本 的 な 取 り 組 み であ る 。 つ ま
り、 健 康 経 営 の Best  pract iceの 推 進 と は 、 具 体 的 施 策 を 単 に 提 示 す る と い う こ とで は な く 、 そ の 背 景 に あ る 施
策 決 定 の 根 拠 の 提 示 や 施 策 決 定 ま で の プ ロ セ ス 、 リ ソ ース の か け か た 、 そ の 後 の 効 果 検 証 、 そ して 次 の 施 策 の 検
討への提案といった、一連の継続性のある効果的な健康経営実践を推進するということである。科学的根拠に基
づくことは得てして難しく、絶えずアップデートされるものである。また従業員の年齢分布や男女比率を始めと
し た 、 企 業 特 性 は 多 様 であ る た め 、 あ る 程 度 の 企 業 特 性 に 分 類 し 、 そ れ ぞ れ の Best  pract iceを 提 示 す る こ と は
重 要 と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な Best  pract iceを 、 国 が モ デ ル 事 業 と して 推 進 し 、 最 終 的 に は ガ イ ド ラ イ ン 化 す
ることで、健康経営施策は、その質がある程度担保された状態で、効果的に実行できるものと考えられる。
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1.背景課題


コンテンツ産業の中でも漫画は、その経済規模に比してメディアミックスの原点となる比率の高い基幹産業である。


これまで漫画は日本での市場が世界最大であり、かつ日本発のマンガが海外市場でも高いシェアを占めていた。


しかしデジタル漫画の登場によって世界市場が急成長する中で、韓国発の漫画コンテンツや漫画サービス等が多くの

シェアを占めつつあり、日本マンガの市場占有率が低下し始めているのが現状。


これは、日本のマンガが「縦書き」で制作されており、世界標準で読みやすい「横書き」形式に適合できていないこと

に一因がある。また、国内におけるマンガ産業の適切な競争環境・労働環境の整備も遅れている。





2.あるべき姿


日本のマンガ市場においても、横書きでマンガを制作し流通することが自然となり、日本マンガの海外展開が自然と促
進される市場環境が整備されていること。


また、クリエイター・エージェント・プラットフォーマー（漫画家・出版社・閲覧販売事業者）らの間で適切な契約環
境・労働環境が整備されていること。


そのためにマンガ産業の現状調査と情報公開と振興政策が適切になされ、これから立ち上がる世界のデジタルマンガ市
場においても、従来のフィジカルマンガ市場で日本マンガが誇っていた市場占有率をなるべく落とさずに保ち、日本マ
ンガによる外貨獲得と日本ブランド向上が進んでいること。





3.対応の方向性


海外需要の獲得や国際競争力の強化に資するよう、「横書き」での作品制作を表彰や補助金で奨励し、「横書き」での

制作環境が形成されるように日本国内の市場変化を促す。


また、産業基盤向上のため、マンガ家や出版社を含む関連事業者への情報提供として、契約書雛形を策定普及し、市場

環境・契約環境・労働環境の調査報告書を作成し、公開する。

漫画、マンガ、コミック、バンド・デシネ、アメコミ、ウェブトゥーン、漫画産業白書、漫画分野標準契
約書、縦書きと横書き、縦読みと横読み、視線誘導
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漫画 マンガ コミック バ ンド・デシネ

1. 背景課題
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1.1 コンテンツ産業における漫画産業

総 務 省 「 メ ディ ア ・ ソ フ ト の 制 作 及 び 流 通 の 実 態 に 関 す る 調 査 」 に よ れ ば 、 2020年 に お け る 日 本 の コ ン テ ン ツ
市場規模は11兆8,275億円であり、そのうちマンガ（コミック）は5,170億円と5%未満の規模である。（図1) 

日本のコンテンツ市場規模 図１

1.1.1.　日本のコンテンツ産業におけるマンガ

コンテンツ市場規模

11兆8,275億円

テキスト系ソフト

映画ソフト

ビデオソフト

地上テレビ番組

音楽ソフト

ラジオ番組

ネットオリジナル

新聞記事

コミック

雑誌ソフト

書籍ソフト

書籍ソフト
ネットオリジナル

衛生・CATV番組

ゲームソフト

ネットオリジナル

映像系ソフト

音声系ソフト

4兆2,414億円　35.9%

7,045億円　6.0%

5.096億円　3.5%

2兆5,904億円　21.9%

6,194億円　5.2%

1,739億円　1.5%

84億円　0.1%

1兆3,190億円　11.2%

5,170億円　4.4%

7,102億円　6.0%

8,410億円　7.1%

8,410億円　7.1%
5,629億円　4.8%

8,295億円　7.0%

1兆7,199億円　14.5%

5,305億円　4.5%

6兆7,844億円　57.4%

8,017億円　6.8%

1



海外市場規模

うち日本由来コンテンツ売上
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　 そ の 一 方 、 日 本 発 の コ ン テ ン ツ IPで 生 涯 収 益 を リ ス ト ア ッ プ す る と、 上 位 20タ イ ト ル の う ち 5タ イ ト ル が マ ン

ガを原作としていることが分かる。

　 つ ま り 日 本 の コ ン テ ン ツ 産 業 に お け る 漫 画 産 業 は 、 そ の 市 場 規 模 こ そ 小 さ い も の の 、 メ ディ アミ ッ クス 原 作 と

なることでバリューチェーンにおいて重要な位置を占める割合の高い、重要な基幹産業であると言える。

日本発コンテンツIPの生涯収益 2

3

図２

生涯収益 生涯収益シリーズタイトル シリーズタイトル

＄110 billion ＄13.9 billionポケモン セーラームン

＄27.8 billion ＄10.8 billionガンダム ストリートファイター

＄30 billion ＄11.9 billionドラゴンボール FFシリーズ

＄14.5 billion ＄8.39 billion プリキュア

＄88.5 billion ＄13.9 billionハローキティ インベーダーゲーム

＄17.1 billion ＄10 billion リラックマ

＄47.5 billion ＄12.3 billionマリオ Wii シリーズ

＄15.6 billion ＄9.63 billionスーパー戦隊 モンスターストライク

＄47.9 billion ＄12 billionアンパンマン エヴァンゲリオン

＄15.4 billion ＄9.5 billionパックマン

　また経済産業省「コンテンツ政策について」（2017）によれば、海外のコンテンツ市場における日本由来コンテン

ツが占める割合は分野ごとに異なり、マンガが26.9%と圧倒的に高い海外シェアを持っていることが分かる。

1.1.2.　世界のコンテンツ産業におけるマンガ

海外のコンテンツ市場における日本由来コンテンツのシェア（単位：10億$）図３

コンテンツ合計 放送

ゲーム 映画

音楽 キャラクター マンガ

アニメ

389
555

61 56

16 11 2

20

2 . 5 %

2.5%

1.1%

0.2% 8.5% 26.9%

4.1%15.2%

日本由来コンテンツの売上は約141億米ドルと海外市場規模全体の2.5%を占める。

そのシェアは分野ごとに異なり、マンガ、ゲーム、キャラクター、アニメの順に大きい。

内訳
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　 つ ま り 日 本 の コ ン テ ン ツ 産 業 に お け る 漫 画 産 業 は 、 そ の 市 場 規 模 こ そ 小 さ い も の の 、 海 外 市 場 に お け る 市 場

占有率の高い国際競争力を持った産業であると言える。

1.2. 漫画産業の現状と展望

日 本 ・ アメ リ カ ・ フ ラ ンス は 、 そ れ ぞ れ 漫 画 の 生 産 ・ 消 費 に お いて 大 き な 市 場 規 模 と 歴 史 を 持 って い る た め 、 世

界 ３ 大 漫 画 文 化 圏 ・ 世 界 ３ 大 漫 画 市 場 と 呼 ば れ る こ と が あ る 。 そ れ ぞ れ に お け る 漫 画 は 微 妙 に 異 な る 形 態 を 持

つ 部 分 も あ る が 、 本 稿 で は 、 絵 と 台 詞 を 入 れ た コ マ を 繋 いで 見 せ る コ ン テ ン ツ 全 般 を 「 漫 画 」 と 呼 ぶ こ と に す

る 。 ま た 区 別 す る 場 合 に は 、 日 本 に お いて 発 展 し た 漫 画 を 「 マ ン ガ 」 、 アメ リ カ に お け る 漫 画 を 「 アメ コ ミ 」 、

フランスにおける漫画を「バ ンド・デシネ」と記載して区別する。


この10年、世界的に出版不況と言われる状況の中で、各地域の漫画市場は成長を続けている。

1.2.1.　世界における漫画産業の成長性

日本の漫画市場の推移（単位：億円）
4

5北米の漫画市場の推移（単位：M$）
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フランスの漫画市場の推移（単位：M€）6

三大漫画市場の2020年の規模比較

図６

図７

これら３地域の市場について、1€=1.2$=120円換算として比較すると、下図のようになる。

　上図の通り、日本は三大漫画市場の中でもとりわけ大きな規模の漫画市場を持っている。

　また日本・北米・フランスでの10年での年平均市場成長率（CAGR）は、3.7%・6.3%・3.8%となっている
が、直近3年で見た場合には12.3%・8.0%・5.6%といずれも高い数値となっており、特に日本での市場成長が
目覚ましい。

　この日本における市場成長は、デジタル漫画の勃興と普及が大きな要因となっている（後述）。

日本市場 6,126億円

1280M＄

327M€

北米市場
フランス市場

直近5年では、各地域における日本のフィジカル漫画の売上・市場占有率が、ともに急増している。

1.2.2.　世界における日本マンガの市場占有率
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北米市場における日本マンガの売上推移（単位：M＄）7図８
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これら直近5年での日本マンガの海外売上と市場占有率の急増には、1.インターネットアニメの普及と2.デジタ

ル海賊版の跋扈、この二つが大きな要因として存在している。

NetflixやAmazonPrimeVideoやCrunchyrol lなどネットアニメサービスの普及により、日本マンガを原

作とする日本アニメの視聴機会が増え、その原作としての漫画書籍の売上が伸びている。

その一方で近年では、アニメ化していない作品でも漫画書籍の売上が伸びるケースも増えている。その原

因として、海外で日本マンガのファンがコミュニティを形成してクチコミで作品認知を広げる布教活動に

勤しんでくれていることがある。ただ、布教のためにと現地ファンが各自で翻訳したデジタル海賊版を違

法アップロードした海賊版サイトが跋扈してしまっている側面もある。この点、デジタル海賊サイト経由

で日本マンガの認知度が拡大してフィジカル漫画の売上増加が起きているとも言えるが、海賊版サイトで

視聴された分も正規市場に乗っていたとすれば更に大きな売上規模になっていたはずなので、海賊版サイ

トが正規市場を阻害しているとも言える。そのため、影響の程度を一概に推し量ることは難しい。

1

2

フランス市場における日本マンガの市場占有率推移（単位：％）図９
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　例えばフランスでは、2019年のデジタル海賊版の読者は、フィジカル正規版購読者の5倍と推計される。

　推計したMangas . ioのアンケート調査によれば、正規版が海賊版と同時公開された場合には正規版を購入す
ると考える人も多いが、日仏の出版社同士の契約の都合で同時公開が難しい場合が多く、遅く公開される正規版
を待つくらいであればデジタル海賊版で視聴しようと考える人が多いようだ。 

　これらデジタル海賊版の跋扈が、フランスやアメリカを含めた海外でのデジタル漫画の正規市場の成長を阻害
していることは疑いない。

1.2.3.　デジタル海賊版の跋扈と正規市場への影響

　日本の場合には、違法なデジタル海賊版サイトに対する有効な対策がなされていなかった時期（2015~2018）
のデジタル漫画市場は毎年約300億円増加の成長ペースだったが、2018年に『漫画村』の停止などで海賊版対策
が進展して以降、2019からの3年間は約600億円・800億円・700億円の増加と成長ペースが大きくなっている。

　日本の場合には、違法なデジタル海賊版サイトに対する有効な対策がなされていなかった時期（2015~2018）
のデジタル漫画市場は毎年約300億円増加の成長ペースだったが、2018年に『漫画村』の停止などで海賊版対策
が進展して以降、2019からの3年間は約600億円・800億円・700億円の増加と成長ペースが大きくなっている。

1.2.4.　フィジカル漫画とデジタル漫画
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　日本に比べると北米やフランスでのデジタル海賊版対策は遅れており、それが各国でのデジタル市場の成長を阻

害していると思われる。実際、各国での漫画市場におけるデジタル比率は、日本で2019年に50%を超えたのに対

して、北米では10%程度に留まり、フランスでは更に低く2%である。11

フィジカル漫画

フィジカル漫画

デジタル漫画

デジタル漫画

日本におけるデジタル漫画とフィジカル漫画（単位：億円）10

12

図１０
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　目下、日本政府が各国と協力して海賊版対策を進めているので、今後は海外においてもデジタル漫画市場が日本

のように大きく成長していくことが予測される。

国際競争力強化に向けた漫画産業の基盤整備

Policy makers lab Journal,  vol.2



75

　デジタル漫画については、海賊版の跋扈する海外は日本ほど正規市場の成長は見えてこなかったが、直近になっ

て変化の兆しがある。その原因となっているのがウェブトゥーンである。


　デジタル漫画のいち形態であるウェブトゥーンは、WEB上で縦スクロールで読むことを前提として発展した韓

国発祥の漫画形式である。


　そのウェブトゥーンを掲載する韓国の漫画サービスが、世界各国で急速にユーザー数を増やしながら市場規模を

拡大させている。そして現在、ウェブトゥーンが新たにデジタル漫画市場を立ち上げていると言える地域も増えて

おり、更に、これまでフィジカル漫画を読む習慣のなかった国においてもデジタル漫画を読む習慣を作り出し始め

ている。


　そのため、いま日本以外の地域において、「デジタル漫画≒ウェブトゥーン」と認識される状況が作られつつあ

る。


　QYReserchによれば、ウェブトゥーンの世界での市場規模は2021年に3,673M$だったと推計され、今後、年間

平均成長率30.99%で成長して、2028年には26,214M$に達すると予測されている。

1.2.5.　デジタル漫画の成長性と市場占有率

　もちろん韓国国内におけるウェブトゥーン市場の成長も著しく、直近3年での年平均成長率は40.5%となってい

る。

世界ウェブトゥーン市場の成長予測（単位：M＄）図１２
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　こうして韓国のウェブトゥーン企業・作品がリードして進めている世界デジタル漫画の市場形成において、日本

企業や日本マンガは出遅れてしまっているのが実情である。


　例えば韓国のデジタル漫画サービスとして、Naver社やKakao社のウェブトゥーンサービスが世界各国で覇を競

う二代巨頭となっているが、それに比べると、日本の漫画産業におけるトップ企業である集英社が展開するデジタ

ル漫画サービスは後塵を拝している。

韓国ウェブトゥーン市場の推移（単位：億ウォン）図１３
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図１４

　また世界のデジタル漫画市場における競争状況を別側面から見るために、スマホアプリのダウンロードランキン

グやセールスランキングを見てみると、このようになっている。

世界版 世界版日本版 日本版
Webtoon Manga  Plus

MAU 500万人

MAUMAU 1500万人8400万人

MAU 1000万人
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図１５

図１６

つまりダウンロードランキングではNaver社が強く、セールスランキングではKAKAO社が強く、それぞれが上位

を競っている中で、日本企業のサービスは水を開けられている状況にある。





ここまで見てきた漫画市場の状況をまとめる。


2022年現在、国内ではデジタル漫画の市場成長により、海外ではフィジカル漫画の市場成長により、日本マンガ

は過去最高の売上規模となっている。一方で、今後の成長が最も大きく見込まれる海外のデジタル漫画市場におい

ては韓国のウェブトゥーンが先行しており、日本マンガが何ら対策をしなかった場合には、これから世界中で進展

するコンテンツ消費のデジタルシフトの中で、漫画分野におけるポジションと市場占有率を徐々に失っていくこと

が予想される。
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関連コラム：日本国内におけるデジタル漫画市場の実情

78

　ここまで海外市場におけるデジタル漫画では韓国サービスに出遅れている現状を概観したが、実は日

本国内においても、デジタル漫画市場では韓国サービスが台頭・席巻してきている現状がある。

　LINEマンガは韓国NAVER系列のサービスであり、ピッコマは韓国KAKAO系列のサービスである。 


　この状況について、韓国政府傘下のKOCCAは『漫画産業白書』の中で次のように表現している。 


「2020年　日本のデジタル漫画市場を占領したウェブトゥーン」


　もちろんこの表現には、約100年前に日本が韓国を占領統治していたことや、戦後から直近まで長ら

く韓国国内において日本産マンガがシェアを占めており韓国産マンガは遅れをとっていたという歴史的

経緯を踏まえた、意趣返しとしての側面が多分に含まれている。実際には、LINEマンガもピッコマ

も、韓国ウェブトゥーン企業の系列ではあるが、日系企業の出資も含めて設立された日本法人が運営し

ているサービスであり、両サービスの中で流通する漫画についても、全てが韓国産のウェブトゥーンと

いうわけではない。ただ、その表現が現状の比喩としてあながち間違っているわけではないほど、韓国

発のウェブトゥーンは影響力を増している。 


　例えばピッコマでは、2021年にピッコマ内で流通している漫画６万本のうち、縦スクロールで見ら

れる「韓国ウェブトゥーン」は６００本余りで１％にすぎないが、全体販売額でそれが占める比重は４

５％程度と高い。 

日本国内の漫画アプリ利用者数推移（単位：万人）
18

図１７
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ピッコマ内における作品割合と売上割合図１８

作品数の割合

99% 55%

45%

1%

売上の割合

日本マンガ作品

韓国ウェブトゥーン作品

　以上をまとめる。日本国内のデジタル漫画を見ると、プラットフォームとしては韓国産のLINEマン

ガとピッコマが人気になっており、そこで購入されているコンテンツとしても韓国ウェブトゥーン作品

が人気になっている。


　つまりプラットフォームとコンテンツの両面で、韓国産ウェブトゥーンの勢いが増しているというこ

とだ。





　では、これまで漫画大国であった日本のマンガが、なぜ韓国のウェブトゥーンにデジタル漫画市場で

負けているのか。


プラットフォームとして・コンテンツとして、それぞれの側面から次のように整理できるだろう。

プラットフォームとしての日本マンガの敗因

アプリ方針の弱さ

レコメンドAI構築の弱さ

韓国ウェブトゥーンのアプリは、１つのアプリ内にできるだけ多くの作品を掲載する方針を採用

しているため、読者便益が高くなっている。


一方で日本の出版社のアプリは、例えば集英社であれば、ジャンプ＋, マンガMee,ゼブラック, 

ヤンジャン！など、編集部毎に複数アプリが乱立しており、作品が分散している。これは出版社

の社内で雑誌ごとに編集部を分ける体制を取ってきたためだ。

例えば韓国ウェブトゥーンのピッコマは、「作品専用チケット」で読者と作品をマッチングさせ

ることによって売上を伸ばすことに成功している。


一方で日本の出版社のアプリは、新しいレコメンドA Iの構築に積極的ではない。これは元々が出

版社であるためにプログラマなどのWebサービス構築に必要な職種の人材を抱えていない体制で

あるためだ。

2 0

1

2
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ビジネスモデル構築の弱さ

例えば韓国ウェブトゥーンのピッコマは、「待てば無料」のフリーミアムモデルで売上を伸ばす

ことに成功している。これは韓国でウェブトゥーン企業がベンチャーとしてビジネスモデル構築

のために様々な方法を試してきた中で生まれたものである。


一方で日本の出版社は、従来の出版事業を抱えた上でのサブビジネスとしてデジタル漫画アプリ

に進出しているため、新しいビジネスモデルの構築の経験を持っていない。

これら全ての背景として、日本では出版業の老舗出版社がデジタル漫画のアプリを運営していることに

対して、韓国ではSNS運営から始まった新興のITベンチャー企業がデジタル漫画アプリを運営している

ことが大きな影響を及ぼしているように思われる。つまり、その経営資源や経営方針の違いによって

Webサービスとしての優劣が出てしまっていると推測される。

これら全ての背景として、日本マンガは雑誌や単行本での流通を前提に発展してきたことに対して、韓

国ウェブトゥーンはウェブでのデジタル流通を前提に発展してきたことがある。

3

コンテンツとしての日本マンガの敗因

カラー

更新頻度

読みやすさ

日本マンガは「白黒」の作品が多い。


韓国ウェブトゥーンは「フルカラー」の作品が多く、リッチである。

日本マンガは「週刊・月刊」の更新頻度の作品が多い。


韓国ウェブトゥーンは「週１〜２」の更新頻度の作品が多く、単純接触効果が高い。

日本マンガは「右始まり」で、その読み順に慣れていないと読みづらい。  


韓国ウェブトゥーンは「上から下へ縦に」真っ直ぐなので、初心者でも直感的に読みやすい。

1

2

3
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1.3.　日本漫画の課題

　以下は、韓国発のウェブトゥーン作品として世界的に大ヒットしている『俺だけレベルアップな件』のワン

シーンを各国語版で比較した画像である。

図１９ 各国語版の比較　『俺だけレベルアップな件』Chugong/DUBU

　前述のような世界デジタル漫画におけるウェブトゥーンの急成長に対して、日本でもウェブトゥーン形式の漫

画プラットフォームを立ち上げる企業が出てきたり、ウェブトゥーン形式の漫画作品の制作を始めるスタジオが

多数立ち上がるなどの動きが急速に進んでいる。 


　しかし2022年時点では、日本由来のプラットフォームやコンテンツとしての世界的ヒットはまだ登場してい

ない。 


　この状況を俯瞰した際に、日本マンガが後発である韓国ウェブトゥーンにデジタル漫画でのポジションを奪わ

れてしまった最も大きな要因として、国内市場がそこまで大きくない韓国では当初から世界展開を見越した作品

制作が行われていることに対して、国内市場が充分に大きい日本では国内を最重視して過度に日本市場に最適化

した作品制作が行われていることがあると推測される。 


　特に漫画分野においては、日本市場がガラパゴス化してしまっているために、日本国内向けの最適化が海外で

の競争力低下を招いてしまっているという課題がある。本章では、その具体的事例を示す。 

1.3.1.　漫画における文字列方向
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　これを見れば、日本語版だけ各国版と大きく異なる特徴を持っていることが分かる。


　日本語版だけ、セリフ文字が「縦書き」となっているのだ。


　ウェブトゥーン作品は世界展開を前提としているために、各国版によってフキダシの形や配置をローカライズし

て組み直すことを特徴としている。そのため、日本語版では原作の韓国版とは異なる縦長のフキダシ形にして、日

本語の縦書き環境に合わせたローカライズを行っていることが分かる。


　歴史的に見れば、漢字文化圏である中国や韓国や日本において文字の書式方向は「縦書き」が利用されてきた。

その後、日本では明治維新によって西洋化を進めたときから「横書き」の普及が進み、これを追う形で中国や韓国

でも横書きが普及していった。


　しかし、日本の漫画においては慣行として「縦書き」が残存している。


　一方で、韓国で制作されるウェブトゥーン作品の書字方向は「横書き」が通常となっており、中国では両方の書

字方向が混在しているが、ウェブトゥーンの隆盛によって「横書き」作品の流通が増えている。


そして今や世界で日本だけが、ウェブトゥーンを含む漫画を「縦書き」で読むというガラパゴス化した市場環境に

なってしまっている。


　このことが、日本マンガの海外展開をどのように妨げているのか、次節で詳しく見る。

　以下は、日本のマンガ作品として世界的に大ヒットしている『僕のヒーローアカデミア』のワンシーンを日本

語版とフランス語版で比較した画像である。

1.3.2.　言語翻訳差異と書式変換差異

図２０ 日本語版とフランス語版　『僕のヒーローアカデミア』1話　堀越耕平
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日本マンガではコマの配置が重要であるため、海外翻訳版の制作時にあたって、基本的にフキダシ形や配置の変更

は行われない。そのため、「横書き」を基本とする言語圏への翻訳の際には、「縦書き」を前提とした縦長のフキ

ダシの中に、文字を小さくして単語の途中で区切られた状態で無理やりセリフを詰め込むことになる。


つまり、海外版を制作するにあたって、文化や言語の差異によって翻訳しきれない部分が出てしまう「言語翻訳差

異」とは別に、縦書きを横書きに書式変換する際に生じる「書式変換差異」が存在している。


そのことがコンテンツとしての日本マンガ鑑賞の際にどのような影響を与えているのかが日本人にも分かりやすい

ように、「変換差異」だけを可視化したのが次の図だ。

　オリジナルの縦書き版と、書式変換した横書き版で、コンテンツパワーはどう変わっただろうか？ 


　漫画というコンテンツにおいてセリフの書体や大きさは重要である。また、多くの漫画家や編集者は「ひとめで

見て認識できる文字数」を意識して、1文字でも無駄な文字を削ることで漫画制作をしている。その観点から見れ

ば、縦書き版を横書き版に変換することで、どれだけコンテンツパワーが低下しているのか、上段コマの印象から

分かるだろう。


　また、下段コマに目を移すと、セリフ配置が気になるはずだ。下段コマでは、縦書きの慣用に沿って「右→左」

と右綴じ式でコマや文章が配置されている。しかし、横書きでは「左→右」に読むため、その書字方向が視線誘導

と喧嘩して、左右どちらのフキダシを先に読めば良いのか読み順が分かりづらくなってしまっている。さらに、日

本人でも感じるこの読みづらさ以上のことを多くの海外読者は感じているはずだ。なぜなら、アラビア文字以外で

は右綴じ方式の慣習がないからだ。つまり海外読者にとって、文字も文章も左から右に並べられていく左綴じ前提

の読み順が常識となっているため、右綴じ前提の読み順が初見読者に与えるストレスは大きい。

図２１ 縦書き版と横書き版の書式変換差異
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これを原因として、日本マンガに対する「なんか読みづらそうだし、別にいいや」という食わず嫌いが発生して、

潜在的読者の取りこぼしが発生しているように思える。


　つまり日本マンガの海外翻訳版は、この書式変更によるコンテンツパワーの低下というハンデを背負いながら市

場競争をしているのが実情だ。


　この変換差異によるコンテンツパワーの低下は、当初から横書きで制作されている韓国ウェブトゥーンには存在

しない。また、ウェブトゥーンは左右の視線誘導はなく上から下に読むだけの視線誘導が標準的であるため、横書

きで制作された韓国ウェブトゥーン作品を日本市場向けに縦書き変換した際の変換差異も極めて小さい。

　この変換差異を考える際に、次のような意見を多く目にする。


　「例えばその『僕のヒーローアカデミア』だって、すでに海外でヒットしている。それを見て分かる通り、わ

ざわざ制作方法を横書きに変更する価値はない」


　日本語版に比べるとコンテンツパワーの低下が見られる翻訳版であっても、たしかに海外でもヒットしている

ことは事実だ。しかし、だからと言って左綴じ横書き形式での作品制作を試す価値がないと決まった訳ではな

い。縦書きと横書きそれぞれの制作方法で同じ作品の売上状況を比較したわけではないからだ。もし『僕のヒー

ローアカデミア』が当初から横書きで制作されて、変換差異のない状態で世界流通していれば、海外では今以上

の超特大ヒットになっていたかもしれない。


　また、変換差異の重要性に関しては、次のような意見も目にする。


　「日本マンガはすでに海外でも人気だ。縦書きか横書きかという形式よりも、面白いかどうかという中身で漫

画が売れるかどうかは決まるんだ。だからアメコミやバンド・デシネよりも日本マンガの方が好きだという海外

ファンがいる。わざわざ形式を海外に合わせるよりも、内容が面白い漫画を作ることの方が何よりも大事ではな

いか？」


　たしかに北米やフランスを含む海外のフィジカル漫画市場において、日本マンガは人気である。特に直近数年

は、アメコミやバンド・デシネのそれぞれよりも上回る売上成長を見せる状況にある。アメコミやバンド・デシ

ネは左横書きで制作されており現地の人にとって読みやすいはずなのだが、内容において日本マンガで扱ってい

るバトルファンタジージャンルの作品がメインというわけではない。そのため、それら日本マンガが開拓して普

及させてきた「SHONEN」と呼ばれるジャンルを好む人にとっては、日本マンガの方が優位であることは事実

だ。


　つまり、「形式は読みやすいけど内容が好きじゃない」アメコミやバンド・デシネより、「形式は読みづらい

けど内容が好きな」日本マンガの方が良い、と考える人が一定数で存在している。


　しかし、この意見や事実を踏まえた上で、いま考えるべき本質的な問いは、次のようなものだ。


　「もし日本マンガが得意とする「SHONEN」ジャンルのようなファンタジーバトルの内容を、横書き形式の

読みやすい漫画として提供する人たちが現れたとしたら、どうなるだろう？」


ここでは、そのひとつが韓国ウェブトゥーンだと考えてみよう。


　「読みづらいけど内容が好きな」日本マンガと「読みやすくて内容も好きな」韓国ウェブトゥーンが同じ市場

に並んでいた場合、消費者はいったいどちらを選ぶだろうか？ 

1.3.3.　形式と内容
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　その正確な答えは未来にしか存在しない。ただ、その兆候が、未来の漫画市場の中心となるべき「デジタル漫

画」という領域で、いま現れ始めているのだと考えられはしないだろうか。


　それでも、まだ次のような意見も存在するだろう。


　「ウェブトゥーンは漫画とアニメの中間的なスナックカルチャーコンテンツであり、従来の日本マンガとは

ファン層も異なるし競合しない。だから、ウェブトゥーンの隆盛によって日本マンガの地位が脅かされるという

ことはないし、むしろウェブトゥーンによって増えた漫画コンテンツのファンが日本マンガにも還流されるの

だ」


　日本の漫画業界から反感を買わないようにウェブトゥーンが日本マンガの敵ではないことをアピールしなが

ら、変わりたくない日本マンガの業界人への甘言を含めているこの言説は、カカオピッコマ代表である金在龍さ

んの発言を震源地として、日本の漫画業界で広まってきている。


　もちろん、この意見は日本市場において、ある程度の正しさを含んでいるのも事実だろう。


　しかし海外市場を見た場合には、この言説を敷衍して「ウェブトゥーンの広まりが日本マンガの地位を脅かす

ことはないし、日本マンガは今のままで良いんだ」と考えるのは早計だ。


　次の写真画像をご覧いただきたい。

2 2
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　これは、私の住むパリ７区最寄りの大型書店「FNAC」で2021年末に撮影したものだ。


　この店舗ではマンガ特設コーナーの中でランキング紹介棚を設けており、直近の店舗内の販売部数の上位作品

を大々的に紹介している。そして画像の通り、このとき上位として紹介されていたのは次の作品だ。

　ここから、当時まだアニメ化されていない作品（怪獣８号・SPY×FAMILY・マッシュル・俺だけレベルアッ

プな件）がランキング入りしているという近年の日本マンガへの熱量の高まりを反映していることもうかがえる

が、それ以外の要素として特に注目すべきが1位と6位だ。


　1位は永井豪さんの承諾を得た公式二次創作本のようなファンブックで、永井豪ファンのフランス人クリエイ

ターが制作した漫画が載っている左綴じ横書き形式だ。


6位の「俺だけレベルアップな件」は韓国ウェブトゥーン作品を書籍向けにコマを割り直したもので、左綴じ横

書き形式だ。


　つまり、左綴じ横書き形式が、フィジカル漫画の売上でも「マンガコーナー」のランキング上位に6作中2作

もあるのだ。物理書店における物理書棚に、これまで韓国ウェブトゥーン作品は存在しなかった。このランキン

グ書棚に並べられる作品数には限りがある。その限られた上位６つの椅子を巡って様々な漫画が争っている中に

食い込んできた韓国ウェブトゥーン作品は、果たして「日本マンガと競合していない」と言えるのだろうか？ 


目に見える大きな数字としては、フィジカル漫画の領域では日本マンガが世界各国で好調だということを冒頭か

ら示してきたが、フランスで肌に感じる空気としては、そこに韓国ウェブトゥーン作品の割合が少しずつ増えて

きて日本マンガの棚を侵食しつつあるということだ。


　世界のデジタル漫画領域では韓国ウェブトゥーンに圧倒的な市場占有率を取られてしまったことに留まらず、

世界のフィジカル漫画でも日本マンガが占めていた棚を少しずつ韓国ウェブトゥーン作品に奪われ始めている。

それが、フランスで暮らしている私の実感だ。


　ここまでを踏まえれば、日本マンガが採るべき方向は明らかだろう。まずは世界競争に資するよう、当初から

「横書き」で漫画を制作することだ。横書きはウェブ上の世界の各言語における標準形式であり、ほとんどすべ

てのWEBツールのUIの前提となっている。世界市場での競争を考えるなら、縦書き制作は百害あって一利なし

の状況だろう。


　しかし今のところ、日本の民間企業にとっては日本市場が最大の収益源である。特に漫画という分野において

は、日本市場が世界的にも圧倒的な規模を誇る最大マーケットだ。そして日本市場の漫画読者は、「右綴じ縦書

き」の漫画を読むことに慣れている。そのため、日本企業がわざわざ「左綴じ横書き」でマンガを制作すること

で日本市場を蔑ろにするようなリスクは取らない可能性が高い。実際、過去に「左綴じ横書き」での漫画制作

に挑戦した国内事例は非常に少ない。2 3

グレンダイザーのファンブック

怪獣8号

SPY×FAMILY

ドラゴンボール超

マッシュル

俺だけレベルアップな件

1位

2位

3位

4位

5位

6位
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　そのため、民間企業の市場原理に任せていた場合には、世界市場が日本市場に比して十分に大きくなる５〜１

０年先まで、日本では右綴じ縦書きでのマンガ制作が続いている可能性が高い。しかし、そのときには既に勃興

期を過ぎて情勢の定まった世界デジタル漫画市場において、日本マンガはもう取り戻せないほど市場シェアを奪

われてしまっており、しかもデジタル漫画がフィジカル漫画以上に漫画全体の中で大きくなっている、という事

態も十分に考えられる。そしてフィジカル漫画の市場においても、デジタル漫画の市場占有率に沿うような形で

日本の市場占有率が少しずつ低下していく、という可能性は大いにある。
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2. あるべき姿

2.1.　表彰

韓国では、漫画産業振興のために、各種の表彰（賞金授与など含む）を行っている。


2020年 の 実 績 と しては 、 韓 国 漫 画 大 賞 ・ 現 代 漫 画 賞 ・ 創 作 漫 画 公 募 展 ・ 漫 画 原 作 活 性 化 公 募 展 ・ デ ジタ ル 漫 画

創作競演大会がある。

　作品性と独創性、読者選好度・作品認知度・漫画産業発展貢献度などを考慮して名実ともに韓国最高の人気漫

画 を 選 定 す る 賞 。 大 統 領 賞 と して 『 神 の 塔 』 SIU作 、 文 化 体 育 観 光 部 長 官 賞 と して 『 女 神 降 臨 』 ヤ ヨ ン 作 ・ 『 ガ

ダ ム 港 説 』 ・ 『 イ ミ テ ーシ ョ ン 』 パ ク・ ギ ョ ン ラ ン 作 、 韓 国 コ ン テ ン ツ 振 興 院 長 賞 と して 『  The Boxer』 チ ョ

ン・ジフ ン作。

2.1.1.　韓国漫画大賞

　 韓 国 は 、 文 化 産 業 を 21世紀の基幹産 業だと して （1998金 大中大 統 領就任演 説 ） 、 文 化 振 興 の枠組みの中で 漫

画産業の振興育成につとめてきた。


　 そ の 結果 、 20年 前 に は 作 家 も 作 品 も ごく少数 し か存在せず、 日本 に 比べて 後進 国 と 言える 状況 に あ っ た 韓 国

の漫画産業が、いまや世界に向けた輸出産業となっているほど、漫画産業の振興に成功している。


　そこで本章で は 、 韓 国 の 漫 画政策のうち日本で も すぐ取り入れられそうな政策を概観 す ることで、日本の 漫 画

振 興政策の あ るべき姿を 考えた い 。以下、本章で は 韓 国 の 漫 画 産 業白書2021とウェブトゥーン事業 実態報告書
2021を参考に記述する。（図表の出典はすべて漫画産業白書2021）。
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　 今 の 韓 国 漫 画 を 代 表 す る 作 品 を 選 定 し 、 作 家 や 企 業 の 創 作 意 欲 を 高 め 、 一 般 読 者 た ち に 韓 国 漫 画 の 消 費 環 境

を 改 善 す る  た め に 「 現 代 漫 画 」 選 定 事 業 を 推 進 して い る 。 2019年 9月 1日 か ら 2020年 8月 31日 ま で 発 表 さ れ た

出 版 お よ び オ ン ラ イ ン 漫 画 2.519作 品 を 対 象 に 2回 審 査 を 通 じ て 88作品を選定し、最終選定審査過程を通じて計 

5作 品 を 選 定 。 選 ば れ た 5つ の 作 品 に 文 化 体 育 観 光 部 長 官 賞 と 授 賞 金 を 支 給 し 、 授 賞 式 と 多 様 な 広 報 を 行 い 、 一

般読者の多くの関心を受けた。

　 漫 画 創 作 の 活 性 化 に 向 け た 動 機 付 与 と 潜 在 的 な 漫 画 創 作 人 材 を 発 掘 し 、 大 衆 性 と 芸 術 性 を 備 え た 短 編 漫 画 や

漫 画 発 掘 を 通 じ た 漫 画 産 業 活 性 化 の た め 「 第 18回 大 韓 民 国 創 作 漫 画 公 募 展 」 も 推 進 し た 。 満 18歳 以 上 の すべて

の 漫 画 創 作 者 を 対 象 に 短 編 漫 画 や 漫 画 応 募 を 受 け、 合 計 98作 品 が 受 付 さ れ た 。 専 門 家 選 定 審 査 を 通 じ て 選 定 さ

れた合計8つの優秀作品は授賞金と作品集制作などを支援した。

2.1.2.　現代漫画賞

2.1.3.　創作公募展
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漫画原作活性化公募展は、ウェブトゥーン原作のコンテンツ制作支援を通じて優秀作品を発掘し、新人作家プロ

デュースおよび教育支援を通じて優秀人材を養成する公募展だ。社団法人ウェブトゥーン産業協会とともに新人

予備作家を対象に公募を実施し、計225の作品が受付された。専門家審査と独自投票で選ばれた予選及び本選進

出者14作品は企画開発費を支給し、専門家の審査を経て計6作品が選定された。

　全国デジタル漫画創作競演大会は、韓国最大規模のウェブトゥーン  プラットフォームであるNaverWebtoon

と連携し  て新人漫画家たちに連載機会を提供し、次世代漫画人材養成と優れたコンテンツ発掘に意義を置いて

いる事業だ。計512作品が受付され、専門家審査を経て110作品が予選に進出し、オンライン読者投票を通じて

31本が選ばれた。以後、オンライン独自投票を反映したトーナメントコンテストで作品選定が行われ、予選か

ら 決 勝 まで計  31作品を発掘して創作支援金を支援した。また、最 終 8作品を受賞者に選定して授賞金を支給  

し、上位3作品はNaverWebtoonでの正式な連載機会も持つようになった。

2.1.4.　原作活性化公募展

2.1.5.　デジタル漫画創作競演大会

国際競争力強化に向けた漫画産業の基盤整備

Policy makers lab Journal,  vol.2



91

2.2.　補助金：多様性漫画支援・創作初期段階支援

　補助金の支出として、2020年には多様性漫画支援・創作初期段階支援を進めている。

　 非 活 性 化 ジャ ン ル 制 作 支 援 で 漫 画 エ コ シ ス テム の 多 様 性 を 拡 大 す る た め の 事 業 だ。 韓 国 漫 画 の 持 続 的 発 展 と 拡

大 を 目 的 と して、 人 気 ジャ ン ル より も 非 アク ティ ブ な ジャ ン ル を 支 援 し 、 商 業 的 ・ 大 衆 的 人 気 の た め の 漫 画 より

も 代 替 的 性 格 の 漫 画 を 支 援 し た 。 芸 術 漫 画 や 実 験 的 な 漫 画 な ど 非 商 業 的 目 的 で 優 れ た 新 規 多 様 性 漫 画 44の 課 題

を 製 作 支 援 し た 。 製 作 支 援 は 、 少 な く と も 120ペ ージ 以 上 の 断 片 と 200ペ ージ 以 上 の 中 編 制 作 支 援 に 分 け て 事 業

公 募 を 行 っ た 。 公 募 の 結 果 、 前 年 度 の 122 件 で 大 き く 増 加 し た 239件 が 受 付 さ れ 、 支 援 需 要 が 非 常 に 拡 大 し た こ

と が 確 認 で き た 。 支 援 金 の 70％ を 作 家 創 作 支 援 金 と し て 支 給 し 、 作 家 が 作 品 に も っ と 集 中 で き る 環 境 を 造 成

し、SNS広報映像制作および独立漫画専門プラットフォームや書店プロモーションを通じて優秀出版漫画を広報

した。 

優 秀 な 企 画 アイ デ ア が 創 作 に 連 携 で きる よ う に 企 画 取 材 段 階 を 支 援 す る こ とで、 創 作 者 が 実 質 的 に 最 も 必 要 とす

る 創 作 初 期 段 階 の 経 済的困 難を解 消し 、 活 発 な 作 品 創 作 を誘 導し た 事 業 だ。 創 作 者が 作 品 に 集 中 で きる よ うに 支

援 金 の 18％ は 企 画 ・ 開 発 ・ 取 材 費 で、 82％ は 創 作 支 援 金 で 支 援 し 、 新 規 60種 の 企 画 開 発 作 品 を 発 掘 ・ 製 作 し

た。公募の際、前年度269件で大幅に増加した429作品が受付され 、「7 .15  :  1」の高い競争率を記録した。 


次 の Webtoon連 載 SNSチ ャ ン ネ ル を 活 用 し た プ ロ モ ー シ ョ ン 映 像 の 制 作 60の 課 題 の う ち 、 ネ イ バ ー  ウ ェ ブ

ト ゥ ーン、 次 の ウ ェ ブ ト ゥ ーン 連 載 、 コ ン ペ 戦 受 賞 な ど  21の 課 題 か ら 具 体 的 な 成 果 が 導 出 さ れ た 。 ま た 、 SNS

広 報 映 像 の 制 作 と イ ンフ ル エ ン サ ー に よる 広 報 進 行 、 独 立 漫 画 フ ラ ッ ト フ ォ ーム 提 携 な ど を 通 じ て 広 報 チャ ンネ

ル を 拡 大 し た 。 創 作 者 が 企 画 ・ 開 発 にさ ら に 集 中 で きる  よ う に 制 作 期 間 を 考 慮 し 、 連 載 の た め の 実 質 プ ロ モ ー

ションのために得られた分 量を縮小し調整した。より多くの作家が支援を受けるために支援対象を拡大し、漫画

分野標準契約書教育を義務化することで、新人作家の公正な漫画生態系進入と権益保護に先駆けた。 

2.2.1.　多様性漫画支援

2.2.2.　創作初期段階支援

国際競争力強化に向けた漫画産業の基盤整備

Policy makers lab Journal,  vol.2



92

　クリエイターやエージェントやプラットフォームなど各種プレイヤー間での不公平な契約を無くすことで、漫

画分野での健全な産業環境形成を目的として、2015年に漫画分野標準契約書を制定。


標準契約書の利用実態調査や、利用しない理由の把握などに努めて、2020年には8割以上の普及率となってい

る。


　一方の日本では、長らく契約書が存在しない慣行が漫画業界にはあり、適切な産業環境とは言い難い。

　韓国では漫画産業振興のため、調査統計を元にした白書の作成と公開が毎年行われている。


　2021年版としては、下記２種類が発行されている。

漫画産業白書：約250ページ


ウェブトゥーン報告書：約150ページ

2.3.1.　漫画分野標準契約書

2.3.2.　漫画産業白書・ウェブトゥーン報告書

2.3.　情報公開
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　この白書の作成にあたって各種の調査が行われており、そこで見つけられた労働問題や法務問題などに順次対

応することで、産業育成が図られている。


　例えば韓国の漫画産業が抱える課題として、2020年のウェブトゥーン作家は、週60時間労働により84%が精

神的・肉体的な健康悪化を訴えていることが挙げられている。


　日本でも同じように週刊連載漫画家の劣悪な労働環境について改善必要性が叫ばれることはあるが、公的機関

によるこうした統計的調査は行われておらず、課題解決に向けた動きも強制性を持っていないのが実情だ。

　韓国ではデジタル環境の漫画生態系に合致する専門創作人材と教育講師を養成し漫画産業支援の現状拡大のた
めに推 進している。生 涯 周 期 別漫画創作専 門 教育で、底 辺 拡 大と段 階的教育プ ロ グ ラムを通じた産業核 心 人 材の
養成に意 義がある。漫画専 門 教育プ ロ グ ラム 「 K-Comicsア カ デ ミー」では、16コース 33講 座を開 設し、1.309
人の受 講 生を排 出し、前年比 16％ 増 加した95.6％の修 了 率を記 録した。「 コンテ 構成」 「 契 約と著作権 」のパ
イ ロ ット教育を推 進し、コンテンツ間の融 合のために「 キ ャ ラ クター絵 文 字 」 コースを運 営した。特に大韓民国
創作漫画公募展と連携して脱落者を対象にコンサルティング盤とデビュー盤を新設した。

　「 柔 軟なカ ットフ ローのためのストーリーとコンテ 構成」 「実習で学 ぶ ク リ ッ プ ス タ ジ オ 」 「 プ ロ ク リ エ イ
トで始 まるデ ジタ ル 描画」など動画講 座8種と漫画教 材 5種を開 発し、2 ,206人が参 加した。韓国技 術 教育大 学と
協力して8種の動画コンテンツを確保し、EBS遠隔教員連水原に学校漫画教育動画を提供した。

　これらを含 めた創作のためのストーリー構成と演 出漫画理解と漫画講 座の設計として、ア カ デ ミー運 営 （ 16
コース ） 教 材 開 発 （ 5 種開 発 ）動画講 座 開 発 （8種開 発 ） 広 報 映 像など11種制作。ポ ストコ ロ ナを準 備して漫画
専 門 教育の領 域を拡 大し、受 講 後に再 教育をしたい教育生と全国の予 備 創作者および漫画家を対象にオンラ イ
ン教育サ イトの活性化を推 進している。また、学 習 後 講 師のフィード バ ッ クを受けるフ リ ッ プ ラーニング 教育を
導入し、オン・オフライン並行教育を通じて教育の効果を最大化する予定だという。

2.4.1.　専門人材育成・教材開発

2.4.　教育
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3. 対応の方向性

3.1.　表彰：横書き漫画大賞の設立

3.2.　補助金：横書き漫画の創作初期段階支援

日本市場に横書きマンガを普及させることで、日本向けに制作しても海外競争力のある市場環境を形成する。

日 本 で は 現 状 、 横 書 き マ ン ガ が ほ と んど 制 作 さ れてお らず、 横 書 き の ペ ージ マ ン ガ に 対 応 して 左 か ら 右 に

読む漫画を掲載している漫画専用アプリや漫画専用サイトが存在しない。


そ の た め 左 綴 じ 横 書 き で 漫 画 制 作 しても 掲 載 す る 場 所 が 商 業 漫 画 の 圏 内 に は 存 在 せ ず、 民 間 に 任 せ て いて

は縦書きに特化したガラパゴ ス的な国内市場の歪みは是正されない。

横 書 き 漫 画 大 賞 を 設 立 し 、 日 本 市 場 で 横 書 き 漫 画 の 受 容 を 広 め る 。 そ う す る こ とで 各 民 間 企 業 の サ イ ト や

アプリの中にも、自然と横書き漫画の仕様のものが出現することを目指す。

創作者が実質的に最も必要とする創作初期段階の経済的困難を解消し、活発な作品創作を誘導する。


特 に 横 書 き 漫 画 の創作初期段階を補助す る こ と により、 日 本 で の 横 書 き 漫 画 の 制 作者を増や す こ と が で き

る。

背景・課題

解決策

解決策

　日本国内の漫画関係者の中には、次のように考える人もいる。


　「韓国 のウェブトゥーン が人気に なって い る と言っても、 そ の 内 容 は「異世界モノ」と「恋愛モノ」ばかりと

ジャンルに偏りがあって、日本ほど内容の多様性がない。そのためブームは一過性に終わるだろう」 


こ のよう な ジャンルの偏りに 対 す る 対 応 と して、韓国政府が多様性漫 画振興の政策を進め て い る こ と は 、先ほ ど

補助金の項目で見たところだ。


　同じよう に 、 日 本 も 作品制 作 が「縦 書 き」に偏って い る た め に 海 外 で の新規読者の獲得競 争 で韓国ウェブ

トゥーン に先行さ れて い る のだとす れば、 日 本 の政策と して行うべき は「横 書 き」の 漫 画 制 作 を振興す る こ とだ

ろう。


　また 、2022年を もって文化庁のメディア芸術祭で の マ ン ガ部門の表彰が終了す る 日 本 で は 、 いまや 外務省が

行う日本国際漫画賞が唯一の公的表彰である。一方の韓国では多種多様な表彰制度により漫画振興を行っている

ことを鑑みれば、日本では「横書き」のマンガ賞を設立して表彰することで、日本市場で横書きマンガの受容を

広める政策を採ることが、ガラパゴ ス化した日本市場の歪みを是正して国際競争に向けて日本企業や日本マンガ

の未来を作っていくことに繋がるように思われる。
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国
委託 表彰・補助

民間団体等 漫画家・出版社

3.3.　情報公開：漫画分野標準契約書の作成と公開

3.4.　情報公開：国内と海外の漫画産業調査書の作成と公開

　デジタル漫画市場の勃興により、著作権においては出版権だけでなく公衆送信権の重要性が増しており、各種

の権利の扱い方が複雑になっている。


　またウェブトゥーンなどのデジタル漫画制作においては、組織的な制作体制下で著作権を複数人に分配設定す

る事例も増えており、その配分比率や方法などを巡って新しい知識体系の普及が望まれている。


日本では、従来から文化庁が著作権に関わる契約書雛形を公開しており、2022年4月1日には著作権契約書作成

支援システムとして刷新したサイトを公開しているが、あくまで一般人どうしの契約を前提にしたものであり、

漫画分野に限定した雛形ではないために原稿料や印税や出版権や公衆送信権など漫画分野に関する職業人として

重要な内容は記載されていない。そのためマンガ産業の職業人での利用者は少なく、その利用率も不明であ

る。


　そこで、韓国での政策と同様に、漫画分野に限定することで漫画業界関係者の実利用に資する標準契約書を作

成公開することで、クリエイターとエージェントとプラットフォーマー（漫画家と出版社と閲覧販売事業者）ら

の間で公正で適切な契約環境を整備する。

　日本では漫画産業に関する毎年の定期調査は行われておらず、その産業実態や労働実態、及び輸出入経済規模

などが正確に把握されておらず、対策実行の前提となる課題把握すらままならない状態にある。


　国内のマンガ産業実態調査と、韓国の漫画産業白書の翻訳などによる海外のマンガ産業実態調査を委託して報

告書を公開することで、海外のマンガ業界事情を知らない業界関係者を減らして海外展開での失敗を減らす。
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４. 結語

　日本の漫画関連のニュースでは、読者の目を惹くような刺激的なタイトルの記事が並んでいる。


　 日 本 マ ン ガ に つ いて、 日 本 マ ン ガ が 海 外 で 過 去 最 高 の 売 上 とな って い る こ と を 嬉 々 と して 伝 える 記 事 が あ る 一

方で、韓国ウェブトゥーンの隆盛で日本マンガに未来がないかのように恐怖を煽る記事がある。


　 韓 国 ウ ェ ブ ト ゥ ーン に つ いても、 日 本 で ウ ェ ブ ト ゥ ーン を 推 進 し た い プ ラ ッ ト フ ォ ー マ ー や 制 作 ス タ ジ オ の ポ

ジショントークを含む記事がある一方で、今のまま変わりたくない漫画家や編集者のポジショントークを含む記

事がある。


　 一 面 的 な 情 報 の 取 り 扱 いで 毀 誉 褒 貶 の 激 し い 言 論 とな って い た り、 各 当 事 者 の 思 惑 や 願 望 が 記 載 さ れ た だ け の

記 事 が 多 く 、 １ 章 で 示 し た よ う な 海 外 デ ー タ や ２ 章 で 示 し た よ う な 海 外 政 策 事 例 が 適 切 に 取 り 上 げ ら れ な い ま

ま、 「 な ん とな く そ う ら し い 」 と い う 伝 聞 や 思 い 込 み に よって 日 本 的 空 気 が 醸 成 さ れて し まって い る よ う に 思 え

る。


　 韓 国 で は 漫 画 産 業 白 書 を は じ め とす る 公 的 機 関 に よる 情 報 公 開 に よって、 国 家 的 に 漫 画 産 業 の 現 状 が 調 査 分 析

された上で将来像が明示されている。日本でも、同じように公的機関による適切な業界事情の調査と情報公開が

必須だろう。


　 私 は 、 日 本 人 の 母 と 在 日 韓 国 人 ２ 世 の 父 の もと に 生 ま れ 、 フ ラ ンス 人 の 妻 と 結 婚 して、 い ま フ ラ ンス に 住 んで

いる。


　 そ の 環 境 か ら 見 えて い る 空 気 が、 日 本 の 漫 画 業 界 に 蔓 延 す る 空 気 と 違 う こ と に 危 機 感 を 持 って、 本 論 文 を 記 述

した。


　私は、マンガもウェブトゥーンもバ ンド・デシネもアメコミも、それぞれの文化が上手く相互作用し環境に適

応しながら進化することで、世界中の読者をより一層楽しませてくれる未来になることを望んでいる。


フ ラ ンス の バ ン ド ・ デ シ ネ も アメ リ カ の アメ コ ミ も、 近 年 の 日 本 マ ン ガ の 隆 盛 を 受 け て、 扱 う 内 容 テ ー マ や コ マ

割 り な どで 日 本 マ ン ガ の 影 響 を 受 け た 作 品 が 増 えてき て い る 。 同 じ よ う に、 日 本 マ ン ガ も 世 界 の 市 場 変 化 を 敏 感

に 感 じ 取 り な が ら 、 「 日 本 マ ン ガ は 変 わ ら な くて い い 」 と い う 思 い 込 み に よる ガ ラパ ゴ ス 化 か ら 脱 して、 より 素

晴らしい作品を世界に届ける競争を繰り広げ続けて欲しいと願うば かりである。
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1.無人化に向けた法規制の見直しの動き

近年の技術の発展により、様々な分野で「無人化」の動きが見られる。無人化を実現するためには、技術
的に可能であるだけでなく、有人規制の見直しなど、法令上どのような規律にすべきであるのか検討を進
める必要がある。現在も、規制を類型化して一括的に規制の見直しを行う面の改革や、個別の規制の見直
しを行う点の改革という形で、無人化に向けた規制の見直しが進められている分野もある。
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3.無人コンビニの普及に向けた提言
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無人化に向けた有人規制の見直しの動きと無人コンビニの
普及についての提言

無人化 有人規制

1. 無人化に向けた法規制の見直しの動き

104 無人化に向けた法規制の見直しの動き

　 近 年 の 技 術 の 発 展 が 著 し い こ と は 周 知 の こ とであ り、 様 々 な 分 野 で コ ン ピ ュ ー タ、 ハ ー ド ウ ェ ア、 ソ フ ト ウ ェ

アを駆使して人を代替する技術が生み出されている。たとえば、GPS、カメラ、レーダー、センサーなどの装置

や技術を駆使して道路上の周囲環境を読み取りながら、運転操作の自動制御を行う自動運転は、運転という人が

行って いた行為 を代替する 技術である。ま た、海事 分野におけ るデジタライ ゼーション により実現さ れる、舶用

機器からネットワークを通じて得られた情報やデータを分析し、フィードバックすることにより、機器等の自動

制御や船員への支援に活用する海上を運航する自動運航は、船舶を運転するために人が行っていた制動を代替す

る技術であるといえる。


　 こ の よ う に、 技 術 上 、 様 々 な 分 野 で 人 を 代 替 す る こ と が 可 能 に な ってき てお り、 技 術 的 に は 人 の 手 を 不 要 とす

る 「 無 人 化 」 の 実 現 可 能 性 が 高 まって い る 。 一 方 で、 既 存 の 法 規 制 は 、 基 本 的 に は 人 が い る こ と、 人 が 行 為 を す

る こと を 前提 とし た 有人 を 想定 してい る 規制 （以 下 「有 人 規制 」と い う。） が多 い 。そ の ため 、無 人 とする 場合

に ど の よ う な 規 律 に すべ き か、 あ る い は 望 ま し い の か と い う 点 に つ いて 検 討 を して、 法 改 正 を 進 め て い か な け れ

ば、無人化を実現することが難しい状況にある。


　無人化された事業やサービスを社会実装するための有人規制の見直しや、見直しに向けた取り組みは、現在も

進 め ら れて い る と こ ろ であ る 。 本 稿 で は 、 現 在 の 有 人 規 制 の 見 直 し の 主 要 な 動 き を 概 観 しつ つ、 社 会 の イ ンフ ラ

とな って い る コ ン ビ ニ エ ンス ス ト ア の 無 人 化 に 向 け た 法 規 制 の 課 題 と、 今 後 考 え ら れ る 取 り 組 み に つ いて 提 案 す

る。

1.1 無人化を可能とする技術の発展と法規制

2



105 無人化に向けた法規制の見直しの動き

　有人規制の見直しの動きは、面の改革と点の改革の両面において進められている。


面の改革とは、デジタル庁が進めているデジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン（以下「一括見直しプ

ラン」という。）が該当し、規制を類型化し、その類型ごとに、一括的な見直しを行う取り組みであり、規制の

見直しを横断的に行っていくものである。一括見直しプランは有人規制の見直しという名目により進められてい

るわけではないが、一括見直しプランの中で既存の法規制のうち代表的なアナログ規制の見直しが行われてお

り、見直しが行われている類型化された法規制に有人規制が含まれている状況にある。


　これに対して、点の改革とは、見直しを行うべきと判断された個別の規制を重点的に見直すものであり、対象

となる一つ一つの規制の内容を検討し、ピンポイントで見直しを図っていくものである。面の改革は近年注目さ

れ始めた動きであり、従来は点の改革として法規制の見直しが行われていた状況にある。点の改革として、業界

全体で動きが進められている有人規制もあれば、事業者ごとに国が用意している制度を利用するなどの方法によ

り、有人規制の見直しに向けた取り組みが行われているものもある。


　以下イ及びウでは、面の改革である一括見直しプランと、点の改革として見直しが進められる気運のある個別

の法規制についてもう少し詳しく見ていきたい。

　一括見直しプランは、日本のデジタル改革、行政改革、規制改革を「構造改革のためのデジタル原則」に沿っ

て計 画的かつ効 果的に進めるため、以下の事項に関する今 後 3年間の集中改革期 間における政 府の取組方針を示

すものであり、デジタル庁に設 置されたデジタル臨 時行政 調 査 会によって2022年6月 3日に公表されたものであ

る。


・アナログ規制の見直し及び規制の見直しアプローチ


・アナログ規制の見直しに向けた取組の展開と応用（地方公共団体への波及やテクノロジー企業の活用）


・法制事務のデジタル化に向けた取組


・デジタル時代にふさわしい政府への転換

① 一括見直しプランの位置付け① 一括見直しプランの位置付け

イ.  一括見直しプラン

1.2 有人規制の見直しの動き

ア. 面の改革と点の改革



106 無人化に向けた法規制の見直しの動き

構造改革のためのデジタル原則図１

　一括見直しプランの前に面の改革が実施された例として、書面規制、押印、対面規制の見直しが挙げられる。

　 書 面 規 制 、 押 印 、 対 面 規 制 の 見 直 し は 、 2020年 4月 27日 経 済 財 政 諮 問 会 議 に お け る 安 倍 総 理 （ 当 時 ） か ら の
検討要請を踏まえ、テレワーク等の推進及びデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として行われたもの
で あ る 。 2020年 7月 2日 に 開 催 さ れ た 第 8回 規 制 改 革 推 進 会 議 で 「 書 面 規 制 、 押 印 、 対 面 規 制 の 見 直 し に つ い
て 」 が 公 表 さ れ 、 「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2020（ 令 和 2年 7月 17日 閣 議 決 定 ） 」 （ い わ ゆ る 「 骨 太 の 方
針 」 ） 及 び 「 規 制 改 革 実 施 計 画 （ 令 和 2年 7月 17日 閣 議 決 定 ） 」 に 基 づ き、 各 府 省 は 、 原 則 と して 全 て の 見 直 し
対象手続について、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、オンライン化を行う
こととされ 、実際に法規制の改正などが進められた。

　② 一括見直しプランの策定までの動き

1

新たな価値の創出

業務改革・

BPR/組織

ルール

利活用環境

連携基盤

データ

インフラ

原則⑤

共通基盤利用原則

原則④


相互運用性確保原則

原則③


官民連携原則

原則②


アジャイルガバナンス原則

原則①


デジタル完結・自動化原則

ID、ベースレジストリ等は、国・地方公共団体や準公共といっ た主

体・分野ごとの縦割で独自仕様のシステムを構築するので はなく、官

民で広くデジタル共通基盤を利用するとともに、調 達仕様の標準化・

共通化を進めること。

官民で適切にデータを共有し、世界最高水準のサービスを享受 できる

よう、国・地方公共団体や準公共といった主体・分野間 のばらつきを

解消し、システム間の相互運用性を確保すること。

公共サービスを提供する際に民間企業のUI・UXを活用するなど ユー

ザー目線で、ベンチャーなど民間の力を最大化する新たな 官民連携を

可能とすること。

書面、目視、常駐、実地参加等を義務付ける手続・業務につい て、デ

ジタル処理での完結、機械での自動化を基本とし、行政 内部も含めエ

ンドツーエンドでのデジタル対応を実現すること 国・地方公共団体を

挙げてデジタルシフトへの組織文化作りと 具体的対応を進めること。

(デジタル社会を形成するための基本原則: ①オープン・透明 ②公平・倫理 ③安全・安心 ④継続・安定・強靱 ⑤社会課題

の解決 ⑥迅速・柔軟 ⑦包摂・多様性 ⑧浸透 ⑨新たな価値の創造 ⑩飛躍・国際貢献)

改革を通じて実現すべき価値

アーキテクチャ 構造改革のためのデジタル原則

一律かつ硬直的な事前規制ではなく、リスクベースで性能等を 規定し

て達成に向けた民間の創意工夫を尊重するとともに、 データに基づく

EBPMを徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善 を可能とすること。

データを活用して政策の点検と見直しをス ピーディに繰り返す、機動

的な政策形成を可能とすること。

(GtoBtoCモデル)

(機動的で柔軟なガバナンス)

第6層

第7層

第5層

第4層

第3層

第2層

第1層
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　 書 面 規 制 、 押 印 、 対 面 規 制 の 見 直 し の 議 論 が う ま く 進 め ら れ た こ と も 踏 ま えて、 他 の 領 域 で も 面 の 改 革 の 考 え

が 取 り 入 れ ら れ る こ と が 検 討 さ れ 、 有 人 規 制 を 含 む そ の 他 の 規 制 に つ いても 面 の 改 革 に より 規 制 の 見 直 し が 進 め

る 動 き が 生 じ た 。 有 人 規 制 の 緩 和 の 動 き は 、 2020年 10月 7日 の 規 制 改 革 推 進 会 議 議 長 ・ 座 長 会 合 か ら 始 まって

お り、 同 会 議 に お いて、 河 野 太 郎 大 臣 が、 「 ス タ ー ト は 押 印 の 廃 止 と い う と こ ろ か ら 始 め さ せ て い た だ き ま し た

が 、 次 は 書 面 ・ 対 面 を や め る 。 そ の 次 は 常 駐 ・ 専 任 義 務 を 廃 止 す る 。 」 と 発 言 し  、 有 人 規 制 の 一 つ で あ る 常

駐 ・ 専 任 義 務 を 廃 止 す る こ と が 述 べ ら れて い る 。 そ の 後 、 デ ジタ ル 庁 に お いて、 2021年 11月 か ら デ ジタ ル 臨 時

行 政 調 査 会 、 2022年 2月 か ら デ ジタ ル 臨 時 行 政 調 査 会 作 業 部 会 （ 以 下 「 部 会 」 と い う。 ） が 開 催 さ れ 、 構 造 改 革

の た め の デ ジタ ル 原 則 へ の 適 合 性 の 点 検 ・ 見 直 しや 新 規 法 令 の デ ジタ ル 原 則 へ の 適 合 性 の 確 認 プ ロ セ ス ・ 体 制 構

築 の 検 討 等 が 進 め ら れ る こ と とな っ た 。 部 会 で は 、 ①法 令 に より 「 目 視 」 「 実 地 」 「 巡 視 」 「 見 張 人 を 配 置 」 と

規 定 さ れて い る も の や、 ②法 令 に は 「 目 視 等 」 と 書 いてあ る が、 どこ ま で の 代 替 手 段 が 認 め ら れ る か 分 か ら な い

ので結局目視しかできていない可能性がある目視規制や実施監査規制、③主として物のチェックをする施設や製

品 の 管 理 、 品 質 保 持 な ど の チ ェ ッ ク を す る た め 、 あ る い は 人 へ の 対 応 を す る た め に 求 め ら れ る 常 駐 ・ 専 任 規 制

などの有人規制を含む、代表的なアナログ規制である目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専

任 規 制 、 書 面 掲 示 規 制 、 対 面 講 習 規 制 、 往 訪 閲 覧 ・ 縦 覧 規 制 の 7項 目 の 見 直 し も 進 め ら れ た 。 2022年 6月 3日 に

公 表 さ れ た 資 料 に よ れ ば 、 7項 目 の う ち 、 目 視 規 制 に つ いては 1688条 項 中 1617条 項 、 実 施 監 査 規 制 に つ いては

63条項中59条項、常駐・専任規制については894条項中260条項の見直しの方針が確定している。

2

3

　 こ の よ う に、 デ ジタ ル 庁 が 主 導 す る 面 の 改 革 と して 各 種 の 規 制 の 見 直 し が 進 め ら れてお り、 そ の 中 の 一 部 に 有

人 規 制 の 見 直 し も 含 ま れて い る 。 一 括 見 直 し プ ラ ン で は 、 有 人 規 制 の 見 直 し を 含 む 先 行 す る 7類 型 の 規 制 の 見 直

しだけでなく、地方公共団体の取組の支援、システム整備を通じた見直し、技術的検証を通じた見直し、法令等

の デ ジタ ル 原 則 適 合 性 を 自律 的 か つ 効率 的 に 確 認 で きる 体 制 及び プ ロ セ ス の 構 築 も 進 め ら れて い く が、 各 項 目 の

ス ケ ジュ ー ル は 下 図 の と お り であ る （ 法 令 等 の デ ジタ ル 原 則 適 合 性 を 自律 的 か つ 効率 的 に 確 認 で きる 体 制 及び プ

ロセスの構築については、2つ目の図のとおり前倒しで進められることになっている。）。


　 現在見 直 し が 進 め ら れて い る 有 人 規 制 の み で は な く 、 今 後 、類型化が 可 能 な 有 人 規 制 に つ いては 、 引 き 続 き 面

の改革により規制の見直しが進められることが想定される。

③ 一括見直しプランに基づき今後想定されるスケジュール
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デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直しのスケジュール 4図２

規

制

の
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括
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し
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ン

2022（R4）年 2023（R5）年 2024（R6）年 2025（R7）年

6月 7月 12月

規
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し

取

組

地

方

の
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備

シ
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テ
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検

証
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的

適
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性
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認

等

法

令

等

の

デ
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タ
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9月末までに全ての見直し対象条項 
について工程表素案を提出

早期に改正可能な通知通達等につ 
いては、先行的に改正に着手

見直し工程表の

作成・公表


【各府省庁・事務局】

通知通達等の

リスト作成


【各府省庁・事務局】

主な経済界要望の類型化・

先行事例構築・公表


【各府省庁・事務局】

左記以外の主な経済界要望の類型化・

先行事例構築・公表


【各府省庁・事務局】

先行事例を踏まえた見直しの展開

 【各省庁・事務局】

地方向けマニュアル

作成・ 公表

【事務局】

助言・フォローアップ等【事務局】

整備方針を中長期

計画※に記載・公表


 【各府省庁・デジタル庁】

関係者・ベンダー等とシステム整備の検討

 【各府省庁・デジタル庁】

第I期・技術的検証等(1年間) 

【各府省庁・事務局】

第II期・技術的検証等(1年間)

 【各府省庁・事務局】

システム整備 

【各府省庁・デジタル庁】

検証スキームの検討・実施 
【各府省庁・事務局】

法令のデジタル正本提供の 
実証実験に向けた検討等 

【事務局・各府省庁】

法令のデジタル原則適合性を判断するための「指針」の策定 

【事務局・各府省庁】

立法プロセスへの順次組み込み 

【事務局・各府省庁】

※ 「中長期的計画」とは、各府省庁が、今後五か年における情報システムに係る取組等の基本的な方針等を記載した計画
※ 法令等のデジタル原則適合性の 確認プロセス等に係るスケジュー ルの詳細は次ページに記載

法令のデジタル正本提供の機能実装・実証実験 

【事務局・各府省庁】

見直し方針の

検討・改正 


【各府省庁・事務局】

一括的な法改正の検討と具体化 【各府省庁・事務局】

政省令の改正【各府省庁】

※随時 

R 7 常 会

通知通達等の 見直し方針検討・改正

【各府省庁・事務局】 必要に応じて更なる通知通達等の改正※随時

集中改革期間
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デジタル原則への適合性確認のプロセス化に当たっての工程案図３ 5

2022（R4）年

2022（R4）年

2023（R5）年

2023（R5）年

2024（R6）年

2024（R6）年

2025（R7）年

2025（R7）年

第5回検討チーム(5/13)でお示しした工程表

更新後の工程表

デジタル臨調

デジタル臨調

①「指針」

①「指針」

③ 執行調整プロセス

③ 執行調整プロセス

体制整備

体制整備

② 立法プロセス等

② 立法プロセス等

集中改革期間（3年程度）

集中改革期間（3年程度）

デジタル庁にて素案作成 公の会議体で

議論

公の会議体で

議論

試行を踏まえ

見直し

夏：

指針の策定

夏：

指針の策定

重点

重点

重点

重点

概算要求・機構定員要求等

概算要求・機構定員要求等

指針/整備方針に盛り込み

指針/整備方針に盛り込み

詳細設計調整

調整

調整

調整

調整

調整

新 規

新 規

既 存

既 存

R6常会提出法案の

うちから確認

技術動向・

要望の把握

技術動向・

要望の把握

順次対象拡大

R4臨時会提出法案のうちから試行的に確認→順次対象拡大

公の会議体で議論

公の会議体で議論

本格実施

本格実施

前倒し

前倒し

8月：

素案の策定



110 無人化に向けた法規制の見直しの動き

　 面 の 改 革 と は 異 な り、 点 の 改 革 で は 、 類 型 化 で きる か 否 か を 問 わ ず、 無 人 化 を は じ め と し た 新 し い 事 業 を 行 う
に 当 た って ハ ー ド ル とな る 法 規 制 の 見 直 し が 進 め ら れて い く も の であ る 。 こ の よ う な 見 直 し と して、 業 界 全 体 で
官公庁も巻き込みながら進められているものもあり、冒頭で挙げた自動運転や自動運航の分野はまさにそのよう
な法規制の見直しに該当するといえる。

　 自 動 運 転 に つ いて み る と、 世 界 最 先 端 の ITS（ Intel l igent  Transport  Systems： 高 度 道 路 交 通 シ ス テム ） を
維 持 ・ 構 築 し 、 世 界 一 の 道 路 交 通 社 会 に よる メ リ ッ ト を 国 民 が 享 受 す る た め の 戦 略 を 官 民 が 一 体 とな って 策 定
し、それを実行することにより、「世界一のITSを構築・維持し、日本・世界に貢献する」ことを目標に、2014
年 6月 に 政 府 に よって 「 官 民 ITS構 想 ・ ロ ー ド マ ッ プ 」 が 策 定 ・ そ の 後 の 改 定 が な さ れ 、 2022年 8月 に は デ ジ タ
ル 庁 に より 「 デ ジタ ル を 活 用 し た 交 通 社 会 の 未 来 2022」 の 決 定 が な さ れ た 。 こ れ ら の 文 書 で 自 動 運 転 の ロ ー ド
マ ッ プ が 示 さ れ て お り、 実 際 に 、 2020年 4月 1日 に 施 行 さ れ た 改 正 道 路 運 送 車 両 法 及 び 道 路 交 通 法 に 基 づ き、
「 自 動 運 行 装 置 」 と い う 、 プ ロ グ ラム に よ り 自 動 的 に 自 動 車 を 運 行 さ せ る た め に 必 要 な 装 置 の 定 義 が 規 定 さ れ
た 。 ま た 、 2022年 4月 27日 公 布 （ 本 稿 執 筆 時 点 に お いて 未 施 行 ） さ れ た 改 正 道 路 交 通 法 に よって、 「 特 定 自 動
運 行 」 と い う 、 自 動 運 行 装 置 を 運 転 者 が い な い 状 態 で そ の 使 用 条 件 内 で 運 行 す る と い う 定 義 が 規 定 さ れ る に 至
り、運転者がいない状況で自動車が運行することを想定した法整備が進められている。

① 業界全体で見直しが進められている分野

ウ. 個別の規制の見直し

自動運転・運転支援のロードマップ図４
6
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　自動運航の分野では、国土交通省において、2018年に自動運航船の実用化に向けて技術開発と基準・制度見

直しの大枠を示したロードマップを策定・公表し、陸上からの操船やAI等による行動提案で、最終的な意思決定

者である船員をサポートする船舶であるフェーズ2の自動運航船を2025年までに実用化することを当面の目標と

定めている。

　自動運転や自動運航のように、政府主導、あるいは政府を巻き込んで業界全体で法規制の見直しが進められて

いる分野については、強い推進力があるため、有人規制を含めた各種規制の改正の実現可能性が高いといえる。

自動運航船の実用化に向けたロードマップ図５
7

技術開発の動向を踏まえて、基準・制度が足枷とならないように可能な措置を順次講じていく。

フェーズ I I自動運航船は、2020年より も 前に国内 で 先進的取 組が開始 されると見込まれ、技術開発・実証を積 極的に支 援

するとともに、基準・制度  等についても 内航船等で可能な措置から実施。また、IM Oの議 論をリードしつつ、外航船等に

おいても 内航船等と同 様の措置を検 討。

フェーズ I I I自動運航船は、船舶の運航に係る権 限・責 任 関 係 への影 響等の検 討など、技術的側面以 外の内 容を含めて中 長

期的に検 討。

先進的・実証的取組が始まる

技

術

開

発

・

実

証

技

術

開

発

・

実

証

I

M

O

-2020 -2025 2025-

船舶・舶用機 器の I o T、ビッグ データ 解 析等を活用した我が国のトップ

ラ ン ナー技術の開発を支 援  例 ) 衝 突 リ ス ク 判 断、船舶機 関 プ ラ ント事

故 防 止、甲 板 機 械の I o T化等

◉  自動運航船の安全な運航を確 保するために必 要な要 件を策定するた
めの実証を実施  

◉  企 画提案をベースに早 期実現可能な技術から順次実証を行う

◉  I M Oの議 論をリード しつつ、外航船等においても  内航船等と同 様

の措置を検 討

◉  技術開発・実証に応じて、新たに船員が必 要とする能力の要 件や、  

船員が当該能力を備えるための教 育の検 討

 船舶の運航に係る権 限・責 任 関 係 への影 響等の検 討

船上機 器がシ ス テ ムとして統 合・相 互に通信しながら一体的に機能し、高度なデータ 解 析

技術や A I 技術によって、船員がとるべき行動の具体的な提案を行い、また、  判 断に必 要な
情 報を視 聴 覚的に提示する船舶や、陸上からの船上機 器の直接的  操作 も可能となる船舶を

想定 ( 依 然として最終意思決定者は船員

i - S h i p p i n g （ O p e r a t i o n ) に よ る 技 術 開 発 補 助 ( 2 0 1 6 ~ )

自 動 運 航 船 実 証 事 業 ( 2 0 1 8 ~ )

よ り 高 度 な 技 術 開 発 ・ シ ス テ ム 化 フ ェ ー ズ I I I 自 動 運 航 船

フ ェーズ Ⅱ  自動運航船

フ ェーズ Ⅲ  自動運航船に対した措 置

普及期を迎える

離着桟や各種の航路交通状況、気象海象条件下でも適 切に機能する
システムを有した船舶であって、自律性が高く 最終意思決定者が船

員でない領域が生じうる船舶を想定

MSC99: 

初期段階としての遠隔操船を想定した際の改
正すべ き条約規定(SOLAS,STCW,COLREGs)

の洗 い出し結果の報告等

技術開発の動向等を踏まえた、 

必要な基準の見直し等

船舶のネットワーク 環 境を活用して各種セ ンサ等のデ ータ

を収 集・通信  する機能や、収 集 データの分析 結 果に基づい
て最適航路の提案やエ ン ジ ン 異 常の通知等の判 断を支 援す

る機能が備 わ った船舶を想定

フ ェーズ I  自動運航船（ I o T 活用船）

内航船等で可能な措置から順次実施  ( 遠
隔 操 船 等 の 自 動 運 航 に 係 る 、 船 内 外 の

設 備の  要 件の検 討 )

改 正 す べ き 条 約 規 定 の 洗 い 出 し

( M S C 9 9 - 1 0 2 )  自 動 化 の 段 階 的 な 発 展
を見据えた洗い出し作業の実

条 約改正検 討

条 約改正せ ずとも実現できること ( 同等効力
や免 除の規定の活用による )から実現

ガ イ ド ラ イ ン 作 成
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　業界全体ではなく、事業者単位で点の改革を目指している動きもある。近年、グレーゾーン解消制度や規制の

サ ン ド ボ ッ クス 制 度 な ど   事 業 者 単 位 で 利 用 可 能 な 制 度 整 備 が 進 んで き て い る こ と も、 事 業 者 自 身 に よる 動 き が

可 能 とな って い る 背 景 の 一 つ と して 存 在 し 、 特 に、 有 人 規 制 の 見 直 し との 関 係 で は 、 規 制 の サ ン ド ボ ッ クス 制 度

が利用されている。


　 規 制 の サ ン ド ボ ッ クス 制 度 と は 、 AI、 IoT、 ブ ロ ッ ク チ ェ ーン 等 の 革 新 的 な 技 術 や ビ ジ ネ ス モ デ ル の 実 用 化 の

可能性を検証し、実証により得られたデータを用いて規制の見直しに繋げる制度である。ざっくりと言ってしま

えば、見直しをしたい規制がある場合に、規制の見直すために不足しているデータを実証を通じて収集し、法規

制の見直しを実現するため制度といえる。


　 有 人 規 制 の 見 直 し と の 関 係 で 規 制 の サ ン ド ボ ッ クス 制 度 を 利 用 し た 例 と して は 、 大 正 製 薬 株 式 会 社 が 実 施 し

た 、 駅 改 札 内 に お け る OTC販 売 機 を 用 い た 一 般 用 医 薬 品 販 売 の 実 証 が 挙 げ ら れ る 。 実 証 で は 、 資 格 者 の 適 正 な

管理の下、駅改札内に開設済みのドラッグストアの店舗の一部として設置されたOTC販売機において、駅を利用

する一般生活者を対象に、一般用医薬品のうち第二類医薬品及び第三類医薬品（要指導医薬品及び第一類医薬品

を 除 く ） の 販 売 が な さ れ た 。 現 在 の 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 や 同

法 律 の 施 行 規 則 に よ れ ば 、 第 二 類 医 薬 品 及 び 第 三 類 医 薬 品 の 区 分 に 応 じ 、 薬 剤 師 又 は 登 録 販 売 者 に 販 売 を さ せ

る こ と が 求 め ら れてお り、 有 人 規 制 が 存 在 して い る 状 況 であ る 。 実 証 に より、 第 二 類 医 薬 品 及 び 第 三 類 医 薬 品 の

販売を含む医薬品の販売に係る有人規制を見直すことが目指されている事例であるといえる。

② 事業者単位で進められている動き

大正製薬株式会社の実証における販売フロー図６

8

「薬剤師又は登録販売者から直接情報提供を希望す る方は店舗で購
入をお願いします」 という趣旨を表示

店舗へ誘導し、


店舗の資格者が情報提供


 (薬機法施行規則第159 条の14第2項第1号関係)


・店舗は視認可能な 範囲


・店舗までは迷うことなく 容易に到達可能

資格者が販売 (代金の精算等は、一般従 事者も行

うことが可能)

決済

商品提供

実証参加の同意取得、 年齢 (18歳以上 (高校生を除く））の確認

選択したOTCの情報を確認 (用法・用量、効能・効果など)

購入したいOTCの種類、個数を選択

購入決定ボタンを選択

決済

商品提供

資格者が設定した質問に対する回答により、購入希

望者の状態を確認 (本剤のアレルギー、妊娠有無、 併用す る医薬品

がないことなど)

・実証実験中であること 

・資格者の氏名、店舗等の
連絡先 (薬機法施行規則159

条の14第2項第2号関係)

O T C 販 売 機 で の 購 入 を 希 望 す る

直 接 の 情 報 提 供 を 希 望 す る

同 意 し な い  /  1 8 歳 未 満

確 認 し な い

購 入 希 望 者 の 状 態 が 、  


資 格 者 が 設 定 し た 状 態 を 満 た さ な い

購 入 希 望 者 が 、 資 格 者 が 設 定 し た


上 限 を 超 え る 数 量 を 購 入 希 望

資 格 者 が O T C 販 売 機 の 表 示 を 確 認 し 、  
判 断 で き る 状 況 に あ る と き に 、 作 動 状
態 に  す る ( 資 格 者 が 判 断 で き な い 状 況
の と き  に は 、 購 入 が で き な い よ う に 作

動 停 止 状 態  に す る )

※ 1

※ 2 構築す るシステムで は 、 実際の 購買行
動 を加味し て ア クション の順番が前後

す る 可 能 性 は あ る が 、本実 証 の必要条
件を 全 て 満 た す も の と す る

O T C 販 売 機 で 販 売 し な い場合

同 意 す る 、 1 8 歳以上

確 認 し た

資 格 者 が 設 定 し た 状 態 を 満 た す

資 格 者 が 設 定 し た 購 入 可 能 数 の 上 限以下 の個数 を選択資 格 者 が 設 定 し た 購 入 可 能 数 の 上 限以下 の個数 を選択

選択し た 内容の 表 示

販 売 可 の 通知

資 格 者 の勤務する

店 舗 の端末に 表 示

資 格 者 の 関与の

具体的方 法 を 実 証

資 格 者から 直 接 の 情 報 提 供 を 希 望 す る方や 購 入条件に 満 た な い方は 店 舗へ案内 す る 。

O TC 販 売 機 で手続き が 開始さ れ る と、 資 格 者 の勤務す る 店 舗 の端末に 表 示 さ れ る 。

動 作 状 況 、 販 売 状 況 は 、 数秒ごと に、 店 舗 の端末に 表 示 さ れ る 。

POPや電子公告で明示
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　 ま た 、 株 式 会 社 Ne w Innovationsが 行 っ た 、 ロ ボ ッ ト を 用 い た 無 人 カ フ ェ であ る root  Cの 営 業 の 実 証 も、 有
人規制を見直すための実証である。実証では、無人の飲食店という形で乳を含む飲料が販売された。食品衛生法
に 基 づ く 飲 食 店 営 業 を 無 人 で 行 う こ と 自 体 は 、 厚 生 労 働 省 が 作 成 し た 「 HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理 
の 制 度 化 に 関 す る  Q&A」 （ 平 成 30年  8月 31日 作 成 （ 最 終 改 正 ： 令 和 3年 5月 31日 ） ） の 問 28に 基 づ き 認 め ら れ
ている。一方で、食品衛生法施行規則や条例では無人であれば不要な施設基準（従業者の手指を洗浄する設備な
ど ） を 設 け てお り、 無 人 であ る 場 合 で もそ の 例 外 が 定 め ら れて い な い 。 そ の た め 、 無 人 の 飲 食 店 を 営 業 す る 際 に
も、有人の場合と同じような施設を設ける必要があり、コストが増大することで無人の飲食店営業の拡大に繋が
ら ない 状 況に ある 。 この よ うに、 有人 であ るこ とを 前 提と し た施 設基 準 の見 直 しに 向け た 取り 組 みと して、 有人
規制の見直しに動いている例として挙げることができる。

root Cの写真 9図７
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　 1.で記 載 し た と お り、無人 化 を 可能とす る技術 の 発 展が進 んでお り、 そ の よ う な技術は社 会 の イ ンフ ラ とな っ
ているコンビニエンスストアでも進んでいる。

　 大 手 コ ン ビ ニエンス ス ト ア の 動 き を 見 る と、 ロ ー ソ ンは、 2019年 に 深 夜 に 売 り 場 を無人 とす る 「 スマ ー ト 店
舗 （ 深 夜 省 人 化 ） 実 験 」 を 行 っている 。 同 実 験では、 深 夜 帯 の 5時 間 を無人営業と し 、 専 用 ア プ リ を 使 って ド ア
を 開 錠 し 、 セ ル フ レ ジ か ロ ー ソ ンスマ ホ レ ジで会 計 を す る という 仕 組 み に より 実 施 さ れ た 。 ま た 、 2020年 2月 に
は、 「 ロ ー ソ ン 富 士 通 新 川 崎 TSレ ジ レ ス 店 」 生 体 認 証 と 商 品 棚 の セ ン サ ー を 組 み 合 わ せ 、 商 品 を 手 に して 退 店
す るだけで決済できる レ ジ無し 店 舗 の 実 験 も 行 っ た 。 2022年 10月 には、 同 様 の レ ジ無し 店 舗であ る ウ ォ ー クス
ル ー決済導 入 店 舗 「 Lawson Go MS GARDEN店 」 を 、三菱 食 品 株 式 会 社本社 に オ ープ ン している 。 店 舗 従業員
は商 品 の 品 出 し 作業等 を 行 うが、 レ ジ業務は行 わ ず、顧客がど の 商 品 をいく つ 手 に とっ た の か を AIが判 別 し 、 店
舗を出ると自動的に決済される仕組みとなっている。

　 セ ブ ン イ レ ブ ンでは省 人 化が目指さ れてお り、 一 部業務 に ついて無人での 対 応が可能とな るシス テム の 実 証 実
験 な どが行 われている 。 2018年 12月 には、 省 人 型 店 舗 と して 「 セ ブ ン -イ レ ブ ン三田 国際ビ ル 20F店 」 を オ ープ
ンした。同店舗では、日本電気株式会社（NEC）と連携し、顔と虹彩の生体認証による決済システムの実証実験
が行 われ た 。 こ のシス テム を 利 用 す る こ と に より、顧客は従業員 と 対 面 す る こ とな く 、 レ ジ端末 に も 触 れ ず決済

が可能となっていた。

　 ファミ リ ー マ ー トは、無人決済店 舗 の 導 入 を 進 め てお り、 2022年7月 末 時 点では無人決済シス テム を 導 入 し た
店 舗は6店 舗であ るが、 2024年 度 までに 1000店 舗 の 出 店 を 目指している 。 ファミ リ ー マ ー ト の無人 店 舗では、
スター ト ア ッ プ 企業であ る 株 式 会 社 TOUCH TO GOが開 発 し た無人決済シス テム を 利 用 してお り、 店 舗 の天井 に
取 り 付 け ら れ た セ ン サ ー カ メ ラが顧客が手 に 取 っ た 商 品 を 認 識 し 、顧客が決済エリ ア に 立 つ こ とで、タッ チ パ ネ
ル に 商 品 名 と 購 入 金 額 が表 示 さ れ 、 自 分 で決済 して 購 買 を 完 了 す る こ と がで きる 。 ま た 、 Telexistence株 式 会
社が開 発 し た AIロ ボ ッ ト 「 TX SCARA」 と 店 舗 作業分 析シス テム 「 TX Work Analyt ics」 を 2022年 8月 より 順 次
導入しており、飲料補充業務など店舗業務をAIロボットが代替することも目指されている。

　 ま た 、 国 外 に 目 を向け る と、 米 国 の Amazon Goや Eatsa、 中 国 の Bingo Box、 韓 国 の イ ー マ ー ト 24な ど 各 国
でも無人での店舗運営がなされる例が出てきている。

2.1 無人コンビニを実現する技術

無人化に向けた法規制の見直しの動き

Policy makers lab Journal,  vol.2
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「ファミマ!!サピアタワー／Ｓ店」写真（筆者撮影）図８

2.2 無人コンビニを普及させるために見直しが検討されるべき法規制

　技術的には実現可能になってきている無人コンビニであるが、普及するためには既存の法規制の見直しも必要

に な る 。 無 人 コ ン ビ ニ が 「 普 及 」 す る と い う 観 点 で 考 える と、 無 人 とす る こ とで 人 件 費 が 削 減 で き た と しても、

システムの導入費用を上回る売上をあげ、利益を十分に得ることができなければ無人化が進みづらい側面はある

といえる。売上を多くするためには、多様な商品を販売できることが重要である。無人コンビニに関連する法規

制は様々存在するものの、多様な商品を販売するという観点から、ここでは、調理を必要とする商品の販売に関

連して食品衛生法に基づく飲食店営業許可、酒・たばこの対面販売に関連して二十歳未満の者の飲酒の禁止に関

する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律を取り上げる。

　 コ ン ビ ニ で は 、 唐 揚 げ、 フ ラ イ ド ポ テ ト、 串 物 な ど の ホ ッ ト ス ナ ッ ク、 お で ん 、 カ ウ ン タ ー 横 に 置 か れ た コ ー

ヒ ー マ シ ーン な ど、 調 理 を して 販 売 す る 商 品 が 置 か れて い る こ と も 多 い 。 こ の よ う な 商 品 を 販 売 す る に あ た って

は、食品衛生法に基づき飲食店営業許可を取得することが必要になる。無人化との関係では、飲食店営業に係る

衛生管理基準と施設基準が課題となる。

ア. 無人化を推進するために課題となる法規制

イ. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可
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　 飲 食 店 営 業 を 行 う 場 合 、 営 業 者 は 、 食 品 衛 生 法 令 が 定 め る ｢ 一 般 的 な 衛 生 管 理 ｣ 及 び ｢ HACCPに 沿 っ た 衛 生 管
理 ｣ に 関 す る 基 準 に 基 づ き、 衛 生 管 理 計 画 を 作 成 す る な ど 公 衆 衛 生 上 必 要 な 措 置 を 採 る 必 要 が あ る （ 食 品 衛 生 法
51条 1項 及 び 2項 、 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 66条 の 2第 1項 乃 至 第 3項 、 同 施 行 規 則 別 表 17及 び 18） 。 ま た 、 食 品 衛 生
法 に 基 づ く 飲 食 店 営 業 許 可 は 都 道 府 県 知 事 か ら 与 え ら れ る と こ ろ 、 衛 生 管 理 基 準 に 関 しては 許 可 要 件 と しては 規
定 さ れて い な い が 、 衛 生 管 理 基 準 に 基 づ く 公 衆 衛 生 上 必 要 な 措 置 を 遵 守 して い な い 場 合 に は 、 営 業 許 可 の 取 消
し 、 営 業 の 禁 止 又 は 停 止 が な さ れ る 可 能 性 が あ る （ 食 品 衛 生 法 60条 1項 ） 。 そ の た め 、 実 際 の 運 用 で は 、 飲 食 店
営業許可を与える際にも、衛生管理基準に基づく措置については確認されているという状況にある。

　 衛 生 管 理 基 準 と して、 食 品 衛 生 責 任 者 等 の 選 任 は 定 め ら れて い る が、 常 時 店 舗 に い な け れ ば な ら な い と い う 規
定 は 定 め ら れ て い な い （ 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 別 表 17・ 1参 照 ） 。 ま た 、 衛 生 管 理 基 準 に 関 連 し て 、 HACCPに
沿 っ た 衛 生 管 理 の 制 度 化 に 関 し て よ く 寄 せ ら れ る 質 問 に つ い て の 回 答 を 厚 生 労 働 省 が ま と め た 「 HACCP（ ハ
サ ッ プ ） に 沿 っ た 衛 生 管 理 の 制 度 化 に 関 す る Q&A」   に お いても、 以 下 の よ う な 問 と 回 答 が 記 載 さ れてお り、 無
人店舗で飲食店営業許可を取得できることが可能であることが前提とされている。

　 飲 食 店 営 業 許 可 に 関 して、 都 道 府 県 は 、 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 で 定 め る 基 準 を 参 酌 して、 条 例 で、 公 衆 衛 生 の 見

地 か ら 必 要 な 基 準 を 定 め な け れ ば な らず、 原 則 と して、 都 道 府 県 知 事 は 、 そ の 営 業 の 施 設 が 同 基 準 に 合 う と 認 め
る と き は 、 許 可 を し な け れ ば な ら な い （ 食 品 衛 生 法 54条 及 び 55条 、 食 品 衛 生 法 施 行 令 35条 1号 、 食 品 衛 生 法 施
行規則66条の7、同施行規則別表19）。

　そのため、衛生管理基準との関係では、飲食店営業許可を取得した上で無人コンビニを運営することも可能で
あ る と い える 。 し か し 、 飲 食 店 営 業 許 可 を 与 える 地方自治体 の 現 場 に お いては 、 実 例 が ま だ あ ま り 多 く な い と い
う こ と も あ り、 無 人 店 舗 で 営 業 許 可 を 取 得 す る こ と に つ いて な か な か 理 解 が 得 ら れ ず、 現 状 と しては 、 保 健 所 と
の 折 衝 に 時 間 が か か る 、 あ る い は 最 終 的 に 許 可 を 取 得 で き な い と い う ケ ース も 存 在 して い る と こ ろ で あ る 。 ま
た 、 無 人 店 舗 の 場 合 の 衛 生 管 理 に つ いても、 具 体 的 に ど の よ う な 管 理 方 法 であ れ ば 問 題 が な い の か と い う 基 準 が
明 確 で は な く 、 そ の こ と も 無 人 店 舗 と して 営 業 許 可 を 取 得 す る こ との 難 し さ の 一 因 に な って い る よ う に も 思 われ
る。

　そのため、無人コンビニで飲食店営業許可を取得していくためには、どのような衛生管理を行うべきであるの
かを検討していくことが必要である。

① 衛生管理基準

② 施設基準

問28（食品衛 生責任者等の選任）無 人店舗や調理機能を有する自動販売機の場合、食品衛 生責任者は

どのようにして衛生管理にあたればよいですか。

1 0

○食品衛生責任者が無人店舗又は自動販売機を巡回するなどにより衛生管理に当たることが可能です。
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　コンビニが飲食店営業許可を取得して販売する商品は既製品（おでんなどのそのまま喫食可能な食品）や半製

品（唐揚げ、フライドポテトなど）であるため、簡易な営業として施設基準は通常の飲食店営業の場合よりも一

部緩和されている（食品衛生法施行規則別表19・5ロ）。しかし、食品衛生法が想定する無人であることを想定

したものではないため、無人であれば不要と考えられる施設基準（たとえば、従業者がその場にいることを想定

された同別表3・チ、ヲ、タなど）もあり、また、無人店舗である場合に有人とは異なる観点からの施設基準の

見直しも検討されるべきである。施設基準の見直しにより、より少ないスペースで無人コンビニを出店すること

が可能になれば、より柔軟な形態での出店も可能となり、無人コンビニの普及に繋がることが考えられる。

　コンビニでの売上のうち酒・たばこが3～4割を占めるともいわれており、酒・たばこの販売ができるかどう

かによって、想定される売上額に大きな影響が生じると考えられる。そのため、無人コンビニを普及させるため

には酒・たばこの販売も認められることが望ましいといえるが、酒・たばこの販売に関しては、二十歳未満の者

の飲酒の禁止に関する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止の法律が問題になる。

　二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止の法律では、それぞれ、販売者

は、20歳未満の者への酒やたばこの販売を防止するために、年 齢 確認その他の必要なる措 置を講 ずるものとさ

れている。この点、年齢確認「その他の必要なる措置を講ずるもの」とされていることから、条文上は、販売防

止の措 置として年 齢 確認のみに限定しているわけではない。また、年 齢 確認を行う場合であっても、確認方法は

限定されていない。もっとも、運 用上は、原則として対 面での年 齢 確認が必要であるとされている。例 外 的に、

店舗と同じ敷地内に従業員がおり、その従業員が対面せずに年齢確認を承認できるような運用も許容されている

例もある   。その場合でも、敷 地 内に従業員が存 在しない形で、遠 隔での本人確認は認められていないため、結

局店舗に人が存在することが必要であり、完全な無人での販売は難しい状況にある。


　この点、二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律及び二十歳未満の者の喫煙の禁止の法律が「 年 齢の確認

其の他の必要なる措 置 」を求めているのは、2 0歳未満の者にとっては酒やたばこの悪影響は大きいため、2 0歳

11

ウ. 酒・たばこの対面販売

■二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律

■二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律

1条4項


営業者にして其の業態上酒類を販売又は供 与する者は20歳未満の者の飲酒の防止に資する為 年 齢の確

認其の他の必要なる措置を講ずるものとす

4条


煙草又は器具を販売する者は20歳未満の者の喫煙の防止に資する為 年 齢の確認其の他の必要なる措 置

を講ずるものとす
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未 満 の 者 に 対 す る 販 売 を 防 止 し 、 健 全 育 成 を 図 り、 そ の 福 祉 を 守 る た め であ る 。 か か る 法 律 の 趣 旨 は 尊 重 さ れ る

べ き で あ る と い え 、 酒 ・ た ば こ を 20歳 未 満 の 者 に 対 して 販 売 し な いよ う に す る 措 置 は 重 要 で あ る 。 か か る 措 置

が 対 面 であ る 必 然 性 は な い が、 現 在 の 対 面 販 売 の 運 用 が 原 則 とな って い る 背 景 と しては 、 対 面 以 外 の 販 売 方 法 で

は 20歳 未 満 の 者 に 対 す る 販 売 の 防 止 が 十 分 に で き ず、 ま た 、 対 面 販 売 で あ れ ば 20歳 未 満 の 者 に 対 す る 販 売 が 防

止できるという考えが前提としてあるように思われる。


　 対 面 以 外 の 販 売 方 法 の 可 能 性 に つ いては 、 2021年 3月 29日 付 「 令 和 2年 度 流 通 ・ 物 流 の 効 率 化 ・ 付 加 価 値 創 出

に 係 る 基 盤 構 築 事 業 （ 省 力 化 店 舗 実 現 可 能 性 検 討 事 業 ） 報 告 書 」   に お いて、 デ ジタ ル 技 術 を 活 用 し た 成 人 認 証

の 導 入 に つ いて 検 討 さ れて い る 。 同 報 告 書 で は 、 現 在 は 対 面 で 行 われて い る 成 人 確 認 業 務 を 、 デ ジタ ル 技 術 を 活

用 して 実 施 す る こ と を 目 指 し 、 技 術 動 向 や 法 制 度 、 消 費 者 の 受 容 性 の 調 査 、 及 び 「 デ ジタ ル 技 術 を 活 用 し た 成 人

認 証 に 関 す る 検 討 会 」 に お け る 専 門 家 の 意 見 も 踏 ま えて、 事 業 者 が 配 慮 すべ き 事 項 と 対 策 の 方 向 性 を 取 り ま と め

ら れてお り、 デ ジタ ル 技 術 で 代 替 すべ き と い う こ と が 述 べ ら れて い る わ け で は な い 。 も っ と も、 記 載 さ れて い る

技 術 に 関 す る 記 載 を 前 提 とす れ ば 、 様 々 な 留 意 事 項 ・ 検 討 事 項 が あ る こ と は 前 提 と して、 対 面 販 売 以 外 の 方 法 に

よる販売の可能性も十分にある。


　 ま た 、 対 面 販 売 で あ れ ば 20歳 未 満 の 者 に 対 す る 販 売 が 防 止 で き る と い う 考 え に つ いて は 、 む し ろ 、 対 面 販 売

で あ る か ら こ そ 販 売 を 防 止 で き な い ケ ース も あ る と 考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 20歳 未 満 で あ る と コ ン ビ ニ の 店 員

が 認 識 し た と しても、 顧 客 か ら 販 売 を 強 く 求 め ら れ た り、 場 合 に よっては 強 要 さ れ 、 販 売 を 断 り 切 れ な い ケ ース

も あ り 得 る   。 こ の よ う に、 販 売 者 が 人 間 で あ る 場 合 に は 、 精 神 的 に 販 売 を 断 り 切 れ な い こ と も あ る だろ う が、

こ の 点 を 機 械 的 に 処 理 で き る よ う に な れ ば 、 20歳 未 満 の 者 に 対 し て の 販 売 を 画 一 的 に 防 止 で き る 可 能 性 が あ

る。


　法律の趣旨を尊重するという観点からも、酒・たばこの対面販売以外の販売方法は検討されるべきであるとい

える。

1 2

1 3

1 4
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　 無 人 コ ン ビ ニ を 実 現 す る 技 術 は 整 え ら れてき てお り、 無 人 コ ン ビ ニ を 普 及 さ せ る た め に は 、 法 規 制 の 見 直 し を

検 討 すべ き 状 況 に な ってき て い る 。 も っ と も、 法 規 制 の 見 直 し と い っても、 具 体 的 に ど う 見 直 せ ば い い の か に つ

いては 現 時 点 で は 明 確 で は な い 点 も 多 く 、 コ ン ビ ニ 業 界 に お いても、 無 人 化 とすべ き か、 あ る い は 人 は い る こ と

を 前 提 に 省 人 化 を 進 め る べ き か な ど、 方 針 が 分 か れてお り、 無 人 コ ン ビ ニ の 実 現 可 能 性 と い う 観 点 か ら 幅 広 い 検

討 が な さ れて い る 状 況 に は な い と 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 ま ず は 、 経 済 産 業 省 に お いて 設 置 さ れて い た 「 新 た な

コンビニのあり方検討会」や、本文でも触れた「流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（省力

化 店 舗 実 現 可 能 性 検 討 事 業 ） 」 の 報 告 書 の 提 出 に あ た って 組 成 さ れ た 「 デ ジタ ル 技 術 を 活 用 し た 成 人 認 証 に 関 す

る 検 討 会 」 の よ う に、 官 公 庁 、 コ ン ビ ニ 業 界 各 社 、 有 識 者 、 関 係 す る 団 体 な ど を 構 成 員 とす る 検 討 会 を 改 め て 官

主導で立ち上げて、法規制や実務上の論点について幅広い議論を行っていくべきであると考える。


　 検 討 事 項 は 多 く 、 法 規 制 を 取 っても、 本 稿 で 述 べ た 飲 食 店 営 業 許 可 や 酒 ・ た ば こ の 販 売 に 関 す る 規 制 以 外 に も

数 多 く 存 在 す る と 考 え ら れ る   。 検 討 すべ き 法 規 制 を 特 定 し た 上 で、 多 様 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー に よる 議 論 を 通 じ

て、 見 直 し の 方 向 が 検 討 さ れ る こ と が 期 待 さ れ る 。 見 直 し に あ た っては 、 各 国 の 無 人 コ ン ビ ニ に 関 す る 法 規 制 に

も 目 を 向 け る べ き であ り、 そ れ ら の 情 報 を 取 り ま と め て い く こ と も 重 要 であ る 。 ま た 、 実 務 上 の 情 報 と しても、

無 人 コ ン ビ ニ の 実 際 の ニ ーズ 、 地 域 や 場 所 に よる ニ ーズ の 差 、 無 人 コ ン ビ ニ の 防 犯 対 策 、 ニ ーズ に 応 じ た 無 人 化

と 省 人 化 の 使 い 分 け、 無 人 とす る 場 合 の 営 業 時 間 、 無 人 コ ン ビ ニ に 関 す る 海 外 の 動 向 、 海 外 に お いて 普 及 が 進 ん

でいない場合にはその理由の分析、コンビニ各社の要望、コンビニオーナー側の要望、無人コンビニを可能とす

る技術の現状とコストなど、取りまとめるべき事項は多い。


　無人コンビニをはじめとした無人店舗の必要性は将来的にさらに高まることが想定される。リテールテックと

呼 ば れ る 技 術 発 展 も 進 んで い る こ と も あ り、 他 国 に 遅 れ を と ら な いよ う に、 業 界 全 体 で 取 り 組 んで い く こ と が 重

要である。

1 5
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6) 	 2022年8月1日デジタル社会推進会議幹事会決定「デジタルを活用した交通社会の未来2022」
36-37頁（https://www.digital .go. jp/assets/contents/node/ information/field_ref_reso

urces/22791050-006d-48fd-914d-e374c240a0bd/1ae00570/20220802_news_mobil i ty

_outl ine_01.pdf）。

7)	 2018年6月1日交通政策審議会海事分科会開示イノベーション部会「海事産業の生産性革命の深化
のために推進すべき取組について～平成28年6月3日答申のフォローアップ～」39頁（https://
www.mlit .go. jp/common/001237409.pdf）。

8)	 成長戦略ポータルサイト認定プロジェクト等「大正製薬株式会社［認定日：令和3年4月23日］
［ 変 更 認 定 日 ： 令 和 4年 3月 11日 ］ 」 2頁 （ https://www.cas.go. jp/ jp/seisaku/s-portal/
project/gaiyou21r.pdf）。

9)	 成長戦略ポータルサイト認定プロジェクト等「株式会社New  Innovations［認定日：令和3年6月
3日］」1頁（https://www.cas.go. jp/ jp/seisaku/s-portal/project/gaiyou22.pdf）。

10) 	 厚生労 働 省「HACCP（ハサップ）に沿 った衛生管 理の制 度化に関する Q&A」（平成30年8月31日
作成（最終改正：令和3年5月31日））

（https://www.mhlw.go. jp/content/11130500/000787793.pdf）。

11) 	 2021年10月30日付 弁 護 士 ドットコ ム ニ ュース 記事「セルフレジで 酒 売 れ ず、 省 人化の弊 害に  コ
ンビニは「年齢確認」どうクリアする？」

（https://www.bengo4.com/c_18/n_13711/）。

12) 	 2021年3月29日付「令和2年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（省力化店
舗実現可能性検討事業）報告書」

(https://www.meti .go. jp/meti_l ib/report/2020FY/000513.pdf)。

13) 	 「 規 制 改 革 ・ 行 政 改 革 ホ ッ ト ラ イ ン （ 縦 割 り 110番 ） 」 （ https://www8.cao.go. jp/kisei -
kaikaku/kisei/hotl ine/h_index .html）の資料2「検討要請に対する所管 省庁からの回答」の規
制 改革に係る項目の令和2年度回答183及び184の一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
が出した要請によれば、「20歳未満であることを理由に販売を拒否しても、拒否されたことに腹
を立て、店員に暴言や暴行を加えたりする被害も発生しており、半ば脅されて無理矢理販売させら
れた事例もある。」とされている。

14) 	 酒の販売に関して、全国小売 酒販組合中央会が、2016年度から「酒税制 度等に関する要望書」に
おいて、 酒 類 は対面販売を原則とし、無人 レジの使用禁止を訴えていることには 留意が必要であ
り、対面販売と代替する販売 方法のいず れが適切 であるかという 点 は 幅広い関係者の意見を聞き
ながら検討を進める必要はある。

15 ) 	 本稿を執筆するにあたってヒアリングをした事業者からは 、 建築基準法も課題にな るという 話も
聞いている。

国際競争力強化に向けた漫画産業の基盤整備
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	vol2_2022-11-02
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_1
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_2
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_3
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_4
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_5
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_6
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_7
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_8
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_9
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_10
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_11
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_12
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_13
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_14
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_15
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_16
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_17
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_18
	Policy Makers Lab様_医療機器供給_19

	vol2_2022-11-03
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_1
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_2
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_3
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_4
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_5
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_6
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_7
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_8
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_9
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_10
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_11
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_12
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_13
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_14
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_15
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_16
	Policy Makers Lab様_地域包括支援_17

	vol2_2022-11-04
	Policy Makers Lab様_健康経営_1
	Policy Makers Lab様_健康経営_2
	Policy Makers Lab様_健康経営_3
	Policy Makers Lab様_健康経営_4
	Policy Makers Lab様_健康経営_5
	Policy Makers Lab様_健康経営_6
	Policy Makers Lab様_健康経営_7
	Policy Makers Lab様_健康経営_8
	Policy Makers Lab様_健康経営_9
	Policy Makers Lab様_健康経営_10
	Policy Makers Lab様_健康経営_11
	Policy Makers Lab様_健康経営_12
	Policy Makers Lab様_健康経営_13
	Policy Makers Lab様_健康経営_14

	vol2_2022-11-05
	Policy Makers Lab様_漫画_1
	Policy Makers Lab様_漫画_2
	Policy Makers Lab様_漫画_3
	Policy Makers Lab様_漫画_4
	Policy Makers Lab様_漫画_5
	Policy Makers Lab様_漫画_6
	Policy Makers Lab様_漫画_7
	Policy Makers Lab様_漫画_8
	Policy Makers Lab様_漫画_9
	Policy Makers Lab様_漫画_10
	Policy Makers Lab様_漫画_11
	Policy Makers Lab様_漫画_12
	Policy Makers Lab様_漫画_13
	Policy Makers Lab様_漫画_14
	Policy Makers Lab様_漫画_15
	Policy Makers Lab様_漫画_16
	Policy Makers Lab様_漫画_17
	Policy Makers Lab様_漫画_18
	Policy Makers Lab様_漫画_19
	Policy Makers Lab様_漫画_20
	Policy Makers Lab様_漫画_21
	Policy Makers Lab様_漫画_22
	Policy Makers Lab様_漫画_23
	Policy Makers Lab様_漫画_24
	Policy Makers Lab様_漫画_25
	Policy Makers Lab様_漫画_26
	Policy Makers Lab様_漫画_27
	Policy Makers Lab様_漫画_28
	Policy Makers Lab様_漫画_29
	Policy Makers Lab様_漫画_30
	Policy Makers Lab様_漫画_31
	Policy Makers Lab様_漫画_32
	Policy Makers Lab様_漫画_33
	Policy Makers Lab様_漫画_34
	Policy Makers Lab様_漫画_35
	Policy Makers Lab様_漫画_36

	vol2_2022-11-06
	Policy Makers Lab様_無人化_1
	Policy Makers Lab様_無人化_2
	Policy Makers Lab様_無人化_3
	Policy Makers Lab様_無人化_4
	Policy Makers Lab様_無人化_5
	Policy Makers Lab様_無人化_6
	Policy Makers Lab様_無人化_7
	Policy Makers Lab様_無人化_8
	Policy Makers Lab様_無人化_9
	Policy Makers Lab様_無人化_10
	Policy Makers Lab様_無人化_11
	Policy Makers Lab様_無人化_12
	Policy Makers Lab様_無人化_13
	Policy Makers Lab様_無人化_14
	Policy Makers Lab様_無人化_15
	Policy Makers Lab様_無人化_16
	Policy Makers Lab様_無人化_17
	Policy Makers Lab様_無人化_18
	Policy Makers Lab様_無人化_19
	Policy Makers Lab様_無人化_20
	Policy Makers Lab様_無人化_21
	Policy Makers Lab様_無人化_22
	Policy Makers Lab様_無人化_23


